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岩手大学国際交流センター報告第3号(2007. 6)

【研究論文】

研究者の国際交流における労災事故-の法的対応

早川　智津子

岩手大学

1.はじめに(問題提起)

本稿は､研究者の国際交流における労災事故-の法的対応について理論的･総論的に検討を

行うものである1｡とくに､大学間交流等を舞台に行われる研究者の国内･国外の双方向の交流､

すなわち､わが国の大学等の研究機関2が､ G)研究者を国外の大学等-赴かせる場合(海外出

張･海外派遣)と､ ②国外の大学等から研究者を受け入れる場合(同様に､出張と派遣とがある｡ )

の双方を検討する3｡なお､本稿でいう海外出張とは､単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず､

国内の事業場に所属し､当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することをいい､海外派遣とは､

海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することをいう4･5｡

2.研究者の国際交流をめぐる労災事故と法的対応

2.1研究者の国際交流と労働関係法の適用

(1)検討対象

本稿の検討対象となる研究者は以下のとおりである｡

①国内研究者

本稿で､国内研究者とは､わが国の大学等の研究機関に雇用されている研究者を指す(国籍は

問わない)0

②国外研究者･外国人研究者

本稿で､国外研究者とは､国外の大学等から､わが国の大学等に受け入れられている研究者を

指す｡そのうち､日本国籍を持たない国外研究者を外国人研究者6,7と呼ぶ｡国外からの研究者受

入れは､外国人研究者であることが一般と思われるので､本稿では､国外研究者と外国人研究者

とを特に区別せず､国外機関からの外国人研究者の受入れについて検討する｡

(2)国際的労働関係と法の適用のあり方

本稿で扱う研究者の国際交流においては､国境を跨いでの労働関係が存在することになる｡そ

のような労働関係を国際的労働関係という｡すなわち､わが国の大学等が､ ①研究者を国外の大

学等-赴かせる場合には､それまでの労務提供地はわが国であるが､外国に出張し､または派遣

されて労務を提供することとなる｡また､ ②国外の大学等から研究者を受け入れる場合には､それ
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まで外国で労務を提供していた者が､わが国に出張し､または派遣されて労務を提供することとな

る｡この場合､それぞれについて､わが国と当該外国のいずれの法を適用すべきかが問題となる｡

このような国際的労働関係と法の適用のあり方については､次の二つのアプローチがある｡すな

わち､ ①地域的適用範囲の画定のアプローチと､ ②準拠法の選択のアプローチである｡

まず､ ①地域的適用範囲の画定のアプローチとは､特定の法規の地域的適用範囲はどこまで

及ぶのかのみを決定するものであるRo

次に､ ②準拠法の選択のアプローチとは､国際的な民事紛争に適用される法律(準拠法)を選

択する国際私法の手法をとるものであり､原則として法廷地の抵触法ルール(わが国では､ ｢法の

適用に関する通則法｣9(以下､ ｢適用通則法｣という｡ )等)により､複数の国の法のうちいずれを適

用するか(準拠法)を決定するものである10｡そこでは､以下の国際私法の特徴に留意が必要であ

るoすなわち､国際私法は､準拠法の選択ルールを定めた抵触法であること､その選択にあたって

準拠法の内容がいかなるものかは､原則として問題とせず､内外法の平等原則のもと､国内法と外

国法を区別しないこと11､を特徴とする｡

これら2つのアプローチが用いられる法領域は次のように区分される｡すなわち､公法的性格をも

つ法領域については､当事者自治の原則を排除した強行法規として､地域的適用範囲の画定の

アプローチが用いられる｡他方､私法的性格をもつ法領域については､準拠法の選択のアプロー

チが用いられる｡

これを労働関係についてみると､労働関係は労働契約により成立するので､原則として､準拠法

の選択のアプローチが用いられるが､他方､労働関係を規律する労働基準法(以下､ ｢労基法｣と

いうo )については､使用者と労働者の契約自由の原則を､労働者保護の観点から修正し､刑罰

規制と行政取締により制約しており､その点で､同法は､公法的性格をもつ強行法規として､準拠

法の選択のアプローチにはよらず､地域的適用範囲の画定のアプローチが用いられることになる

12

2･2国際的労働関係と労災補償法の適用のあり方

(1)労災保険法

①地域的適用範囲

労災保険は､業務災害または通勤災害により被災した労働者やその遺族に対して必要な保険

給付を行うことを目的としている｡そもそも､労働者災害補償保険法(以下､ ｢労災保険法｣という｡ )

は､労基法(第8章)の使用者の災害補償責任について､保険システムによってその補償を行う趣

旨で設けられた法である｡その後､労災保険法は､使用者の責任とは直接結びつかない通勤災害

も保険の対象としたり､保険制度の給付内容が拡充されるなど､労基法の災害補償水準を上回る

給付内容になっており､社会保障法的性質を併せ持っている13｡しかし､現在でも､労災保険法は､

原則として労基法が適用される労働者を対象としていることなど､労災保険法も労基法と同様に､

公法的性格を有しているといえ､地域的適用範囲の画定のアプローチがとられることになる｡
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研究者の国際交流における労災事故-の法的対応

このアプローチのもとで､労災保険法は労基法と同様に事業場単位で適用されることから､原則

としては､国内の事業場-の適用に限られることになる(属地的適用)14｡そのため､この原則のもと

では､国内の事業場から国外の事業場に派遣され､当該事業場の事業に従事する者(海外派遣

者)には､わが国の労災保険の保護が及ばないことになる｡ただし､この原則はこれらの者のうち､

一定要件を満たす者については､例外的に労災保険法を適用する以下の特別加入制度によって

修正されている(逆にいえば､海外派遣者の特別加入制度があること自体､同法が原則として属地

主義をとっていることの証左ともいえる｡ )｡

以上のように､労災保険法は､地域的適用範囲の画定のアプローチをとり､その意味で同法は､

準拠法如何にかかわらず絶対的に適用される強行法規であり､後述するような準拠法選択のアプ

ローチを取らない｡したがって､後述する適用通則法の適用を受けない｡

②特別加入制度

労災保険法の特別加入制度は､ ①労基法上の労働者ではないが､労働者に準じて保護するこ

とがふさわしい中小事業主や一人親方などを加入者とする内容と､ ②海外派遣者にも適用する内

容とからなっている(労災保険法33条)｡これらは､いずれも加入しなければ補償を受けることがで

きない任意的加入制度である｡そのため､加入には､申請の手続きと保険料納付が必要となる｡

とくに､海外派遣者については､上述のように､労災保険法が属地的に適用されるため､海外派

遣者の特別加入制度ができるまでは､当然に同法が適用される海外出張を除いて､派遣先国に

おける労災補償制度に頼るはかなく､そのような制度が整備されていない開発途上国等において

は､海外派遣者は十分な補償が受けられない状況にあった15｡そこで､海外派遣者の保護を図る

ため､昭和51年に同法が改正され､翌年に海外派遣者特別加入制度が発足した｡

上述のとおり､海外派遣者とは､国内の派遣元事業場の事業主から派遣命令を受けて海外で

行われる事業(派遣先事業)に従事することとなる者をいう｡そのうち､労災保険に特別加入できる

海外派遣者には以下の者が該当する｡すなわち､ ①国内の派遣元事業場から派遣されて､海外

の派遣先事業場の事業に従事する労働者､ ②国内の派遣元事業場から派遣されて､一定規模以

下の人数の労働者を常時雇用する海外の派遣先事業場の事業主となる者等の労働者以外の者､

③国際協力機構(JICA)等開発途上地域に対する技術協力を行う団体から派遣されて､開発途

上地域で行われている事業に従事する者､である(③については､本稿では検討対象としない｡ )｡

これら派遣元の事業主または団体が日本国内において実施している事業について､労災保険の

保険関係が成立していることが必要である｡また､派遣元事業が有期事業である場合は除かれる

(派遣先事業は有期事業であってもよい｡ )0

国内の派遣元事業場からの派遣命令は､転勤､在籍出向､転籍出向等いかなる名称であって

もかまわないが､実質的に国内の派遣元事業場から派遣を命ずるものでなければならない16｡派遣

先での職種､派遣先事業場の形態､組織等も問われない｡海外の派遣先事業場に新たに派遣さ

れる者だけでなく､既に派遣されている者も特別加入することが可能であるが､現地採用の者は国
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内の事業場から派遣されているとはいえないため､特別加入することはできない｡

特別加入の手続きは以下のとおりである｡派遣元の事業主は､所轄の労働基準監督署長を経

由して都道府県労働局長(以下､ ｢局長｣と呼ぶ｡ )に対し､派遣先事業場で従事する業務の具体

的内容および希望する給付基礎日額等を記入した申請書を提出し､派遣元事業場から派遣する

者で特別加入させる者をまとめて加入申請を行い､局長の承認を得ることが必要となる｡すでに承

認されている場合､新たに追加する海外派遣者を特別加入させるときなどには､変更届を提出す

ることで足りる｡また､海外派遣者が派遣先での事業に従事することになった時点で､派遣元の事

業主は｢海外派遣に関する報告書｣を遅滞なく提出する必要がある｡

海外派遣者の派遣先国での業務災害および通勤災害の認定については､ ｢海外派遣者として

特別加入している者の業務上外の認定基準については国内の労働者の場合に準ずる｡ ｣ (昭和

52･3･30基発192号､平成3･2･1基発75号､平成8･3･1基発95号)とされており､国内におけ

る業務災害および通勤災害の判断と同様の取扱いがなされ17､特段の例外的取扱いは設けられて

いない18｡

(2)労災民訴(損害賠償)

(手法的構成

以上の労災保険法上の補償が必ずしも現実の損害をすべて補償するものではないことから､被

災労働者(または遺族)が原告となって､事業主等を相手に損害賠償を求めるいわゆる労災民辛

訴訟が提起されることがある｡

日本法における労災事件の安全配慮義務に基づく損害賠償の問題は､民法の枠内で考える

枠組みとなっている19｡

そこでの労働災害をめぐって使用者側に労働契約上の責任を生じさせる根拠となる安全配慮義

務は､ ｢ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において､当該法

律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う｣ (陸上自衛隊

八戸車両整備工場事件･最三小判昭和50･2･25民集29巻2号143頁)とされる｡

労働契約関係における安全配慮義務は､このように判例法理として発展したものであり､使用者

が施設内や業務中の労働者の生命身体を危険から保護するよう配慮すべき義務であり､この義務

に反して起こった労災事故は契約上の債務不履行責任の問題を生じる0

また､わが国の民法では､損害賠償は､実際に起こった損害を超える賠償は認められておらず､

判例では､当該債務不履行(または不法行為)の事実がなかったならば存在したであろう利益状態

と､当該事実の結果現実にもたらされて存在している利益状態との差を損害とみる差額説がとられ

ており20､逸失利益の算定は事実認定の問題となる｡

②準拠法

そして､本稿で検討する国際的な労働関係においては､労災事故が生じて労災民事訴訟が提
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研究者の国際交流における労災事故-の法的対応

訴された場合に､当該労働契約の準拠法にいずれの国の法律を適用すべきか､が問題となる21｡

一般に､契約の準拠法については､新たに準拠法選択のルールを定めた適用通則法により､当

事者の選択が認められる(7条)｡労働契約においても､同条の当事者自治の原則が適用され､当

事者の法選択がある場合には､その法が労働契約の準拠法となるが､以下の特例が設けられてい

る｡すなわち､ ①当事者の法選択がない場合は､労務提供地法(労務提供地が特定できない場合

は､ 12条2項により､当該労働者を雇用する事業所の所在地法)を当該労働契約の最密接関係

地法(8条1項)と推定するものとし(12条3項)､また､②当事者の法選択がある場合でも､労働者

が使用者に対し､当該労働契約に最密接関係地法(同条2項により労務提供地法と推定され

る｡ )における強行規定を適用すべき旨を表示したときには､その強行規定をも適用することになる

(同条1項)0

以上の適用にあたり､安全配慮義務の法理は､人間の生命身体に係る問題であり､当事者間の

契約で排除できない強行規定といいうるので､日本が労務提供地である場合には､当事者が選択

した法が外国法であっても､労働者側が日本法の適用を主張すれば､それも適用されるのが原則

である｡他方､労務提供地が海外である場合に､当事者の選択がないときには､外国法を準拠法

とする推定が働くことになるが､当該外国法がわが国のように安全配慮義務を規定していない場合

には､労働災害の被害者側は労災民訴を提起できないのではないかと思われる(ただし､この点に

ついては､海外出張についてもそういえるかなどの問題があり､後に検討する｡ )｡

3.研究者の海外機関への派遣中の労災事故をめぐる法律問題

以上を踏まえ､国内研究者の海外機関-の派遣中の労災事故をめぐる法律問題について､労

災保険の適用の有無と労災民訴での問題をそれぞれみてゆく22｡

3.1労災保険法の適用の有無

まず､労災保険法の適用の有無について､海外出張の場合と海外派遣の場合とに分けて検討し

てゆく｡

(1)海外出張の場合

海外出張は､単に労働者の労働の提供の場が海外にあるにすぎず､国内の事業場に所属し､

当該事業場の使用者の指揮命令を受けつつ就労するものである｡国内の事業場に所属する以上､

国内の事業場に適用される労災保険法も適用され､労働者は､海外出張中において特段の手続

きなしに､労災保険法が適用される23, 240

(2)海外派遣の場合

これに対し､海外派遣は､国内の派遣元事業場から派遣されて､海外の派遣先事業場に所属

して､派遣先事業場の使用者の指揮命令を受けつつ勤務することになる｡この場合､原則は､当
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該外国の災害補償法の対象となり25､わが国の労災保険法の適用を受けない｡ただし､すでに述

べたとおり､例外的に海外派遣者もわが国の労災保険に加入できる特別加入制度がある｡

(3)海外出張と海外派遣の区別

以上の労災保険法上の海外出張者か海外派遣者かの区別は､海外出張者は､単に労働の提

供の場が海外にあるにすぎず､国内の事業場に所属し､当該事業場の使用者の指揮に従って勤

務するのに対し､海外派遣者は､海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って

勤務する､という点から､その勤務の実態を総合的に勘案して判断される(昭和52･3･30基発192

早)｡その際､海外滞在期間の長短は､判断基準とはならない26｡また､海外派遣と認められるには､

海外において従事する事業が存在することが必要であるとされており､海外の大学等に留学するよ

うな場合には､従事する事業がないので､特別加入の要件を満たさないとされている27｡手続き上

は､派遣元事業場を管轄する都道府県労働局長が出張か派遣かを判断する2月o

海外出張と海外派遣の区別の一般例として次のものが挙げられている｡すなわち､業務内容が､

商談､技術･仕様等の打合せ､市場調査･会議･視察･見学､アフターサービス､現地での突発的

なトラブル対処､技術修得等のために海外に赴く場合などには､海外出張にあたるとされるのに対

し､現地法人､合弁会社､提携先企業等の海外関連会社-出向する場合､海外支店や営業所等

-転勤する場合､海外で行う据付工事･建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者､工

事監督者､一般作業員として派遣される者)などについては､海外派遣にあたるとされている29｡

これを､研究者の場合の海外出張と海外派遣の区別にあてはめてみたい｡実質的な指揮命令が

国内機関と国外機関のどちらから発せられるか､を総合的に考慮する必要があり､それが国内機

関から発せられていれば､海外出張に該当する可能性が高く､他方､国外機関が発していれば海

外派遣に該当する可能性が高い｡具体的には､打合せ､会議､学会出席､講演は､通常は国内

機関から命じられることが多いので海外出張に該当するであろう｡他方､現地での教育･研究プロ

ジェクトに組み込まれて行う活動については､通常は当該国外機関から指揮命令を受けることが多

いと思われ､海外派遣に該当することが多くなると考える30｡間接的には､国外機関での組織にお

ける職名の有無､出入国に係る法律(わが国の入管法に相当する｡ )における在留資格の種類､

労働時間の管理､諸規則の適用などがいずれの機関によるか等も判断材料になると思われ､これ

らも含めて総合的に判断されることになろう｡

3.2労災民訴(損害賠償)

次に､研究者の労災民訴に係る取扱いについて､海外出張と､海外派遣のそれぞれの場合に分

けてみてゆく｡

(1)海外出張の場合

前述のように､国際的な労働関係においての労災民訴では､労働契約法の準拠法がいずれの
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国の法律によるかが問題となる｡まず､海外出張の場合の労災民訴に係る取扱いを検討してゆく｡

そこで､適用通則法の労働契約の準拠法の選択ルールによれば､まず､当事者の選択がない場

合には､労務提供地法が最密接関係地法として推定されることになるが､海外出張中の労災事故

は国外で発生しているので､労務提供地は国外となり､この推定によって､当該外国法が準拠法と

なるとの推定が働くともいえそうである｡しかし､このように解釈することが､果たして当事者にとって

ふさわしい準拠法選択となりうるか､適用通則法上の取扱いについて課題が生じる｡すなわち､前

述のとおり､海外出張においては､労働者は日本国内の事業場に所属し､日本国内の使用者の

指揮命令の下で労務を遂行しており､ただ単に労務提供地が外国であるにすぎない状況であるか

ら､労務提供地は､当該労働契約の最密接関係地とはいえない｡当事者の法選択がないからとい

って､外国法が準拠法として推定されるのは､推定であるので十分な反証を挙げれば覆せるとして

も､当事者にとって不都合な場合が少なくないと思われる｡ここでは､適用通則法12条3項による

のではなく､最密接関係地法は日本法であると解釈するのが適当である｡その他に､当事者の黙

示の意思は､日本法を適用することにある(黙示の意思によって法の選択がなされていた)31と解釈

し､日本法を適用することが可能な場合もあろう｡

また､当事者が日本法以外を選択した場合でも､ 12条1項により労働者側が主張すれば､上記

の解釈と同じく､海外出張中の最密接関係地法は日本法であると考えたうえで､前記のとおりその

強行規定である安全配慮義務の法理をも適用できると考えるのが妥当であろう｡

(2)海外派遣の場合

次に海外派遣の場合についてみてゆく｡

まず､当事者の選択がない場合に､海外派遣の場合は､労務提供地は国外であることは明らか

であるから､最密接関係地法としてその土地の労働契約法理が適用されることになる｡その国に安

全配慮義務法理がない場合は､現地の労災補償法によることになろう(ただし､上記の出張の場合

と同様に､日本法の黙示の選択を認められる場合もありえよう｡ )0

また､当事者の選択がある場合には､当事者が選択した法によるのが原則となる｡この場合に､

日本法を選択した場合には､日本法が適用されるが､適用通則法12条1項により､労働者が最密

接関係地たる労務提供地法の強行規定の適用を主張した場合､当該外国法も適用されることとな

る｡

4.国外研究者の受入れ中の労災事故をめぐる法律問題

以上､国内研究者の海外での労務提供中の事散をめぐる法律問題について検討してきたが､こ

れに対し､以下では､国外研究者(多くは､外国人研究者であろう｡ )のわが国の機関-の受入れ

中の労災事故をめぐる法律問題を検討してゆく｡ここでは､わが国の受入れ機関がどのような責任

を負うかについて考えることとする｡
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4.1労災保険法の適用の有無

以下では､外国人研究者の労災保険法の適用の有無をみてゆく｡ここで､出張と派遣の区別は､

上述の国内研究者の海外出張と海外派遣と同様に解釈する｡すなわち､その外国人研究者が､

海外の機関に所属し､その機関の使用者の指揮命令のもと､単にわが国で労務を提供するにすぎ

ない場合は出張であり､他方､海外の機関から派遣されて､わが国の機関に所属し､当該機関の

使用者の指揮命令を受けて労務を提供する場合には､派遣と呼ぶ｡

(1)出張の場合

まず､出張の場合においては､当該国外研究者が､日本国内の事業場に所属してそこでの指揮

命令を受けているとは言えないことが多い｡わが国の労災保険法は､国内の事業場との労働関係

の成立をその適用の要件としていることから､わが国の労災保険法は適用されないと考える｡

そこで､国外研究者がわが国に出張中に労働災害が発生した場合には､従前から就労してきた

国の規定によることになる｡日本の労災保険法と同様の法律があればその法律の適用可能性があ

る32｡

(2)派遣の場合

次に､派遣の場合についてみると､国外研究者が､日本国内の事業場に所属してそこでの指揮

命令を受けていることが多いと考える33｡この場合､わが国の労災保険法は､被保険者たる労働者

の国籍によって区別する国籍条項を設けておらず､当該研究者が外国人であっても､内外国人の

平等の原則により､就労の実態があれば当然に同法が適用されると考える｡

そこで､外国人研究者が､わが国に派遣中に労働災害が発生した場合には､日本の労災保険

法が適用されると考える｡

4.2労災民訴(損害賠償)

(1)準拠法

以下では､外国人研究者の労災民訴の準拠法について､出張と派遣それぞれの場合をみてゆ

く｡

①出張の場合

出張の場合の法の適用については､当該外国人研究者と受入れ側のわが国の機関との関係は

労働契約関係ではないので､適用通則法12条の特例はなく､わが国の機関の責任を考える場合

の適用法規は､当事者の選択(同法7条)によることになる｡外国法が選択された場合は外国法の

解釈適用の問題となるので､以下は､日本法を選択した場合を前提として述べる｡

安全配慮義務は､すでにみたように､ ｢ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入

った当事者間において､当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対し
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て信義則上負う｣ (前掲･陸上自衛隊八戸車両整備工場事件最高裁判決)とされ､労働関係以外

の法律関係においても､生じうるものである34｡出張中の外国人研究者と受入れ側のわが国の機関

の間においては､出張の受入れが存在するのみであるが､出張という法律関係に基づく特別な社

会的接触関係に入ったといえるので､受入れ側は､当該外国人研究者がわが国の機関において

行う視察などの出張行為が安全に行われるよう､ ｢予め予測しうる危険等を排除しうるにたる人的物

的諸条件｣35を整えておく必要がある｡たとえば､外国人研究者が､受入れ先大学の研究室を視察

中に､研究室が老朽化していたために壁が崩れてけがをした場合には､当該施設の管理者である

受入れ大学側は安全配慮義務違反が問われる可能性がある｡

②派遣の場合

次に派遣についてみると､外国人研究者と日本の受入れ機関の間に労働契約関係があることが

少なくないと考えられるので､適用通則法12条が適用される｡そこで､まず､当事者の選択がない

場合については､派遣中の外国人研究者の労務提供地は国内にあるといえ､日本法が最密接関

係地法と推定されるので､わが国の安全配慮義務法理が適用される｡

また､当事者の選択がある場合については､選択した法によるのが原則であり､日本法を選択し

た場合は日本法が適用され､外国法を選択した場合は､当該外国法が適用されるが､その国に安

全配慮義務法理がない場合は現地の労災保険法等または不法行為法によることになる｡ただし､

外国法を選択した場合でも､外国人研究者は､労務提供地法たる日本法の強行法規と解される

安全配慮義務法理の適用を主張しうることになる(適用通則法12条1項により最密接関係地たる

労務提供地法を適用できる｡ )｡

(2)逸失利益の算定一改進社事件最高裁判決

前述のように､日本法における労災事件の安全配慮義務に基づく損害賠償の問題は､民法の

枠内で考える枠組みとなっている｡また､わが国の民法では､損害賠償は､実際に起こった損害を

超える賠償は認められておらず､損害賠償額は逸失利益の算定によって行われる｡

そこで､労災民訴において国外研究者が損害賠償を請求する場合の逸失利益の算定において

は､わが国の基準によるか､出国先国(母国)基準によるか､という問題が生ずる｡この点について

は､外国人の事故を中心に争われており､憲法14条の平等原則をもとに日本人と同様に日本の

賃金水準で算定すべしとの見解もあるが(高松高判平成3･6･25判時1406号28頁)､最高裁は､

以下の改進社事件36において､いわば折衷的な立場をとった｡本件は､パキスタン人の不法就労

者が､就労中に労働災害に遭ったため､当時の雇用主に対し､安全配慮義務違反に基づき損害

賠償を請求した事件であるが､逸失利益の算定が問題となった｡最高裁は以下のように判断して

いる｡

まず､逸失利益は､相当程度の蓋然性をもって推定される将来の収入等の状況を基礎に算
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定されるが､算定方法については､被害者が日本人か否かによって異ならない｡

その上で､一時的にわが国に滞在する外国人については､わが国での就労可能期間ない

し滞在可能期間はわが国での収入等を基礎とし､その後は想定される出国先(多くは母国)

での収入を基礎として逸失利益を算定するのが合理的である｡そして､わが国での就労可能

期間は､ ｢来日目的､事故の時点における本人の意思､在留資格の有無､在留資格の内容､

在留期間､在留期間更新の実績及び蓋然性､就労資格の有無､就労の態様等の事実的及

び規範的な諸要素｣を考慮して認定するのが相当である｡

この改進社事件判決は､逸失利益を事実認定の問題として判断したものといえる(それゆえ憲法

14条違反の問題にはならない｡ )37｡本判決は､これに続く同種の事件の先例となっている38｡

改進社事件判決は､事案としては不法滞在外国人についてのものであったが､ ｢一時的に我が

国に滞在し将来出国が予定される外国人｣の取扱いにつき判示している｡これは､不法滞在外国

人のみならず､将来出国が予定される者である限り､合法的に日本に滞在し就労する外国人も含

まれるとの一般論を示したものといえ39､外国人研究者についても同様に､日本での就労可能期間

内は日本の収入を基礎とし､その後は出国先での収入を基礎に逸失利益が算定されると考えられ

る40｡

他方で､日本での就労の蓋然性がないため､日本での就労可能期間があるとは認められず､逸

失利益の算定において日本の収入が考慮されなかった判決もある｡研修目的のため､日本での就

労の蓋然性がなく､その結果､日本での就労可能期間が認められなかった裁判例として､東京地

判平成5･1･28判時1457号115頁(韓国人獣医師が研修目的で来日中に交通事故死した事案)

がある41｡

また､逸失利益を算定するのは､日本において現に就労し､あるいは､就労可能な被害者を前

提としているとして､研修目的で来目した被害者の日本での就労可能期間を否定したものがある

(大阪地判平成5･4･16交民集26巻2号495頁[インド人が企業研修で来日中に交通事故死し

た事案])｡これに対し､交通事故で障害を負った当時は就労不可能な｢短期滞在｣の在留資格で

あった者が､事故後､就労可能な｢技術｣の在留資格を取得し､家族も日本にいた事案において､

長期在留に高い蓋然性があるとして症状固定時から67歳までの全期間を日本での就労可能期間

とした例がある(名古屋高判平成5･5･25交民集26巻3号689頁)｡

以上を前提に､外国人研究者の取扱いについて考えると､まず､出張の場合の事故については､

外国人研究者に日本での就労可能期間がなく､損害賠償請求に対する逸失利益の算定にあたっ

ては本国ベースとなろう｡他方､派遣の場合は､逸失利益の算定にあたっては､当該派遣契約の

内容となっている日本での就労可能期間については日本ベースで､その後については本国ベース

で算定することとなろう｡
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(3)外国人研究者の労働災害と慰謝料

次に､逸失利益とは性質を異にする慰謝料についてみると､外国人の場合､日本の物価水準を

基準とするか､予定されている出国先を基準とするかという問題がある(この間題は､不法就労外

国人特有の問題ではなく､外国人一般の問題である｡ )｡慰謝料は非財産的(精神的)損害に対

する賠償であり､逸失利益は消極的財産損害であるという違いがあるが､双方とも損害賠償の問題

であるので､ここで述べておく｡

この点に関しては､滋野繊工事件(名古屋高金沢支判平成11･11･15判時1709号57頁)にお

いて､原告Ⅹがすでに帰国していたことから､裁判所は､本件では原告の生活の本拠が本国にあり､

そこでの物価水準は慰謝料を考慮する要素となるとした｡本判決が採用した論拠によれば､外国

人がなお日本に滞在し､生活の本拠が日本にある場合には､日本の物価水準を考慮の要素とす

ることとなろう｡裁判例では､交通事故で死亡したスリランカ人の不法就労者の遺族が請求した慰

謝料につき､死亡慰謝料の算定にあたっては､日本人と外国人とを問わず､遺族の生活の基盤が

どこにあり､どの国で費消されるのかなどを考慮して､実質的な価値を日本と当該外国との経済的

事情の相違に応じて公平､平等なものにする必要があるとしたものがある(東京高判平成13･1･25

判タ1059号298頁)420

このように生活の本拠を重視する立場がある一方､生活の本拠も考慮すべき事情であるとしつつ

も､日本人とのバランスも考慮して慰謝料額を決定する裁判例がある(離婚後帰国した中国人妻の

日本人夫-の離婚慰謝料請求事件で､慰謝料額算定にあたって､帰国後の中国での所得･物価

水準は逸失利益の算定と比べさほど重視すべきではなく､これを重要な要素として慰謝料の額を

減額すれば､夫側に日本人妻と離婚した場合に比して不当に得をさせる結果を生じ､公平を欠く

ことになるとして､帰国の事実も考慮した上で100万円の慰謝料を認めたものがある(仙台高秋田

支判平成8･1･29判時1556号81頁)0

外国人の慰謝料額の裁判例の傾向について､現状では日本人より低めの場合が多いが､死亡

事件などで､慰謝料の定額化傾向とともに､裁判例の認める額は日本人の場合の慰謝料額に近

づいているとの指摘もある43｡

以上のような裁判例の取扱いは､外国人の研究者についても同様に妥当すると考えられ､また､

出張の場合と派遣の場合で基本的に異なるところはないと考えられる0

5.まとめ

以上､本稿において､研究者の国際交流における労災事故-の法的対応を検討してきた｡

こうした問題はこれまで必ずしも十分には検討されてこなかったと思われるが､今後の研究者の国

際交流の一層の拡充が予想される一方で､それに伴うリスク管理も重要性が増すと思われるので､

本稿での概念整理は幾分かの役に立つものと考える｡もとより､不明な点は多く､また､各機関の

取扱いや事業の特性により異なる面も多いと思われるので､不足の点は今後の研究に負うこととし

たい｡
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注

1本稿の見解は､筆者の研究者としての私見であり､所属組織の見解を示すものではない｡

2本稿で｢わが国の大学等の研究機関｣は､労災保険法の適用事業(同法3条)に限定するものとし､同法の

適用事業ではない国立研究機関等の研究公務員については､検討の対象から除外する｡
3本稿における労災補償法という用語は､労災保険法および労災民事訴訟において適用される民法の双方

を含むものとする｡
4両者の区別については､本稿3.1(3)本文参照｡

5本稿で扱う｢派遣｣ないし｢海外派遣｣は､労働者派遣法上の｢労働者派遣｣とは必ずしも一致しない(同法

2条1号)0
6わが国は､専門的技術的分野の外国人の受入れを促進するとの入管政策のもと､昨今はいわゆる高度人

材の受入れ促進の観点から､外国人研究者の受入れについて､法整備が図られているところである｡最近で

は､構造改革特別区域法のもとでの外国人研究者受入れ促進事業を全国において実施するための入管法

改正がなされた(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律[平成18年5月24日法律第43号]

平成18年11月24日施行)｡同改正により､当該活動を行う研究者及び帯同する家族に在留資格｢特定活

動｣が与えられることが規定されたほか､在留期間の上限が5年に延長された｡
7外国人研究者の在留資格は､就労を目的とするか否かによって分けられる｡その活動に対して報酬を受け

る就労の場合は､ ｢教授｣､ ｢研究｣､ ｢教育｣(大学以外の教育機関での教育活動)があり､他方､研究打合せ､

シンポジウム出席等のその活動に対して報酬を受けない場合には｢文化活動｣が与えられる(これらの在留資

格を有する者が帯同する家族[配偶者･子]には､ ｢家族滞在｣の在留資格が与えられる)｡また､報酬を受け

ず､滞在期間が90日以内の短期の場合は｢短期滞在｣の在留資格の場合もある｡さらに､特区認定を受けた

研究施設において､研究活動等を行う外国人研究者及びその家族について､ ｢特定活動｣の在留資格が与
えられる｡

独立行政法人日本学術振興会ホームページhttpノ/www.jsps.go.Jp/上inv/qaOl.html#01､および東京大学

ホームページhttp://www.u-tokyo.ac.jp/resO2/dO3_06_02｣.html参照｡

8　山川隆一･国際労働関係の法理(信山社､ 1999年)12頁参照｡

9平成18年6月21日公布｡平成18年9月8日政令289号により､平成19年1月1日施行｡同法の制

定により､従来の法例に代わる新たな準拠法選択ルールが定められた0
10　山川･前掲注(8)書14-15頁参照｡

11外国法を準拠法とした結果､自国の公序の問題が生じる場合には適用を排除する可能性があるが､一般

的には当該外国法の価値判断を優先する(神前禎･解説法の適用に関する通則法(弘文堂､ 2006年)3-4

頁参照)｡
12ただし､労基法18条の2は､私法上の権利の濫用という構成要件を採用している点や罰則規定がない点

などにおいて､労働契約上のルールを定めたものと位置付けられるとされており(山川隆一｢労基法改正と解

雇ルール｣ジュリ1255号48-56頁(2003年))､これによると､労基法にあっても同条は内外法のどちらを選択す

るかという準拠法選択のアプローチをとることになる｡
13安枝英諦-西村健一郎･労働法く第9版〉(有斐閣､ 2006年)182頁参照｡

14厚生労働省労働基準局労災補償部補償課編･労災保険特別加入　海外派遣者の加入から補償までく改

訂版〉(三信図書､2001年)19､33頁参照｡
15前掲注(14)書34頁参照｡

16　同上37頁参照｡

17赴任途上災害もカバーされる｡海外派遣者の赴任途上災害についても､国内での転勤等に伴う赴任途上

における業務災害の認定と同様の取扱いをすることとされている(平成3･2･1基発75号)｡すなわち､海外派

遣者が､ ①転勤前の住居地等から赴任先事業等に赴く途上で発生した災害であること､ ②赴任先事業主の

命令に基づき行われる赴任であって､社会通念上合理的な経路および方法による赴任であること､ ③赴任の
ために直接必要でない行為あるいは窓意的行為に起因して発生した災害でないこと､ ④赴任先事業主より

旅費が支給される場合であること､の①から④までの要件をすべて満たす場合に赴任途上災害と認定される

取扱いになっている｡なお､上記②の命令は､赴任元事業主からなされたものであっても､赴任先事業主が

合意したと認められるものであれば同様に扱われ､上記④の旅費は､赴任元事業主から支給されるとしても､

当該事業場における過去の取扱い等から判断して､赴任先事業主の了解のもとに支給されたものと一般的

に認められた場合を含むとされている｡海外派遣者が､再び国内の事業に転勤を命じられ､海外の住居地等
から国内の事業場等への帰任途上についても同様の取扱いがなされる(前掲注(14)書150-152頁参照)0
18戦争の場合など､国外における特殊性が認められるケースについては､前掲注(14)書152-157頁参照.
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19　わが国では､労災保険法の補償とは別に､労災民訴で損害賠償を請求できるが､この点については､当

該国の労災補償制度との違いに注意する必要がある｡たとえば､アメリカ合衆国の州の労災補償法において

は保険システムをとる場合が一般であるが､労災補償は｢排他的な｣ (exclusive)救済と定められており､被用

者は労災補償の適用を受ける限り､使用者に故意があった場合を除き､一般に不法行為に基づく損害賠償

請求をなしえないことになっている(中窪裕也･アメリカ労働法(弘文堂､ 1995年)265-266頁)｡また､労災補

償の給付額は､現実の損害をカバーするにはほど遠く､不法行為による損害賠償に比較すると大きな落差が

あるとされる(同書265貢)0
20藤村和夫｢外国人不法就労者の損害賠償｣同･交通事故賠償理論の新展開(日本評論社､ 1998年)所

収85-89頁参照｡もっとも､判例のとる差額説は､幼児や主婦など現実の収入のない者の逸失利益の算定に

賃金センサスを用いるなどの対応がみられ､厳格な意味での差額説ではないとされている(川神裕･判批･曹

時52巻2号232-233頁(2000年)0
21なお､労働災害を不法行為として構成する場合は､適用通則法17条により､加害行為の結果発生地法

が原則的準拠法となる｡
22以下では､研究者も労働者であることを前提としている｡

23前掲注(14)書39-40頁参照｡

24海外出張中にわが国の労災保険法の適用があることを前提に判断を行ったケースとして､神戸東労基署

長(ゴールドリンクジャパン)事件･最三小判平成16･9･7判時1873号162頁がある｡
25わが国とフランスとの社会保障協定に基づく二重加入防止措置により､日本の事業場からフランスに派遣

されている期間が5年以内と見込まれる短期の派遣については､日本の社会保険制度に加入しているなど､
一定の要件を満たしたうえでフランスの労災保険制度-の加入が免除される(この場合､日本の労災保険の

特別加入等に加入していることが必要となる｡ )｡ベルギーとの社会保障協定についても､要件は異なるが類

似の規定がある｡フランス､ベルギーの労災保険制度が他の社会保障制度と不可分であるための措置である｡

外務省ホームページhttp://www.mo fa.go.jp/mofaJ/gaiko/treaty/treaty162_9.html及び

http://www.mo fa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty162_8.html､社会保険庁ホームページ

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/Index.htm参照0

26　前掲注(14)書41貢参照｡

27同上38､41頁参照｡

28同上42頁参照｡

29同上44頁参照｡

30研究者の指揮命令は抽象的なことが多いが､指揮命令を受けずに活動することもありうる｡本稿は､指揮

命令を受ける場合を念頭においている｡
31適用通則法7条の解釈としても､黙示の準拠法選択は認められると解されている(神前･前掲注(ll)書55

頁参照)0
32ただし､このような帰結は､外国おいて日本法のような規定がなければ､どこの法律によっても救済を受けら

れないという問題が残るため､この点についてはなお検討の余地が残されている｡
33出向先事業場の使用者の指揮命令があれば､出向元事業場が賃金を支払っていたとしても出向先が労

災保険法の適用事業場となるものとして扱われている(昭和35･11･2基発932号(在籍出向の通達))0
31この法律関係は労働関係のみに限定されず､直接の使用者でなくとも､使用者に準じた者-も認められう

る(元請企業が下請企業の従業員に対し､安全配慮義務を負うとしたものとして､鹿島建設･大石塗装事件･

最-小判昭和55･12･18民集34巻7号888頁)｡また､不法就労者の労災事件につき､元請会社社長が

現場で指示を与えていた事案において､直接の雇用関係はない元請会社社長および元請会社の安全配慮

義務違反を認めたものがある(植樹園ほか事件･東京地判平成11･2･16労判761号101頁)｡滋野繊工事

件判決(名古屋高金沢支判平成11･11･15判時1709号57頁､本稿4.2(3)本文で後述｡)は､外国人技能

実習生につき､入管手続き上の受入れ企業と実際の就労先企業とが異なるという実態が生じていた場合に

おいて､実態としての労働関係に着目して安全配慮義務法理を適用したものといえる｡
35安全配慮義務の内容を使用者が労働者の安全それ自体を確保すべき義務ととる説もあるが､判例･通説

は､使用者は予め予測しうる危険等を排除しうるにたる人的物的諸条件を整えるに尽きるとする説に立ってい

る(陸上自衛隊三三一会計隊事件･最二小判昭和58･5･27民集37巻4号477頁)0
36最三小判平成9･1･28民集51巻1号78頁｡本判決の判例評釈として､奥田安弘･判批･ジュリ1131号137-140頁

(1998年)､窪田充見･判批･法教204号130-131頁(1997年)､山川隆一･判批･ゾユリ臨増1135号[平成9年度重要判

例解説]297-298頁(1998年)､川神裕･判批･曹時52巻2号225-266貢(2000年)､米津孝司･判批･法時70巻3号

125-128頁(1998年)等多数ある｡本判決を含む外国人の逸失利益について､村田敏｢外国人が被った災害による損

害賠償の国内及び国際的権利保障｣判タ771号17-24頁(1992年)0
37山川隆一｢国際化する労働関係の法的課題｣岩村正彦他編･岩波講座現代の法12･職業生活と法(岩波

書店､ 1998年)所収194-195頁｡
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38浦和地判平成9･7･2判タ959号213頁(交通事故死した中国人(就労資格の有無は認定されていないo )

につき､日本での就労可能期間を2年と認定した｡ )など｡
39交通事故により後遺障害を負った｢日本人の配偶者等｣の在留資格を持つブラジル日系人につき､本人

が日本で資金を貯めて将来はブラジルでコンビニエンスストアを開店するのを目的に当初は2年間で帰国す

るつもりで来日したと認定し､日本での就労可能期間を症状固定から5年間とした裁判例(岐阜地御嵩支判

平成9･3･17判タ953号224頁)がある｡
40　山川･前掲注(36)判批297-298頁参照｡

41東京高判平成7･1･19判タ886号244頁も同旨(大学院-の進学準備中であった韓国人の交通事故死

の事案で､日本で就職する蓋然性を認めるのは困難とした｡ )0
42同様の見解を示すものとして､わが国より所得水準ないし物価水準の低い国の国民が日本人と同様の基

準により慰謝料請求権を取得することは､実質的には､外国人に日本人より多くを慰謝した結果となるのでは

ないか､との指摘がある(長久保守夫=森木田邦裕｢東京地裁民事第27部(民事交通部)における民事交通

事件の処理について(一一)｣司法研修所論集86号65頁(1991年))｡
43村山浩昭｢不法残留外国人の逸失利益の算定等について｣判タ1000号161-168頁(1999年)参照｡
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Negative Focus Particleswith Numerals:

In the Case of Japanese `Sika'and Korean `Pakkey'

Chidori Nakamura

lwate Universlty

Abstract･ ThlS Paper investlgateS Japanese and Korean focus particles, stka and pakkey,

whlCh follow numerals to compose quantifiers similar to only･ By conslderlngthese

particles to be components or the grammatlCal negatlVe deteminers (Nakamura 2006,

2007), their occu汀enCe restrictions as negative polarity items (NPIs) are elucidated. The

except10nal instances of NPI sika and pakkey are also explalned by employlng the

hierarchical sentence stmcture in Minami (1 974).

Keywords: negative polarity Item, negative determiner, hierarchical sentence structure

l･ Introduction: the Occurrence Restrictions on Sika and Pakkey

The Japanese focus particlel sika and its Korean counterpart pakkey'which are similar to only in English,

are analyzed as negative polarity items (NPIs) in the literature (Nan 1994, and others). When they appear

in a sentence, the well-known negative concord ('ko6'in Japanese) takes place; namely, they must occur

with explicit sentential negations, as shown in the Japanese sentence (1 ) and the K_orean sentence (2).

(1) Gakusei-wa zydInin-sika ko一旦由.

student-nom ten-cl-fb come-neg

`Only ten students will come.'

(2) Haksayngtu1-un sey-salam-pakkey o-ci anhnunta.

students-nom three-cl-fb come neg

`Only three students will come. '

They do not col0ccurwith afrlrmations or verb phrase negations2 such as kuru (come) or kesseki-suru

(not attend) as in the instances of Japanese sentences (3) and (4) below. In (4) the underlined lexical

negative morpheme kes indicates negation inside of a verb phrase･

I employ the term 'focus particle'('torltateSi'in Japanese) for sika and pakkey which are both syntactically

postpositions, following Numata (1986) and others･ Although ln the traditional Japanese literature, slka has been

analyzed as 'kakarizyosi'(postposition of concord); it has the identical function with the English only, which has

been analyzed as a fわcus partlCle that bears conventlOnal impllCatureS (Grice 1975, Kar【tunen and Peters 1 979, Rooth

1985, and others).

Only in the cases where afrlrmatlVe Predicates scarcely c0-Occur with sententlal negations, sika and pakkey occur

with negative lexical predicates such as nai (not exist) in Japanese and epsta (not exist) or moruta (do not know) ln

Korean.
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(3) *Gakusei-wa zyかnin-sika kgiru.

student-mom ten-cl-fb kuru.

`Only ten s山dents will come.'

(4) *Gakusei-wa zy白-nin-sika　生壁Seki-suru.

student-nom ten-cl-fb absence-do

'Only ten students will not come.'

These focus particles which I call 'negative focus particles, differ from anothertype only, i.e., dake in

Japanese and man in Korean, in that they Inevitably require negations.

The occurrence restrictions on NPIs are explained in the literature (Zwarts 1995, van der Wouden

1997, and others) as restraints on c0-Occurrences between monotonic elements3: NPIs require their

triggers or licensing environments in a sentence. The 'laws of negative polarity(Zwarts 1998), in (5)

below demonstrate the c0-Occurrence conditions between monotonic items. The classification of

monotone decreasing elements is declared as the hierarchy of negation as in (6), in which the properties

are ordered by the inclusion relation: superstrong negation⊂ strong negation ⊂ weak negation.

(5) Laws or negative polarity. (Zwarts 1 998)

(i) Only sentences in which a monotone decreasing expression occurs, can contain a negative

polarityitem of the weak type.

(ii) Only sentences in which an anti-additive expression occurs, can contain a negative

polarityitem of the strongtype.

(iii) Only sentences in which an antimorphic expression occurs, can contain a negative

polarity item orthe superstrong type･

(6) The hierarchy ofnegation･ (Zwarts 1996, 1998)

(i) superstrong negation (antimorphicfunction)

j(X U Y) -j(X) nj(Y)

j(X nY)- j(X) Uj(Y)

(ii) strong negation

(a) anti-additive function

j(X U Y) -j(X)nj(Y)

(b) antimultiplicative丘lnCtion

j(XnY) -j(X) Uj(Y)

(iii) weak negation (monotone decreasing function)

if X→Y, thenj(Y)rj(X)

each refer to an arbitrary set･ It is monotone decreasing, iffsatisrleS the condition, ･ifX-Y, thenj(Y)-j(X).

A functionflS Called monotone increasing if it satisfleS the condition, 'if X-Y, thenj(X)-I.j(Y),, where X and Y
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In the sentences like `迦Congressmen attend qziy Of the meetings,'the English weak type NPI any

appears, since the monotone decreasing few can trigger NPIs by composing a monotone decreasing

environment under the law ornegative polarity (i).

These laws, however, do not effectually account for the occurrence of Japanese or Korean NPIs, since

NPIs in these two languages, regardless of their meanlngS, invariably c0-Occur with sentential negations

not4as seen in (1) to (4). Moreover, they need negations for themselves:

(7) Wazukana gakusei-sika　　*nanihitotu tabe-nakat-ta.

few student-nom-fp anything-ace eat -neg -past

`Few students ate anything. '

In Japanese sentence (7), the accusative NPI nanihitotu (anything) is not licensed by the monotone

decreasing environment of the subject NP which consists of the attribute wazukana aTew)and sika and

negation, because nanlhitotu (anything) requires a negation for itself.

In consequence, NPIs of these languages never occur in the monotone decreaslng environments

created by conditionals which include no sentential negations as in (8).

(8) *Go-nin-sika kur-ha,　　uresl.

five-cl-tb come-cond happy

'Ifonly five will come, we'll be happy.'

The focused phrase go-nin dive) and the verb kuru (come) in the antecedent of the conditional are

interpreted as monotone decreasing, as the sentence entails `Rokunin kite odoreba, uresl- (If由will些些

and dance. we'll be happy)･'Nevertheless, this monotone decreasing environment does not allow

occurrences ofsika and other NPIs such as nanihitotu (anything) or tittomo (any)5.

Hence, the reason for appearance of sentential negations must be explained in a different manner from

the laws of negative polarity･ In Nakamura (2006, 2007), I demonstrated the negative deteminer

constructions which consist of quantities and sentential negations, and accounted for the occurrence and

non-occurrence of quantificational nominal/adverbial NPIsI In this paper I clarify the occurrence

restrictions of sika and pakkey in the 'numeral + negation'constructions in terms of the negative

determiner constructions･ The approach in this paper, together with the hierarchical sentence structure in

Minami (1974, 1993), also reveals the reason for the exceptional occurrences ofNPI sika such as in 'ikkai

sika dameda (only one time is available)'(Kuno 1999).

Nan (1994) claims NISlka and N-pakkey to be superstrongfunctions, since they c010ccurwith not which can create

antimorphic environments･ However, lt is hard to determine the strength of not itself wlthout considering meanlngS Of

associated quantifiers.

5 Kuno (1999) argues that sika and negation must co10ccur in the same smallest clause in order to designate the

adversityor belng below the average ('gyakky6lteki / hy6Jyun ika'in Japanese), but the reason for this syntactic

behavior is not clarified.
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2･ Sika / Pakkey and negative determiners

The 'numeral + sika /pakkey, constructions with negations which designate quantities are able to be

analyzed in terms of the generalized quantirler (GQ) theory (Barwise and Cooper 1981, Keenan1981, and

others)･ They are semantic deteminers6 which are either the functions that compose GQs togetherwith

NPs in afunctional view, or the relations that quantifyNPs and VPs in a relational perspective (Zwarts

1983 and others)･ It isknOwn that focus panicles like only themselves are not determiners or GQs,

because they do not satisfy the live on A property7, but focus panicles with numerals or quantities are

determiners, thus the focusparticles with numerals together with NPs are GQs.

QuantirlCational meanings of the constructions whichinclude sika such as n-ty0-doISika-Anal (only

exactly n), n-ika-sika.･･nai (only n or less), and n-miman-sika-･nai (only less than n) aregiven in (9),

where italic n stands for the 'numeral + classifler, expression, A for the set of denotations of NPs, and B

for the set of denotations ofVPs.

(9)a･ n-ty6do-sika･･.nai(A)(B) - 1 iffI AnBF -n

b･ n-ika-sika･･･nai(A)(B) - 1 iff I AnBI ≦n

c･ 〟-miman-sika-na主(A)(B) - 1 ifr i AnBトく〃

In (9), the expressions of monotonicity,ty0-do, ika, and miman, are interpolated, as nume,als themselves

are ambiguous for either 'exactly n, or 'n or more,. These constructions together with NPs compose

negative generalized quantirlerS Which express the quantirler negation deflned as in (I 0a).

(10) a･ quantiflernegation(externalnegation) ‥ rQ - ‡X⊆EJ x¢ Qf

b･VPnegation(intemalnegation) = Qr - iX⊆Ei (EIX)∈Q)

(Barwise and Cooper 1981, Partee, ter Meulen, and Wall 1993)

I called the semantic determiners which constitute negative generalized quantiflerS 'negative determiners･

Pakamura 2006) and demonstrated therule for composing grammatical (not lexical) deteminer

constmctions (Nakamura 2007) as in ( 1 1).

( 1 1) Grammatical negative deteminer construction mle8.

(i) The sentential negation auxiliary in a VP negates the quantity.

(ii) The input of the negation is non-decreasing and the output is non-increasing.

6 Throughout this paper, I usethe term 'determiner, not as syntactic, but as the semantic notion ln the GQ theory,

which denotes quantity OfNPs and VPs, and constitutes a generalized quantifler, aSinYamamori (I 998).
7 Only Ndoes not have the live on Apropeny: X∈Q, iff(X nA)∈Q, where Q is a quantifler Which lives On a Set A

⊆E, X is an arbitrary set in E･ With regard to this, Mey (1991) argues that only has the property ofleft-conservatlVe

(live on B property), and Shiral (1987), Nishiguchi (2003) insist that the Japanese focus particle wa which has the live

on B property compose quantifiers or pseudo-GQs.
8 Thisru1e is applied only to adverblal/nominal determiner constructions such as 'gQjZiQjiLa ko-zzQi (onlyjive win

come),'and not to quantifler Predicate constructions such as ･kurunowa g地(the number ofpeople

coming t's notjive or less)･ 'For the quantifier predicates, see section three.
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Based on these fbmulations, the constructions in (9) are considered to be instances or negative

deteminers･ Japanese sika which has the meanlng Of 'other than,9 denotes a member of a complement

set of the focused element's set, and the negation accompanylng Sika negates the existence of the member

of that set. The sika as an existential quantifier is employed in those constructions, as it were, for negating

the existence of the elements other than fbcused elements; by reason orthat, it must be accompanied with

negations101 In the case where focused phrases are determiners such as in 'numeral + sika + negation,, the

whole constructions become new dete-iners, since the negated numerals also amount to deteminers.

However, unlike other negative dete-iner constmctions which have no fわcus particles such as

darehitori･･･nai (no one), focus particle constructions convey not only literal meanings but also

conventional implica仙res; and conventional implicatures indicated by fわcus particles never change the

literal meanings of sentences as demonstrated in the 'projection ofimplicatures (Gazdar 1979).'1. That is

to say the constmctions in (9) must have the interpretations of both the literal meanings denoted by the

numerals, and the conventional implicatures by the 'sika + negation'constructions･ More precise

representations of the instances in (9) are shown below in (12).

(12) a･ 'n-ty0-do-sika"nai (only exactly n) '

literal meaning

n-ty6do(A)(B)-1 iff l AnBl -n

conventional implicature

n-ty6doISika...nai (A)(B)

-((rn-ty6do)(A)(B))- 1 iff　-(-(i AnBト-n))

-(-(lAnBt-n)) ⇔　-(lAnBl ≠n) ⇔ JAnBl-n

literal meaning + conventional implicature

n-ty6do-sika.‥nai(A)(B) - 1 iff F AnBr -n

b･ 'n-lka-sika･-nai (only n or less) '

literal meanlng

〃-ika(A)(B)-1 ifr l AnBl ≦〃

conventional implicature

〃-ika-sika. ‥nai (A)(B)

9 MlyaChl (2007) accounts sika･ hoka･ kiri, yort to be particles of negating other elements ('sonota hltei no zyosi･ ln

Japanese)･ and shows their historical changes and dialectal variations･ Korean pakk llterally means 'other than'and ey

is a postposition.

10 This formulation also explains the logical property of the Nsika.,.nai (only N) construction: sika lS an existential

quantifier whose domainis the complement set ofa focused set ofNP, and sika withnegation expresses the negation

of the existential quantifier, whlCh is the total negation of the complement set･ Thus the N sika.‥nai construction as a

whole, which expresses that the domain B-A is emptyby way ofAnB -珍, becomes the similar function to

N-zenbu (allN), A~B - G', only whose domain is different･ In that reason, Nsika.‥nal Can be analyzed as a similar

function to GQs, though sika itself is nelther a deteminer nor a GQ･ The slmilar phenomenon is observed ln Only N
and allNin English as shown in Mey (1991): only is conservative as is all, but quantlfies a different domain, B.
1] Gazdar (1979) manlfests the ordering of implicature calculations which reflects the strength of calculable

lm-pllCatureS‥ entailments < clausal (conventlOnal) im-pllCatureS < scalar (conversational) im-pllCatureS <

pre-supposltlOnS･ The symbol '<'here stands for the temporal preceding relation 'before'･
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-((rn-ika)(A)(B))-I iff-(-(I AnBl ≦n))

-(-(lAnBl≦n)) ⇔　-(lAnBl,n) ⇔ lAnBL≦n

literal meaning + conventional implicature

n-ika-sika‥.nai(A)(B) - 1 iffl AnBl ≦n

c. Ln-miman-sika...nai (only less than n) '

literal meaning

かmiman(A)(B)-1 ifr I AnBlくれ

conventional implicature

〃一miman-sika. ‥ nai (A)(B)

-((rn-ika)(A)(B))-1 iff-(-(l AnBl <n))

-(-(lAnBl<n)) ⇔　-(lAnBl≧n) ⇔ lAnBl'n

literal meaning + conventional implicature

n-miman-sika‥.nai(A)(B) - 1 iffI AnBl <n

Although sika･ ･ ･nai negates the existence of elements other than focused elements, it nevertheless adds no

quantiflCational meanings to the sentences in the case of the negative determiner constructions as in (I 2).

The literal meaning of n-ty0-do is the same as the conventional implicature of the n-oJo-doISika-nai in

(12a), since the negative deteminer construction is comparable to a double negation･ Thus sika in the

negative determiner constructions does not change the quantiflCational meanlngS desplte its operation on

the complement set of the fbcused numerals･

But in the case of n-sika"nat (only n), the conventional implicature does alter the quantificational

meanings of the sentence, for `Go-nin kuru (Five will come)'differs from `Go-nin-sika konai (Onlyjive

will come),, where only the later has the interpretation of 'exactly five･'This is brought about by the

negative deteminer construction rule in (1 1) which prohibits the monotone decreasing elements to be

inputs of negations such as in '*Go-nin-izy∂-sika konat'(Onlyjive or more come)'where go-nin-izy0--sika

has the interpretation of decreasing･ It amounts to this, that one of the literal meanings of go-nin dive

people), l A n B I ≧5, and the operation on that interpretation are unable to be employed in sika･･･nai

constructions. Consequently, the sentence 'Go-nin-sika konai (Only jive will come)'has only one

quantificational interpretation as in (13) which is the same as (12a)･

(13) 'n-sika...nai (only n) '

literal meaning

n(A)(B)-liff i AnBl -n

conventional implicature

〃-sika…nai (A)(ち)

-(-"(A)(B))-1 iff l AnBl -〟

literal meaning + conventional implicature

n-sika...nai(A)(B) - 1 iffi AnBト-n
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The same applies to Korean instances, n-pakkey (only n), n-iha-pakkey (only n or less), n-miman-pakkey

(only less than n), and n-isang-pakkey (only n or more), where only n-isang-pakkey (only n or more) is

unable to create a negative deteminer construction.

In the following Section, I explain the occurrence restrictions of sika and pakkey in conditionals and

affirmative sentences, making use of 'the hierarchical sentence structure'in Minami ( 1 974, I 993).

3･ Sika / Pakkey in the Hierarchical Sentence Structure

Minami ( 1 974, 1 993) demonstrates the hierarchical stmcture of Japanese sentences12, i.e., the nesting fわur

layers, A, B, C,and D, which roughly corresponds to the projection ofVPs to sentences or utterances as

shown in (14).

(14) The hierarchical structure ofa sentence. (Minami 1974, 1993)

[[[[A]B]C]D]

Each layer is able to include different words and phrases･ Lexical items which are capable ofappearlng ln

theA, B, C, and D layers are shown in (15).

(15) Elements in each layer. (Minami 1974, 1993)

A: predicate, NP, quantifier, manner/degree adverb, A class clause

B: subject, negation, tense, Politeness, evaluation/quantityadverb, B class clause

C: topic, epistemic modality, volition, c class clause

D: inteIJeCtion, mood, exclamation, modal particle

Minami postulates that affirmation/negation and tense information are specified in B class

constructions, topic and probability or events in C classes, and mood or communicative infbmation in D.

The sentence (16) is an illustration of embedded A, B, and C clauses in the sentence D: the A class nagara

clause is embedded in the B class node clause, and the B class node in the C classga, the C class ga in the

D class matrix.

( 1 6) lllKin6　lnimotu-wo hutatu moti一典型旦担]A arui-ta-些旦虫]B tukare-teiru-desy6-由]C,

yesterday baggage-ace two carry-lng Walk-past-because tired-be-must-though

ganbatte -kudasai-ne ] D

try best -please-modal

`Please try your best, though you must be tired, because you walked around canY1ng two pleCeS

of baggage yesterday. ラ

Although this hierarchy is originally designed for classifying subordinate clauses, it also represents the

12 Minaml analyzes here sentences which have predlCateS (`zyutugo-bun, in Japanese), thus sentences such as

'Yamada san (Mr. Yamada)! 'or 'Mizu (Water)! 'are excluded.
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intemal hierarchical stmcture of simple sentences in which the ordering or mo叩hemes is detemined as in

(17).

(17) lEto, [tasika gakusei-wa lkin6 [go-nin ki]A　-ta]B　　-hazu-desu]C -yo],

well maybe student-topic yesterday five-cl come -past　-should　　-modal

'Well, five students should have come yesterday. '

In order to compose a sentence with a verbal predicate, at least a B class constmction is requlred, since

the affirmation/negation of events and the tense information are specified in B.

Minami (1993) Considers that the negative concord occurs in B and regards sika and the auxiliary nat

as B class elements; for they are unable to appear in A class constructions such as nagara clauses or V-te

clauses, which express the simultaneous actions similar to `V + lng.'Even fわr expresslng negations or

decreaslng mOnOtOniclty lnSide of these A clauses, B class constmctions are required, such as in

'HanasE'-nagara aruka-QQi-de (Walk without talking), 'or 'Nt'motu-wa mlttu-ika-sika IzZQL担haire-zZQi (You

can go in carrying three or less pieces of baggage).'In the latter sentence, sika must co10ccurwith

negation outside of the A class V-te clause, because the negative concord ofsika with negations must take

place in B class constructions.

This supposition exhibits the reason for the occurrence restrictions on sika in VP negations or

conditionals indicated in section one: Lu'ka must c0-Occur with negations of B class and not with lexical

VP negations or A class as in (4) Or decreasing environments in antecedents created by conditional

constmctions in matrices as in (8)チ.

(4) *Gakusei-wa zy屯-nin一旦皇垣[蛭seki-su]A -ru.

student-mom ten-cl-fp absence-do-future

`Only ten s山dents wlll not come.チ

(8)'*[Go-nin一旦主垣　kur-旦垣]B,　ureSi / uresiku-nai.

five-cl-fb come-cond happy / happy-meg

'lfonly fivewill come, we will (be happy /not be happy)}

The verb kessiki-suru in (4) which includes the negative morpheme kes is unable to trigger sika, because

it is a lexical A class verb･ In the sentence (8)', the antecedent ba clause, which is B, requires sentential

negation nat inside, since every B class construction which includes sika must have concord with

sentential negations as shown in (18) below.

(18) [Go-nin一重垣　ko一睡望一曲]B,　ureSi / uresiku-nai.

five-cl-fp come-neg-cond happy / happy-neg

'Ifonly five will come, we will (be happy /not be happy).'

In (18) sika occurs with a sentential negation inside of the same B clause_
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The occurrence restrictions on Korean pakkey ln COnditionals are explained equally: pakkey with the

negation in the antecedent in (19) forms an accurate construction, but without negations it is unable to

occur in the antecedent as in (20).

(19) [Haksayngtul-i phathi-ey sey-salam一曲　oci anh一辺竺匹些]B khunil-ita.

students-nom party-dat three-cl-fp come neg-con° problem

'Ifonly three students will come to the party, we'll have a problem.'

(20) [*Haksayngtul-i phathi-ey sey-salam一幽　o一班]B khunil-ita.

students-nom party-dat three-cl-fb come-con° problem

'Ifonly three students will come to the party, we'll have a problem.'

Hence, the occurrence restrictions on sika and pakkey are adequately analyzed in terms of the negative

deteminer constmctions and the B class concord in the hierarchical sentence structure.

However, Japanese NPI sika appears without sentential negations such asin'ikkai-sika dame-da (only

once is available)'or 'ikkai-sika hukano-da (only once is possible)'as Kuno (1999) Pointed out. Kuno

argues that these occurrences are explained by the readiness of the c0-0ccurrlng lexical items to be

int叩reted as the downward environments, yet the reason why these items alone allow the

non-occurrence of sentential negations is not clarified. The constnlCtional characteristic of these

expressions which causes exceptlOnal occu汀enCeS OfNPIs are also explained in tens or the hierarchical

sentence stmcture.

Nakamura (2007) claims that NPIs of quantity, i.e" attributes, nouns, or adverbials, should be

considered to be B class elements which have the concord in B class constructions as shown in (21).

(21) Kin6 gakusei-wa [patei-ni　旦由由　go-nin-sika ko-nakat-ta]B.

student-mom party-dat at most five-cl-q) come-meg-past

'Five or less students came to the party yesterday･'

In (21), the monotone decreasing adverbial seizei (at most) C0-Occur with sentential negation nai, since it

is a B class concord adverbial･ But in cle糾ike sentences such as (22) below, 1t appears Without negations

or decreasing lexical items, although the quantificational meanlngS Of the two sentences are the same,

namely, the number of the comlng Students is five or less.

(22) lKin6　p豆tei-ni ki-ta]B-nOIWa　　　旦垣[go-nin-no gakusei]A-da.

Yesterday party-dat come-past-comp-toplC at most five-cl-pp shdent-aux

'It is five or less students who came to the party yesterday.'

In the cases where numerals construct predicates, which I call quantifier predicates13, the same

13 Other determiners such as zenblJ (a") or GQs such as gakuset httori (One student) are also able to be employed as
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phenomenon arises as shown in (23)141

(23) lKin6　　patei-ni ko-nakat-ta]B gakusei-wa　旦由由[go-nin]A -da･

yesterday party-dat come-neg-past student-top at most five-cl-aux
･It is five or less students who did not come to the party yesterday･'

These occu汀enCe restrictions are explained by the A and B distinction in the hierarchical sentence

structure. The simple verb sentence (21) has the status ofB in which negation/affirmation and tense must

be included, thus the seizei is obliged to have concord with negation･ But the quantifiers in (22) and (23)

are not B, but A class constructions which are either extracted GQs or determiners from the matrix

sentences and need not have concord with negation or tense. Accordingly'the seizei, which has the

attributive usage, i･e･, an A class modifier function, C0-Occurs with numerals without any negations as in

(22) and (23)･

Real NPIs which have only the adverbial usages never occur in A class quantifier predicates such as in

･*patei-ni ko-nakat-ta gakusei-wa darehitori-da (The number of the students who did not come to the

partywas幽ノ･, Sika and pakkey which have only the adverbial usages15 are also regarded as real

NPIs, since even in the positions of quantifier predicates, they need another B class construction with an

extra existential verb and negation i-nai or epsta as shown in (24) and (25)I

(24) [Patei -ni kuru]B gakusei-wa [zyかnin幽i-nai / *iru]B･

pany-dat come student-top ten-cl-fb exist-not / exist

`It is only ten smdents who will come to the party･ ラ

(25) [Phathi-ey 0-1]B haksayngtul-un [sey-salam一幽　epsta / *issta】B･

party-dat come student-top three-cl-fb not exist / exsit
`It is only three students who will come to the party･ '

Only when sika is employed in the adjectival quantifier predicate constructions such as in (26), does it

gain the exceptional attributive usages for modifying the negative adjectives, i･e･, dameda (not allowed)

or hukano-da (impossible), and it expresses the meaning 'other than ･ I ･ is not allowed/possible'.

(26) Genk6-no teisei-wa likkai一旦皇垣由担旦]A -da･

draft-pp correction-top once-fb not allowed-aux

'The correction of the draft is approved just once･ '

quantifier predicates･
14Asfor the other concord ln B, temporal predicates which consISt Of nouns as ktno- (yesterday) also appear in the

similar cleft-like sentences such as ln 'Kare-ga konakat-ta-nowa kinoda. (It is yesteydav that he didn 't come)･ '
15 slka and pakkey are unable to co10ccur With the auxlliarleS ida/dewa-nat, or 'ita/anita'which together with

nouns/adj ectives construct quantifier predicates･
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The occurrences as attributes are limited to with certain lexical items, because sika is able to galn the

exceptlOnal usages through the lexicalization process of 'sika + adjective'; thus the frequent occurrences

of certain adjectives with sika are required, and not all negative adjectives have the abilityto compose

new predicates with sika. And once a new adjectival quantifier predicate was constructed by sika, it easily

appears in attributive positions such as in '7yiigakusei-sjkq一也Ina Sy0-gakukin (a grant only for

international students) , 'since adjectives have attributive usages.

The Korean counterpart of Japanese hukano-da (impossible), i.e., pulnunghata, which can also create

the quantifier predicates with pakkey ln affirmatives such as in `hanpen一曲silhyen

kkwum (a dream which is possible to be realized only once)'is analyzed in the same manner.

4. Summary

ln this paper, I claimed that the Japanese sika and the Korean pakkey, which both are focus particles,

together with numerals compose the gramatical negative deteminer constmctions, and their occu汀enCe

restrictions as NPIs are clarified in terms of the hierarchical sentence structure.

In section one, it was shown that the laws of negative polarityin Zwarts (1998) are insufrlCient to

explain the occurrence restrictions on Japanese and Korean NPIs, by the instances in which NPIs of these

two languages invariably requlre Sentential negations.

Section two developed the analysts Of the negative determiner constructions with 'numerals + sika/

pakkey, 'where the interpretations of the constructions were shown, including both the literal meanlngS Of

numeral deteminers and the conventional implicatures created by fわcus particles witll negation･

In section three, the occurrence restrictions ofsika and pakkey on VP negations and conditionals were

examined in terms of the hierarchical structure of a sentence (Minami 1974, 1993). The occurrences or

non-occu汀enCeS Or these NPIs in various constructions strongly suggest that the gramatical negative

determiners are B class constructions･ The exceptlOnal occurrence of Japanese sika results from the

constructional characteristics of A class adjectival quantifier predicates, in which the negative concord

does not occur.

These considerations of sika and pakk町lead to the conclusion that it is promislng tO investlgate

grammatical concord in the hierarchical sentence structure for clarifying the occurrence restrictions on

Japanese and Korean NPIs.
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0.はじめに

筆者の参加する研究グループでは平成18年度北東北国立3大学連携推進研究プロジェクト経費1を

受け､弘前大学､岩手大学､秋田大学の多文化教育担当者によって多文化コミュニケーション教育に

ついて共同研究を行った｡このプロジェクトでは､ 1)北東北3大学から海外協定大学-の情報発信プロ

ジェクトを通じた多言語･多文化コミュニケーション能力の養成､ 2)北東北3大学および海外協定校の学

生が参加可能な教育プログラムの開発､ 3)多言語･多文化状況コミュニケーション評価尺度の開発､と

いう3つの研究課題が設定された｡本論では､主にプロジェクトで使用した意識評価尺度の妥当性の検

討を通じて多文化コミュニケーション能力教育の可能性について述べるとともに､大学教育における実

践的な多文化コミュニケーション教育の枠組みについて提案する｡

1.多文化コミュニケーションと大学教育

人､物､情報が地球規模で移動することが日常化した現代社会において､多様な文化や習慣､知識､

考え方を持っ個人や集団同士のコミュニケーションは不可避のものとなっている｡いわゆる多文化状況

におけるコミュニケーションを成功させるためには単に複数の言語知識を持っだけでは不十分である｡

職務の遂行あるいは課題処理場面において､専門知識やスキルと同時に多文化状況に対応するため

の寛容さ､柔軟性といった態度や現実の課題や状況に対する洞察九知識､課題解決力などが必要と

なる｡また､公的領域のみならず私的生活場面においても異なる文化との接触は日常化し､旧来の｢郷

に入っては郷に従え｣という理屈だけではコミュニティの維持は困難である｡

ここでいう｢多文化｣とは､単に生まれ育った環境によって個人や集団が持つ狭義の文化性のみを意

味するのではない0年齢､性別､職業､専門分野などの社会的属性や教育､宗教､経験などに起因す

る行動や思考の傾向､さらには個々の噂好､信条などを含めた広義の文化性の多様さを示す｡したが

って､狭義の文化性の範囲で類似した行動や思考傾向を持つ集団(たとえば､岩手県出身者のグルー

プ)が､広義の視点では多文化性を有する集団として捉えることができる｡逆に表面的な多文化集団の

中に実は高い同文化的傾向が存在することもある｡さらに､文化性は動的な側面を持ち､異なるものと

の関わりを通じて変化するものであるが､一方で社会や個人のアイデンティティを支える普遍的な側面

も有する｡多文化コミュニケーション教育は単に友好的な交流能力の養成ではなく､新しいアイデアを

生むこと､課題を発見すること､問題に対応することなど､人間関係の存在するところすべてに求められ

る問題解決能力全般に関わる要素である｡
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このような社会状況にあって､多文化コミュニケーション教育は､社会で活躍する人材育成の場であ

る大学教育のあらゆる分野において不可欠な要素となってきた｡多文化コミュニケーションという

術語は比較的新しいもので､言語･コミュニケーション学の領域においても発展途上の研究であ

る｡日本では異文化間教育学会､異文化コミュニケーション学会などで1980年代から議論が進

められ､ 1990年代後半に入ると異文化コミュニケーションに関する文献の発行が目立つように

なった｡多文化コミュニケーション研究では理論や教育方法の実践に関する研究が中心で､教育

現場においては異なる文化との接触における｢気づき｣を促すことの重要性が多くの実践研究に

おいて強調されてきた｡山岸ら(1992)は､異文化環境におけるコミュニケーションの成功要

因として｢文化覚醒水準(カルチュラル･アウェアネス)｣と｢状況調整能力｣の2つをあげて

いる｡ ｢文化覚醒水準｣とは文化に対する｢気づき｣の部分である｡井下(1999)は文化覚醒水

準について｢規定性｣ ｢着脱性｣ ｢自分自身の文化-の自覚｣という3つの要素の重要性を指摘

した｡人間の行動は文化によって規定されており､各個人が生まれ育った過程で身についた価値

観や態度を再認識すると同時に異なる文化の存在に気づくことが異文化環境でのコミュニケー

ションには必要である｡さらに､文化は固定されたものではなく学習可能なものである｡多文化

コミュニケーション教育における｢文化覚醒水準｣領域の教育とは､井下の挙げた3要素に着

眼すると､文化とは何かという知識を確認し､文化-の自覚を促し､必要に応じて異なったある

いは新たな文化を獲得するという行為にはかならない｡しかし､実際のコミュニケーション活動

では､山岸らが挙げた｢状況調整能力｣も必要となってくる｡状況調整能力について山岸らは｢コ

ミュニケーション｣､ ｢対人関係｣､ ｢マネージメント｣､ ｢判断力｣､ ｢知的能力｣という5つの構

成要素を挙げている｡これらは実践的なコミュニケーションスキルである｡大学における多文化

コミュニケーション教育ではこの2つの領域を統合し､各自の有する知識や専門性を多文化状況

で活用できるようにすることが肝要である｡

日本の大学教育においては､専攻科の名称や科目名として｢多文化コミュニケーション｣という用語が

1990年代末ごろから現れてきた｡専攻科においてはコミュニケーション論として多文化コミュニケーショ

ンを専門的に取り上げており､異文化接触､複言語接触の理論､具体的課題解決手法などの総合的教

育が行われている｡また､コミュニケーション以外の専攻分野での教育においても､海外の大学との共

同研究､共同作業型教育の中で､多文化コミュニケーション要素を組み入れた教育実践が行われてい

る｡情報学の分野では石田ら(2006)が｢異文化コラボレーション｣という用語を提示し､言語

的障壁を機械翻訳機能などの情報技術で解消しながら文化､知識の差を克服する方策を見出すた

め､プログラミング教育において複数の国の大学生による目的志向型の共同作業プロジェクトを

実施している｡独立科目としては､コミュニケーション論の専門家による授業が共通教育レベル

で多数提供されている｡また､留学生教育の領域からは土屋ら(2000)によってコミュニケー

ショントレーニング手法､効果の捉え方､学生-のフィードバックの方法､教師の役割について

などが議論されてきた｡さらに､大阪大学では2005年度に｢コミュニケーションデザインセンター｣が設

置され､ ｢社会的判断力と対話力養成｣という目標を掲げた全学的なカリキュラム改革を行い､そのキー

ワードとして多文化コミュニケーションを取り入れた｡大学教育では､学生がそれぞれの学問分野に対
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する知識を深め研究能力を向上させる上で､分野ごとの知識の蓄積と同時により広範かつ柔軟な学際

的視野の育成が求められるようになっている｡しかしながら､分野ごとに分断された基礎教育と専門性の

追及に重点をおいた専門教育のみでは､それぞれの知識や思考の統合は困難である｡したがって､さ

まざまな知識や思考の交流を可能とする多文化コミュニケーション能力の養成は､ ｢多文化コミュニケー

ション｣という独立した科目でのみ行われるべきものではなく､大学教育のあらゆる分野で多文化的要素

を取り入れることによって､専門性を高め､思考の柔軟性や統合能力を高めることにつながるものである｡

大阪大学の取り組みは､異なる専門家の間や専門家と非専門家の問にネットワークを構築･設計するこ

とによって問題解決にあたるメディェ一夕-､コミュニケーターの役割を担う人材育成の実践といえる｡

2･実践の概説一多文化コミュニケーション教育とその効果一

前項では大学における多文化コミュニケーション教育の必要性とその実践について概観し､多文化コ

ミュニケーション教育で言語･コミュニケーション学と各専門領域との連携を行う重要性を指摘した｡本研

究では､コミュニケーション学の領域において､あらゆる専攻分野の学生に対する基礎教育としての多

文化コミュニケーション教育についての実践研究を行った○土屋ら(2000)の研究では先述した｢文化覚

醒水準｣領域に注目した実践が中心であったが､足立ら(2004)はその研究を｢状況判断能力｣領域を

取り込んだ実践研究に発展させたo多文化コミュニケーション教育では､この2つの領域の何を取り上

げるか､どのように教育的な提示をするか､どのように効果を検証するか､という3つの課題がある｡ここ

では､効果の検証について中心的にとりあげる｡

学生が多文化コミュニケーション教育を受けた結果起こる変容あるいは教育効果は､学生自身の内

省やコミュニケーションスキル､心的態度に対する自己評価尺度を利用して教師や学生自身にフイザ

バックされることが一般的であるo宮本･松岡(1999)､足立ら(2004)は､多文化状況におけるコミュニケ

ーションの自己評価尺度について提言している｡今回の研究ではそこで提示された尺度を利用し､多

文化コミュニケーションでの態度､技能などに対する自己評価の変化について､合宿によるトレーニング

の前後で比較し､その効果を検証したo宮本･松岡(1999)は､複数大学の合宿研修方式のトレーニング

に参加した学生の自由記述を分析し､学生が共同作業や異文化トレーニングプログラムに参加して自

覚した文化覚醒水準領域と状況調整能力領域の項目を抽出した｡さらに､同様のトレーニングを複数

分析した結果､トレーニングの内容によって学生が自覚する領域に違いが見られた｡ ｢文化｣や｢異文

化｣をテーマとして取り上げた場合は文化覚醒水準領域､すなわち｢気づき｣の部分の自覚がトレーニン

グ前後で大きく変化し､ ｢もの作り｣の共同作業を通じたトレーニングを行った場合は状況調整能力領域

での自覚の変化が大きくなった｡

本研究では先述した北東北3大学連携推進研究プロジェクトにより実施された合宿研修での実践を

取り上げる20参加学生は留学生24名､日本人学生16名である｡トレーニングの方法として､出身､所

属大学､性別の異なるメンバー4, 5孝からなるグループでの共同作業を行い､作業を通じて行われるコ

ミュニケーションに対する参加者各自の意識を尺度によって内省させた｡共同作業を行わせる目的は､

参加学生全員が成果を求められる作業に関与する過程において､多文化状況での自らの役割を果た

すために求められる知識､スキル､態度などを総合的に認識させるためである｡グループに分かれる前
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にアイスブレイクとしてコミュニケーションを促すゲームを行い､初対面の集団の心理的緊張を取り除い

た｡合宿後に取ったアンケートによると､学生はこのゲームを通じて文化覚醒水準領域について自覚を

深めたようである｡その後､性別､所属大学､出身など参加者の属性が混在するように指定された8グル

ープに分かれ､リーダー､記録担当､雑用担当の役割分担を決めさせ､ 2種類の共同作業に取り組ませ

た｡ 1つ目はグループメンバーの共通点を表現するオブジェの作成で､噂好や興味分野などで共通項

を見出してオブジェが作られた｡ 2つ目は指定されたテーマに基づく無言劇のビデオスキットの作成で

ある｡このスキット作成では､カメラを固定して撮影すること､メンバー全員が出演すること､小道具は与

えられた物だけを使用すること､文字情報は決められた回数だけ提示すること､スキットの最後に与えら

れた選択肢から選んだ一言を挿入すること､という条件が与えられた｡撮影は教員によって行われ､学

生たちはビデオを操作することが禁じられた｡これらの条件は足立ら(2004)の研究で設定されたもので､

グループ内の議論あるいは衝突を起こす装置として､また､グループの成員の撮影技術､経験などによ

って作品の完成度に差異が広がらないようにするために設定された｡

この実践研究では足立ら(2004)により作成された多文化状況での共同作業に対する意識調査尺度

を使用し､ 1)合宿前の多文化スキル､態度項目に対する自己評価､ 2)合宿中間のグループ作業及び

自己貢献度評価､ 3)合宿終了後の自己評価の3回の調査を行った｡ 1)および3)は共同作業で求めら

れる行動･態度についての数値評価と､共同作業で重要だと考えることのキーワードの自由記述から構

成され､合宿前後の変化を見た｡また､ 3)はチームワーク､グループ-の自己貢献度､メンバーへの援

助に対する数値評価とその理由の記述および､共同作業の成功に必要なことについての記述をさせ､

1)および3)との関連性を分析した｡

3･アンケート分析一多文化コミュニケーショントレーニングによる変化の検討-

3.1状況調整領域の変化

今回のトレーニングでは状況調整領域での各自の能力を学生に把握させることが中心課題であった｡

これは､先に述べたように大学での多文化コミュニケーション教育では文化覚醒水準領域と状況判断能

力領域の統合が重要である｡ここでは､ ｢一定の成果をあげること｣と｢そのために必要な能力とは何か｣

を意識化させるために､状況調整能力領域の項目を具体的に提示した｡トレーニングの前後に同じ評

価尺度を用いた自己評価をさせ､その変化を分析することによってトレーニングの影響を把握した｡評

価項目は表1の15項目で､すべて｢できる｣から｢できない｣まで5段階で評価させた｡セルフエスティー

ムによって評価数値に違いが現れる可能性があるが､全体的な傾向とともに､所属大学別､出身(日本

人か留学生か)別などによって傾向に違いが見られるか分析を試みた｡今回は調査母数が少ないため

統計的検討は行わなかったが､全体としては一定の傾向が認められたといえる｡図1に全体的な評点の

分布を示した｡トレーニング前(平均値3.7)とトレーニン後(平均値4.2)の評価値を比較するとトレーニ

ング後の数値が高くなっている｡また､トレーニング前には1ないし2､つまり｢できない｣と評価した学生

がいるが､トレーニング後にはすべて3以上の評価に変化している｡さらに､トレーニング前は中間点の

3の評価をする学生が一番多かったが､トレーニング後は最大値の5と評価した学生が一番多くなった｡
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表1共同作業における自己能力評価の項目

評価項目 儷ﾘ廁ﾘ�m｢�

A.人の意見を聞く �B�8�986��ｸ,ﾈ覃馼/�ｷ�ｬ�4�,儷ﾘ廁+x.��

B.自分の意見を言う 箸韆H馼*ｨｪ驅�+X+ﾘ,h*ｸ8�986��ｸ,ﾈﾞﾈｼh/�ﾔH�94�,��Uﾘ廁+x.��

C.いろいろな意見を聞き､比較.判断してグループとしての 抜韆H馼,儺ｹwh,�&ﾘ�/��-�.��

統一見解を出す 

D.グループの中でのそれぞれの役割を考える �+R��xﾌ�鳧ｭI>�,俶H馼/�ｪ��ﾈ+8+�.��

E.建設的(生産的)な意見を出す 挽駟��ｸ,ﾈ*(*ﾘﾈｸ惠*ｨ�.�-ﾈ,Xﾞﾈｼh+x.��

F.自分に与えられた役割を果たす 披�,H*(,ｸ*(,俥ﾈｼh+x.��

G.計画をたてて仕事を進める ���,X*ｸ*�*ｨ,�+ﾘﾞﾉV�/�ｷ�ｬ�4�,儷ﾘ廁+x.��

H.協力して仕事を進める 

共同作業の体験を通じて状況調整能力に対する自信を高めたことが伺える｡項目別に見ると､最も変

化が大きかったのは｢H･協力して仕事を進める｣で､評価値平均3.8が4.3に上昇した｡また､ ｢E.建設的

図1トレーニング前後の自己評価値の変化

(生産的)な意見を出す｣､ ｢J･仕事が完了したときメンバーの作業を好意的に評価する｣の平均3.8が

4･3に上昇した｡このほかに変化が大きかったのは､ ｢E.建設的(生産的)な意見を出す｣､ ｢J.仕事が完

了したときメンバーの作業を好意的に評価する｣､ ｢A.人の意見を聞く｣､ ｢F.自分に与えられた役割を

果たす｣で､いずれも平均値が0･ 5ポイント以上上昇した｡これらの項目は､今回のようなもの作り型の

共同作業では比較的意識化されやすかったものと考えられる｡一方､トレーニング後にわずかながら評

価値が下降したのは｢L･制限時間内に仕事を完成させる｣で､これは｢時間内に作業を終わらせること

ができなかった｣という自由記述が示すように､今回の作業では時間の管理がうまくできなかったと認識

したことが伺える｡さらに､ ｢K･仕事に必要な知識を集める｣､ ｢0.できあがった作品を客観的に評価す

る｣は前後の評価差がほとんど見られなかった○作業を通じて意識化できなかったためか､あるいは､必

-32-



多文化コミュニケーショントレーニングの可能性

要性を感じなかったためか判断が難しいが､作品-の客観的評価については自由記述の中にその必

要性を作業後に気づいたというものが見られた｡

大学別に見ると､弘前大学の学生たちの評価値がほかの2大学と比較するとやや低い｡ただし､前後

の変化をみると､秋田大学の変化(項目平均変化値0.35ポイント)が岩手大学(同0.49ポイント)､弘前

大学(同0･42ポイント)と比較すると小さい｡今回のトレーニングに参加した3大学の学生の条件はそれ

ぞれ異なっている｡岩手大学は｢日本事情A｣という全学共通教育科目の授業シラバスに組み込まれた

プログラムの一環として実施された｡秋田大学は同じく｢日本事情｣の授業参加者の中から希望者が参

加しているが､合宿参加は単位認定の必要条件ではなかった｡弘前大学は通常授業とも単位認定とも

切り離された単独の異文化交流プログラムとして実施されており､そのような活動に関心の高い学生が

自主的に参加した｡以上のような条件の違いを見ると､岩手大学の学生の平均評価値および変化率が

高い理由として考えられることは､岩手大学の学生たちはこのトレーニングを単位認定の条件として認

識していたため他大学の学生より真剣に取り組んだこと､今回のトレーニング前の授業において多文化

コミュニケーション､特に文化覚醒水準領域について知識を得ていたことの2点が要因として挙げられよ

つ｡

次に留学生と日本人学生との違いについてだが､全体的にトレーニング前の自己評価値は日本人学

坐(15項目平均値3･7)のほうが留学生(同平均値2.4)より高い｡しかし､トレーニングの後はこの数値が

逆転し留学生(同平均値4.3)が日本人学生(同平均値4.1)より高くなった｡変化値は日本人学生が0.4

ポイントであるのに対し､留学生は1.9ポイントも上昇している｡トレーニングが留学生により効果的だっ

たということが窺える｡項目別に見ると興味深い傾向が見られた｡ ｢し.制限時間以内に仕事を進める｣と

｢M･満足の行く結果が出るまで作業する｣の2点はトレーニングによる変化率が日本人は非常に高い数

値を示す(変化値0.9ポイント)が､留学生はほとんど変化を見せていない｡また､ ｢C.いろいろな意見を

聞き､比較･判断してグループとしての統一見解を出す｣､ ｢建設的(生産的)な意見を出す｣ ､ ｢K.仕事に

必要な知識を集める｣の3項目は日本人学生の変化率が高く､マネージメントや判断力について日本

人学生は留学生より注目していることがわかる｡一方､留学生は｢F.自分に与えられた役割を果たす｣ ､

｢H.協力して仕事を進める｣といった対人関係の項目の変化率が高く､人間関係の調整を重視したこと

が窺える｡アンケートの自由記述では､日本人学生はリーダーシップを発揮しようと意識した記述が目立

つ一方､留学生は協調性を重視する記述が多く見られた｡今回の作業において日本語が共通言語とし

て使われたため､日本人学生が主導権をとる必然性を自覚したようである｡その結果､作業の成果をあ

げる責任感を日本人学生のほうがより強く感じ､グループとして結果を出すために必要なマネージメント

カや判断力に着目する結果につながったのではないだろうか｡一方､言語的にマイノリティとなった留

学生はグループの成員としてどのように協力できるかということを重視した可能性がある｡日本語能力に

関して､留学生も日本人学生もコメントが目立ったが､留学生は日本語で自分の意見を表明し､相手の

意見を聞く能力をより高める必要があると述べている一方､日本人学生は多様なレベルの日本語能力

に対応する日本語調整力の必要性について指摘している｡
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3.2文化覚醒水準領域の変化

この領域についてはトレーニング前後の数値的比較ではなく､アンケートの自由記述から分析を試み

たoトレーニングの前後のアンケートで｢いろいろな人と協力して作業をするときに大切だと思うこと｣をキ

ーワードで記述させた｡このキーワードを文化覚醒水準領域の項目と状況調整能力領域に分類した｡

その結果､項目数は状況対応能力領域のものが圧倒的に多く､トレーニングの前後にも差は認められ

ない｡内容としては､トレーニング前の記述には文化覚醒水準領域の中でも｢外国文化-の興味｣ ｢寛

容性｣にかかわる記述が目立ったo具体的には､ ｢思いやり｣ ｢寛容｣などである｡一方､トレーニング後は

これに加えて｢非自民族中心主義｣､ ｢感受性｣､ ｢柔軟性｣､ ｢オープンネス｣にかかわる記述が多く見ら

れるようになったoたとえば､ ｢楽しむ｣ ｢積極性｣ ｢社交性｣ ｢忍耐｣ ｢文化-の配慮｣などである｡実際に多

文化状況での共同作業を体験し､その結果を他のグループと比較することを通じて､学生たちは改めて

文化に対する気づきの幅を広げたことが窺える｡

4･多文化コミュニケーションのあり方一教育効果の検証と提言一

以上､アンケートの分析に基づき､多文化コミュニケーション教育の効果について検討を試みた｡多文

化状況における課題達成型のコミュニケーションを成功させる要素として､文化覚醒水準と状況対応能

力の2領域の項目が重要であることを指摘し､本研究では特に状況調整能力領域の効果について自己

評価尺度による検討を行ったoその結果､トレーニングに一定の効果が認められたが､トレーニングの参

加条件によって効果に差が現れる可能性があった｡さらに､尺度の項目については状況調整能力の構

成要素の｢コミュニケーション｣､ ｢対人関係｣､ ｢マネージメント｣､ ｢判断力｣､ ｢知的能力｣のそれぞれの

バランスを考慮し､再構築するための検討が必要である○また､トレーニングの内容によって､どの項目

に効果が認められるかを明らかにするため､トレーニングのバリエーションを増やして実証するべきであ

るo文化覚醒水準領域についても､状況調整能力領域と同様に､尺度を用いた客観的な検証が必要で

あろう｡

以上のような教育効果を計る目的は2つあるoひとつは､今回の研究のように教育実践を構築するた

めの判断材料を得るためである｡もうひとつは､学生に教育のプロセスの中での各自の能力や傾向を認

識させ､成長のための指針を示すことであるo今回の研究では､課題の発見にとどまる部分が多くなっ

たが､今後の課題としては､多文化コミュニケーションを成功させる要素を学問領域や課題によってより

具体的に整理すること､それを教育する方法を構築すること､学生が自己成長を図れるように教育効果

を伝える方法を構築すること､という3点がある｡

大学における多文化コミュニケーション教育は､先にも述べたように､科目や専門領域を横断的に連

携させ､専門領域の知識･技能とコミュニケーションの知識･技能の統合を目指すべきである｡本研究は

その基礎研究の一部をまとめたものだが､今後も多文化コミュニケーションの構成要素の解明と､教育

の方法論についての研究を継続させていく必要があるoさらに､専門領域も統括した総合的かつ実践

的な人材育成の核の一部として｢多文化コミュニケーション｣要素が機能するために､全学的な教育の

枠組みの再構築を行うべきである｡
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【研究ノート】

近代日本と留学生

岡崎正道

岩手大学国際交流センター

1.序

日本･中国･韓国(朝鮮)の東アジア三国は､時代を遠く遡る紀元前後の頃より､複雑な相互関係を形

成してきた｡そして日本の歴史の展開は､中国･韓国との間の友好と争覇の壮大なドラマを抜きにしては､

決して語り得ない｡

｢魂志倭人伝｣に記された邪馬台国と三国時代の中国の交流､朝鮮半島における｢任那日本府｣の

存在､唐･新羅連合軍を相手に日本･百済の軍が一敗地に塗れた白村江の激戦､ 5-7世紀頃中国大

陸や朝鮮半島から日本に移住してきて先進的技術や大陸の文化をもたらした渡来人(帰化人)たちの､

日本古代国家建設に対する大いなる貢献〇十数度にわたって行なわれた遣隔使･遣唐使が､律令国家

の樹立や古代仏教の確立にどれほど大きく寄与したかは言うまでもない｡天台･真言両密教の開祖であ

る最澄と空海も､中国で仏教の奥義を学んだ遣唐留学僧であった｡

それから約千年､菅原道真の建言による遣唐使の廃止(894年)-大陸文化の吸収をふまえた咽

風文化｣の隆盛-平清盛による日宋貿易の振興､栄西･道元らによる禅宗の本格的受容､蒙古帝国

(元)の日本来襲､東アジア海域における｢倭軌の跳梁､足利義満の｢勘合貿易｣､豊臣秀吉の朝鮮出

兵､徳川幕府の鎖国体制(靖国とは長崎での制限貿易､朝鮮とは｢通信使｣を通じた文化交流)等々と

時代は推移する｡

そして19世紀､産業革命-資本主義化を進めつつあった西洋先進国の進出が本格化するに伴ない､

俄然東アジアは風雲急を告げる情勢となる｡

2.東アジアの危機

アジアに西欧列強の軍事的脅威が迫りつつあった19世紀の前半､日本･中国(清朝) ･朝鮮(李王

朝)の東アジア三国はいずれも鎖国状態で､長い太平の酔夢の中にいた｡だが､儒教をイデオロギー

的基盤とする封建体制を布く三国に対し､イギリスを筆頭とする西洋の強国が襲いかかる日は刻々と近

づいていた｡

17世紀以来イギリスのインド支配を担ってきた東インド会社がインド産のア-ンを中国に密輸し､そ

の代価として大量の銀が中国から流出､中国経済は銀価の高騰によって大混乱に陥った｡ア-ン中毒

患者は官吏や兵士の間にも急増し､国内の腐敗堕落は進んだ｡だが禁輸論者の林則徐によるアへン

禁圧政策に反発するイギリスは､議会内の良心的自由主義者らの反対を退けて遠征軍を派遣､ 1840

年ア-ン戦争が勃発した｡結局中国は敗北し､ 1842年の南京条約で上海･広州などを開港した上､香
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港を割譲せしめられ､賠償金まで課せられた｡さらに治外法権の認容と関税自主権の剥奪､一方的最

恵国待遇と租界設置を承認させられることとなった｡

西洋の圧倒的軍事力を見せつけられ､不幸な形で近代世界-デビューした清朝を､ 1851年洪秀全

らによる太平天国の革命的叛乱という激震が襲う｡南京を占領してこれを都とする新国家の樹立を宣言

し､キリスト教的平等主義に基づく｢天朝田畝制｣を標梼する太平軍に押しまくられる清朝政府に､ 1856

年今度はアロー号事件が追い討ちをかける｡アロー戦争にも敗れて英仏およびロシアにまで領土を奪

われたことで､清朝の排外主義は完全に破綻し､対外和親と西洋近代文明の導入を掲げる｢洋務派｣が

台頭するが､中国の近代化は茨の道を余儀なくされることとなる｡

アジアの危機は､大きな激浪となって日本にも押し寄せた｡ 1853年6月ペリー提督率いるアメリカ艦

隊が神奈川沖に現れ､浦賀に来航した｡狼狽した徳川幕府は即座に友好な策を講ずることができず､

結局翌年日米和親条約の締結を余儀なくされ､ -F田･函館の2港を開港､続いて英仏露などとも同様の

条約を結んだo (この時ロシアとの間に結ばれた日露通好条約は千島列島のエトロフ島とウルップ島の

間を日露の国境と定め､それが140余年後の現在もなお｢北方領土｣問題の原点となっている)さらにア

メリカは日本との本格的貿易の開始を要求､初代駐日総領事タウンゼント･ハリスを下田に赴任させて幕

府との交渉に入った｡

辺都な下田･函館の開港はさほどの動揺の因子とはならず､また燃料･水･薬品等の欠乏した船舶へ

それらの物資を供給するだけなら､それはいわば困苦せる者-の救他にはかならないから日本側の優

越性は損なわれず､鎖国政策の微調整にすぎないと強弁することもあながち不可能ではない｡しかレ､

リスの本格的交易関係確立の要求は､幕府に鎖国の完全廃止を迫るものであったから､事は幕政の根

本的改変につながる重大事であった｡果然こうした国難に対処し得る最高指導者としての将軍の力量

が否応なく問われることとなり､病弱な13代将軍徳川家定の継嗣問題が､通商条約の可否とともに国論

を二分する重要課題となって浮上する｡

懐夷一条約反対の激論が渦まく中､大老に就任した井伊直弼は天皇の勅許を得ることなく日米修好

通商条約に調印するとともに､反対派を厳しく弾圧した｡ (安政の大獄)その後井伊大老の暗殺(桜田

門外の変)から時代は一気に激動の幕末に突入､ 1860年代の動乱を経て徳川幕府は衰微の一途をた

どってゆくoこの間幕府は海軍伝習所(長崎) ･海軍操練所(神戸) ･横須賀製鉄所等を建設する一方､

西周･津田裏道･榎本武揚ら留学生をオランダに派遣するなどして西洋近代文明の積極的受容を図っ

たが､歴史の大勢を覆すことはかなわず､ついに1867年大政奉還･王政復古の大号令を経て､ 1868

年明治新政府が発足する｡

3.近代日本の船出

薩摩･長州などのかつての懐夷派が主要なポストを占めた明治政府であるが､国の方針としては一転

して開国和親を掲げた｡五箇条の誓文にも上層識ヲ世界二求メ､大イニ皇基ヲ振起スベシ｣と謳い､

世界なかんずく西洋の文明を積極的に受容する姿勢を鮮明に打ち出した｡政府や地方､民間が｢お雇

い外国人｣を高待遇で雇用し､殖産興業に大いに資するとともに､ ｢旧来の晒習｣を打破する上でも彼ら

は日本の各分野に少なからぬ影響を与えたo (著名な人物としては『怪談』で知られるラフカディオ･ハ
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-ン､ ｢少年よ､大志を抱け｣のウイリアム･クラーク､大森貝塚発見のエドワード･モース､医学のエルウイ

ン･ベルツ､法律のボアソナード､モッセ､フルべッキ､建築･土木の-ルマン･エンデ､ジョサイア･コンド

ル､ホ-レス･ケプロン､美術のフェノロサ､キヨソ-ネ､軍事のメッケルなどがいる)

1871年秋､岩倉具視を特命全権大使とし木戸孝允･大久保利通･伊藤博文らを副使とする遣外使節

団が､西欧-向けて出発した｡目的は､ ①徳川幕府が欧米諸国と締結した不平等条約の改正交渉②

それら諸国-の日本の国書の捧呈③欧米諸国の先進的文物の視察･調査､といったところである｡ ①

の目的はほとんど果たせず､この後長い外交課題として積み残されるが､ ③に関しては西欧列国の富

強の根源を十分に研究し､それらを日本に移植することによって､国力増強のために大きく役立てる方

針が貫かれた｡ (やがて帰国した岩倉･大久保らが留守政府の西郷隆盛･板垣退助･江藤新平らと｢征

韓｣論争を展開し､後者を政府から追放して大久保独裁体制が樹立される過程については､本論の主

旨からややはずれるゆえ詳述しない)

ところでこの遣欧使節団には使節46名と随員18名に加え､ 43名の留学生が同行していた｡後に政

治家･思想家･外交官等として名をなす中江兆民･金子堅太郎･牧野伸顕(大久保の次男) ･平田東助ら

のほか､ 5人の女性が含まれていた｡その中の一人山川捨松は､会津藩の家老の娘でこの時10歳｡帰

国後薩摩出身の軍人大山巌と結婚､ "鹿鳴館の貴婦人"と謳われた｡津田梅子は､農学者津田仙の次

女でこの時わずかに7歳｡アメリカで女学校を卒業後18歳の時に日本語を忘れて帰国｡伊藤博文らと

交わり､津田英学塾を開設｡これが後の津田塾大学で､梅子は英語教育､女子高等教育に多大な功績

を残した｡この他永井繁子ら3名の女子留学生もまた､帰国後諸分野で活躍した｡

新島裏･内村鑑三･新渡戸稲造･夏目淋石･森鴎外･野口英世･朝河貫一･有島武郎･藤田嗣治･高橋

是清･小村寿太郎･植原悦二郎･松岡洋右etc.その後も科学･文学･宗教･芸術･政治･外交など､欧米

で学び諸方面で名声を博した日本人は枚挙に達がない｡

古代より日本は中華文明圏の域内にあり､主に中国から様々な学術･技芸･文化等々を吸収してきた

のであるが､維新後は西欧型近代国家建設-適進するための方途として､ひたすら西洋文明の移植に

努めた｡自由民権運動の刺激も受けて立憲制度の導入を決意した伊藤博文ら政府指導層は､特にドイ

ッ(プロイセン)の政体を模倣して､天皇に大きな権限を集中させた憲法･議会･内閣の諸制度を構築し

た｡他方容易に封建の旧習を脱し得ない中国･朝鮮に対しては､長年の情誼を亡失したかのごとく冷淡

な態度で接するようになっていった｡ ｢征韓｣論政変(1873年)で西郷･板垣らを放逐した大久保独裁政

権は､ 1874年琉球人の殺害事件を口実として台湾に出兵､清国政府から多額の賠償金を奪取､また1

875年ソウル近海の江華島水域で朝鮮軍と交戦し､それを挺子に翌年日朝修好条規なる不平等条約

を押しつけて､朝鮮を強引に開国させるという挙に出る｡

それでも1880年代頃までは､日中韓の三国が連携して西洋列強の東亜侵攻に対抗しようという思想

も､少なからず存したと見るべきであろう｡福沢諭吉は朝鮮の青年活動家､魚允中･柳正秀･愈吉溶らを

慶応義塾に留学生として受け入れ､開明派の指導者である金玉均･朴泳孝らに対しては､長きにわたっ

て物心両面に及ぶ熱い援助を与え続けた｡自由民権運動の指導者大井憲太郎･小林樟雄･景山英子･

磯山清兵衛らが､朝鮮独立と日本の内政改革を連動させることを企図した､大阪事件(1885年)なども

起こった｡しかしこれらの運動は保守反動派の抵抗･圧迫によって容易に成功に至らず､焦燥を深めた
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福沢は1885年､朝鮮･中国との絶縁表明とも言うべき｢脱亜論｣を『時事新報』紙上に発表､世に波紋を

投げかけた｡

我日本の国土は亜細亜の東辺にありと雑も､其の国民の精神は既に亜細亜の固階を脱して西洋

の文明に移りたり｡然るにここに不幸なるは近隣に国あり､ -を支那と云い､ -を朝鮮と云ふ｡此二

国の人民も古来亜細亜流の政教風俗に養はるること､我日本国に異ならずと錐も､其の人種の由

来を殊にするか･- ･其の古風旧慣に恋々するの情は百千年の古に異ならず､此の文明日新の活

劇場に･ --より十に至るまで外見の虚飾のみを事として､其の実際に於ては真理原則の知見な

きのみか､道徳さえ地を払ふて残刻不廉恥を極め､尚倣然として自省の念なき者の如し･-･其の

影響の事実に現ほれて､間接に我外交上の故障を成すことは実に少々ならず､我日本国の一大

不幸と云ふべし｡左れば､今日の謀を為すに我国は隣国の開明を待て共に亜細亜を興すの猶予

あるべからず｡寧ろその伍を脱して西洋の文明国と進退を共にし､其支那朝鮮に接するの法も隣

国なるが故にとて特別の会釈に及ばず､正に西洋人が之に接するの風に従て処分すべきのみ｡

悪友を親しむ者は共に悪友を免かるべからず｡我は心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するもの

なり｡

古代以来の連綿たる歴史的関係を有する中国･朝鮮の二国を｢古風旧慣に恋々-残刻不廉恥-倣

然として自省の念なき-悪友｣と酷評し､両国との｢謝絶｣を強説した福沢の真意は､果たして那辺にあ

ったと言うべきであろうか｡これを後年の日本の軍事的帝国主義が押し進めた､大陸侵略のイデオロギ

ー的憶矢と捉えることもあながち不当とは言えないかもしれない｡ただ｢門閥制度は親の仇｣(『福翁自

伝』)と言い放ち､ ｢天は人の上に人を造らず､人の下に人を造らず｣(『学問のすすめ』)と喝破したこの自

由主義思想家の脳中には､満身を儒教道徳に漬しきり封建の旧制をもって人民の進歩も創造性も抑圧

しきたった､東アジアの二つの老国家の姿が許しがたいまでに疎ましく感じられた｡熱い信頼のもとに大

きな支援を施した朝鮮改革派(金玉均ら)の決起が､蓑世凱ら清朝反動勢力の軍事介入によってあえな

く挫折した(1884年､甲申事変)とき､福沢の怒りと失望は頂点に達したことであろう｡ ｢脱亜論｣は､この

事変の直後に公表された｡

けだし福沢の意図するところは､封建反動の悪政に苦しむ中朝両国の人民が自らの力で雄々しく立

ち上がり､近代国家の建設に向けて突き進んでいくことを理想としつつも､容易にそれが果たせぬ場合

には先進国家の助力･介入もまたやむなし､というあたりにあったのではないか｡清仏戦争(1884-85

午)に敗れてインドシナ支配権をフランスに奪われ国内(広西省等)にも食い込まれてなお近代化に踏

み出せぬ清朝の守旧勢力を日本の力で打倒し､もって中国改革派の伸張を側面からアシストもするた

め､あえて日活戦争を｢文野明暗の戦｣すなわち｢文明国の野蛮国に対する戦争｣と位置づけてこれを

積極的に支持(軍費調達のための寄付集めさえ)したのも､そうした信念のなせるわざであったかと思わ

れる｡

4.中国近代への目覚め

日清戦争は歴史的に見るならば､朝鮮半島の支配権をめぐる宗主国情国と新興国家日本の争覇戦

であった｡この戦いが1895年日本の勝利に終わったことにより､ ｢眠れる獅子｣と密かに恐れられていた
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清国の弱体ぶりが誰の目にも明らかなものとなり､欧米列強の中国における権益獲得競争が本格化す

る｡ロシアは95年ドイツ･フランスを伴なって､下関条約で日本が獲得した遼東半島の中国-の返還を

迫り､その見返りに96年東清鉄道の敷設権､ 98年には旅順･大連を租借､満州地域-の進出を図った｡

ドイツは腰州湾､イギリスは威海衛､フランスは広州湾などを租借､アメリカも国務長官ジョン･-イの門

戸開放宣言により中国-の食い込みを企てた｡

こうした帝国主義列強の分割･侵食に直面して､清国内にも漸く本格的改革不可避の気運が高まり､

康有為･梁啓超･讃嗣同･黄遵憲･唐才常･熊希齢らによる変法自強運動(戊戊変法)が光緒帝のバック

アップのもとに展開された｡しかしこの変革も､西太后を後ろ盾とする保守派の反撃に会って､短期間で

挫折する｡ (戊戊の政変=百日維新)

康有為･梁啓超らは自らの変法運動を､徳川幕府という守旧派政権を打倒した日本の明治維新に倣

う形で遂行しようと考え､また東アジア-の勢力拡張を図る帝政ロシアの強圧を抑えるためにも日本と手

を結ぶ必要を唱えていた｡保守勢力の反撃によって敗れ去った康･梁らは､日本-の亡命を余儀なくさ

れる｡

戊戊変法は頓挫したが､それでも改革の緊要性は清国の官僚層にも相当に認識されていた｡ 1870

年代より｢洋務派｣の指導者として実権をふるった張之洞は､清仏戦争や日清戦争で強硬な主戦論を唱

える一方､富国強兵･教育改革推進のための人材育成という観点から､多数の中国人青年たちを海外

に留学させる政策を展開した｡

清国では既に1860年代より欧米諸国-留学生を派遣する事業が開始され､ 70年代にはアメリかイ

ギリス･フランスなど-かなりの数の青年が留学している｡彼らの中には､勉学を終えて帰国の後外交

官･軍人･科学技術者などとなって活躍した者もあるが､伝統的な科挙制度が存続する清国では､海外

留学組が政府高官となって改革に敏腕を振るうといった可能性はほとんどなかった｡政府の指導者たち

が進んで欧米を視察し､これに学ぼうとした日本との差違は､このあたりにも存すると言える｡厳復のよう

に､イギリスに留学して西洋哲学･政治学等を学び､帰国後海軍大学の教頭に就任して進化論に基く

政治変革の重要性を力説､変法運動に影響を与えた人物もいるが､その彼も結局は科挙の壁に阻まれ

て､政府の指導者にまでは昇進できなかった｡

さて張之洞はそうした弊害をある程度是正する必要も認識して､西洋近代の教育制度を中国にも移

入することを目指した｡留学については､ ｢1年間西洋に行くことは5年間西洋の書物を読むことに勝り､

海外で1年学ぶことは国内の学校で3年学ぶより有益だ｣と述べている｡そして留学先としては､あえて

地理的に遠い西洋-行くよりも､近距離にあってしかも同文同種の日本のほうが良い｡さらに日本は西

洋文明受容の先輩格で､西洋の学術の中の真に有用なものだけを受け入れているので､中国人は日

本でそれを学べば無駄な勉学の労力を省くこともできる｡張はそこまで言い切って､日本留学を推奨し

ようと努めたのである｡

1900-01年｢扶清滅洋｣を掲げる義和団の反乱が日米英仏など八カ国連合軍の北京占領により鎮

定(北活事変)されると､この反乱に乗じての西洋排撃を秘図していた保守層の中心たる西太后も､さす

がに政治改革を峻拒することはできなくなり､海外留学生の派遣にもゴーサインが出されることとなった｡

しかしそれ以前に､日清戦争敗北後の1896年から中国留学生が日本に送られ始めていた｡駐日靖国
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公使より当時の外相兼文相西園寺公望に対し留学生受け入れの要請がなされ､西園寺の意を受けて

東京高等師範校長である嘉納治五郎(近代柔道の完成者として知られる)が彼ら留学生たちの教育に

携わった｡後年嘉納は弘文学院(当初は亦楽書院)を設立､多くの中国人留学生を入学させることにな

る｡ (同校の日本語教師の中に､魯迅･郭沫若･周恩来などのべ3万人の中国人を教育し｢中国人民に

対する日本人の偉大なる教師｣と讃えられた松本亀次郎がいる)

5.アジア留学生と日本

日清戦争後の東アジアの激動､その結果起こったロシアと日本の満州･朝鮮をめぐる覇権争いは､ 1

904年ついに日露戦争の勃発を招いた｡ 1年半の激闘の末世界の大方の予想に反して日本が勝利を

収めると､その波紋はアジアの各地に広がったoインドのガンジーは対英独立闘争の勝利を確信して勇

み立ち､トルコのケマル･パシャは近代化の不可避を痛感して｢青年トルコ党｣を結成する｡

"滅満興漢"の革命を目指して何度も決起し､敗退と亡命を繰り返していた孫文は､ 1905年8月東京

で中国革命同盟会を組織するoこの組織は排満一清朝打倒を目的として中国各地で作られてきた革命

結社､すなわち興中会(孫文ら) ･華興会(黄興･宋教仁･陳天華ら)そして光復会(察元培･章柄麟ら)が

大同団結したもので､孫文の指導力によるところが大であった｡そしてこの同盟会結成の場には､日本

人の支援者宮崎滑天や､たくさんの中国人留学生が結集していた｡黄興･陳天華(弘文学院)采教仁

(早稲田大)のほか､美貌の女性革命家秋瑳(実践女学校)や張継(早稲田大)など､当時日本で学ん

でいた多くの青年たちである｡彼らのうち､陳天華は後述の留学生弾圧に抗議して自殺､秋蓮は紹興に

帰郷して反清蜂起を画策し捕らえられて処刑されるが､多くは辛亥革命に参加､やがて革命同盟会-

中国国民党の革命闘争に身を投じてゆく｡国民党の幹部となる､江兆銘･胡漢民(法政大)陳其美(東

斌学校)蒋介石･張群･何応欽(陸軍士官学校)といった静々たる面々も､皆来日留学生である｡

後に中国国民党と抗争-連携(国共合作)一再抗争を展開する中国共産党は､ロシア革命の影響も

受けて1921年に結成されるが､その中心メンバーの中にも日本留学経験者は少なくない｡陳独秀･李

大鋸ま中共創立者の代表格であるが､陳は東京高等師範､李は早稲田大に学んでいる｡抗日戦争を

指導し中華人民共和国成立後長く首相を務めた周恩来もまた､ 1917-19年に日本に留学､早稲田な

どで聴講生として勉学していた経験を有する｡

文化･学術･芸術の方面に進んだ者も､決して稀ではない｡中国近代文学を代表する作家魯迅は190

2年に来日し､仙台医学専門学校(後の東北帝大医学部)に学んだ後､民族精神改造の急務を痛感し

て文学に転じた｡その弟の周作人も1906年兄に伴なわれて法政大学に留学､帰国後は林悟堂らと語

糸社を設立､日本文学などの翻訳に尽力した｡近代的知識人の代表格である郭沫若は､ 1914年に来

日して九州帝大医学部に入学､日中戦争中は抗日運動に活躍したが､戦後は科学院院長などを歴任､

また日中友好にも努めた｡その他にも作家の郁達夫(東京帝大)､劇作家の田漢(東京高師)､画家の

博抱石(帝国美術学校)など､諸方面に活躍した日本留学経験者は数多い｡

さて中国から日本-留学する学生の増加(1905, 06年がピークで､それぞれ約8000名)と､彼らの

清朝離れ-先鋭化に危機感を抱いた清朝政府は日本政府に対し規制･管理の強化を要請､それを受

けて桂太郎内閣は1905年11月､ ｢清国人ヲ入学セシムル公私立学校二関スル規程｣いわゆる留学生
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取締り規則を発令する｡果然中国人留学生はこれに強く反発して抗議行動を起こしたが､朝日新聞が

彼らを｢放縦卑劣｣と中傷したことに対し､陳天華は憤慨のあまり｢絶命書｣なる遺書を残して､大森海岸

で投身自殺を遂げた｡陳はその中で､朝日新聞の誹誘にひるむことなく留学生同志は｢堅忍奉公､力

学愛国｣に精励し､見事志を果たしてほしい､自分の死によって同志諸君を鼓舞奮起させたいと叫んで

いる｡古代中国の憂国の詩人屈原と同じく海に身を投げた彼の魂は､その後の中国の愛国革命運動に

少なからぬ刺激を与えたと思われる｡

中国人ばかりではない｡ 19世紀後半フランスの植民地支配が開始されたベトナムでも､日本の明治維

新と日露戦争の勝利に触発されて､日本-の留学が活発に行なわれるようになる｡その指導的人物こ

そ､フアン･ボイチヤクであった｡フアンは反仏闘争のリーダーとなって､日露戦争真っ只中の日本に密

入国､闘争のための武器援助を求めて-梁啓超の紹介で一大隈重信･犬養毅らと接触したが､遺憾に

して援助を拒否された｡フアンは武力闘争の時期尚早を悟り､日本-人材育成のためベトナム人留学

生を送り出す｢東遊(ドンズー)運動｣を推進することとなった｡しかし日露戦争勝利で帝国主義列強の一

員となった日本は､フランスとの間に1907年日仏協約を結び､その趣旨に従って09年フアンを国外に

追放する｡失意のうちに帰国したフアンは1912年ベトナム光復会を創設､対仏武力闘争を展開するが

逮捕され､ 1914-17年投獄､さらに25年にも再逮捕され､ 1940年日本軍の仏印進駐の報を聞きなが

ら軟禁状態のまま死去した｡しかし彼の熱い志は､ホーチミンらの民族解放闘争-つながっていったの

である｡

6.結語

日本の明治維新を､西洋列強の支配に抗しつつ近代化を進める民族革命として高く評価し､アジアの

先達としての日本に大いなる期待を抱いて日本留学を決意したアジアの青年は実に多数に上る｡しか

し近代国家建設に突き進む日本は､果たして彼らにとって真に尊敬し学ぶべき国であったと言えるかど

うか｡ 1940年代の日本軍国主義によるアジア侵略の暴虐だけが必然的帰結であったとは思わないが､

それでも近代日本の歩みは､アジアの諸国に対し希望と失望そしてついには絶望を与える結果を招い

たという厳然たる事実だけは､今日の留学生指導に携わる我々もまた決して忘れてはならないことであ

ろう｡
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日本語特別コース実施報告

1.概要

日本語特別コースは日本語能力の向上を目指す全学の外国人留学生が対象の補

講授業で､定員に余裕のある場合には研究員およびその家族も受講が可能である｡国

際交流科目日本語科目は日本語特別コースの初級､中級レベルを兼ね､全学共通科

目日本語科目は日本語特別コースの上級レベルを兼ねて開講されている｡すなわち､

初級､中級レベルの授業では､国際交流科目または特別コースとして履修する学生が､

上級レベルの授業では全学共通教育科目または特別コースとして履修する学生が混在

する形で授業が進められている｡本来､これらのコースはそれぞれが独立して開講される

べきものであるが､各コースの日本語学習の目的･目標が共通するものが多く､また､国

際交流センターの人的･物理的資源も限られているため､このような開講形態をとってい

る｡したがって､本報告は両コースを兼ねた内容である｡なお､2006　年度後期より､岩手

県立大学の外国人留学生等に対しても特別コースの授業が受けられるようにしたが､今

年度は受講希望者がなかった｡

2,受講までの流れ

受講希望者は､毎学期はじめに実施されるオリエンテーション-の参加が義務づけられ

ている｡オリエンテーションでは英語および中国語の通訳を介した説明を行っており､今

年度は尾中教員(英語)､国際課の峯職員(中国語)の通訳協力を得た｡コース概要､

履修方法等を30分程度説明し､ ｢受講申込書｣の提出を求めた｡その後､クラス決定の

ためのプレースメントテストを実施した｡前学期からの継続受講者は前学期末時点の成

績によって日本語能力が把握できているため､プレースメントテストは免除した｡プレース

メントテストの結果は翌日朝に国際課掲示板にて発表し､学生はその結果に基づき､受

講科目を選択する｡研究生､大学院生には指導教員の承認を得るため｢受講承諾書｣

の提出を求めた｡平成18年度オリエンテーションは以下のように実施した｡

<前期>

4月4日(火) 13:30-15:00　　学生センターG41教室　　　参加者15名

4月8日(木) 13:30-15:00　人文社会科学部3号館311室　参加者12名

<後期>

10月　5日(木) 16:00-17:30　学生センターG31教室　　参加者　25名

10月10日(火) 13:30-15:00　国際交流センター教員室　参加者　7名
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なお､諸事情によりオリエンテーションに参加できない受講希望者､および学期途中に

来学した受講希望者に対しては担当教員が個別に対応した｡昨年度同様､今年度も

外国人研究員や家族が学期の途中から受講を希望する例が多く､その都度対応した｡

3.授業概要

3.1開講クラス

初習者対象の｢日本語初級I｣､初級前半修了(約150時間程度学習した者)対象

の｢日本語初級Ⅱ｣､初級修了程度(約　300　時間程度学習した者)対象の｢日本語中

級I｣､中級前半修了(約　450　時間学習した者)対象の｢日本語中級Ⅲ｣､中級修了

(約600時間程度学習した者)対象の｢上級日本語｣の5レベルの授業を毎学期提供し

ている｡初級では､基礎的な言語形式の習得を中心とし､中級では4技能別機能別に

授業が構成されている｡なお､日本語研修コース(集中コース)との差別化を図るため､

今年度より初級レベルの教材を『げんき』(TheJapanTimes)に変更した｡授業概要は以

下の通りである｡

<日本語特別コース科目一覧>

科目名 �>�vR�二一∵ 

初 級 Ⅰ �?ｩgｸﾎｨ�ｸ�B�初めて日本語を学習する人が対象D初歩的な文法､語義等および日 釘�

常生活に必要なごく基本的な会話および読み書きの技能の習得を目 

総合 倡x+tB�

テキスト:『げんきI』会話.文法編(TheJapanTimes) 

日本語初級Ⅰ 傀�-�,I?ｩgｸﾎｨ/�ｧx�+x.��ﾈ*ｩ���ｶ�(�ｸ�I�ﾘﾘz8,Xｧx/�+靈靜ｩ&ﾒ�1 

会話 俾�/�ｨ駅�+ZI?ｨ�ﾙ.乖�,儺ｹwh,��)Eﾉ|ﾚI*陝�Eﾉ|ﾘ/�ﾘ(-�.韮�

*前期のみ開講 �6X4ﾈ5�6sｨ�x+�/�*ｸuH���"饉id�]"��ｦ���薈蒙W2��

日本語初級Ⅰ 表記.作文 傀�-�,I?ｩgｸﾎｨ/�ｧx�+x.��ﾈ*ｩ���ｶ�*�,�,hｬ�%�,悪�ｨ,ﾉ<x-ﾘ��*ｺB�1 
および簡単な文章の読み書き能力を高めるD 

テキスト:『げんきⅠ』読み書き編(TheJapanTimes) 

初 級 Ⅱ �?ｩgｸﾎｨ�ｸ�R��ﾘﾘr�日本語を150時間程度学習した人が対象〇初級後半の文法､語嚢 釘�

および日常生活に役立つ会話および読み書きの技能の習得を目指 

すoテキスト:『げんきⅡ』(TheJapanTimes) 

日本語初級Ⅱ 漢字 傀从佩9Kﾈ8ﾈ7�8ｸ,ﾈｫ�｣S��鬩/i7�,ﾈ�;�/�mｨ輾+v��1 
テキスト:『BASICKANJIVo1.2』(凡人社) 
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科目名 �>�vR�コマ 

中 �?ｩgｸﾎｩ(hｸ�B��ﾘﾘr�大学生活(研究室､授業等)に必要な日本語の会話技能および中級 �"�

レベルの文法.語嚢の知識の習得を目指す○ 

テキスト: 

(前期)『文化日本語中級Ⅰ』(文化外国語専門学校) 

(後期)『現代日本語コース中級Ⅰ』(名古屋大学出版会) 

日本語中級Ⅰ ��ﾉ�ﾈ,h+X,I?ｨ�ﾙ�hｨ蟹�Xｧy�hｨ�,儺ｹwh,��(ｵｩEﾈ,ﾈ�;�/�mｨ輾+v��1 

級 Ⅰ ��"�テキスト:『なめらか日本語会話』(アルク) 

日本語中級Ⅰ �4�4ｨ6h7�6(4�,閏h�,ﾈｮ��)<x��|ﾘ,ﾈ�;�/�mｨ輾+v��1 

読解 �6X4ﾈ5�6sｨ�y�Xｧr��Xｧx��z�y�h,ﾉ?ｩgｸﾎ｣�<x��](�ｈ4�8ｸ4竰�

日本語中級Ⅰ �4�4ｨ6h7�6(4�,閏h��8ﾈ7ﾈ�ｸ6x,�,r�,ﾈﾞﾉ�ﾉEﾉ|ﾘ,ﾈ�;�/�mｨ輾+v�6X4ﾈ5��1 

作文 �6x�H�y�Xｧr��Xｧx��z�y�h,ﾉ?ｩgｸﾎ｣�ﾞﾉ[i](�ｈ4�8ｸ4竰�

日本語中級Ⅰ �(hｸ���ﾈ8ﾈ7�8ｸ,ﾈｫ�｣3��鬨,ﾈ�;�/�mｨ輾+v��1 

漢字 �6X4ﾈ5�6sｨ�xuD薀U$ﾔTD��DTｴ�茯uH�(�ﾃ�����ｉgﾙ�ﾈ����

中 �?ｩgｸﾎｩ(hｸ�b�中級前半修了者が対象o大学生活(研究室､授業等)に必要なより �"�

高度な日本語の会話技能および中級レベルの文法.語嚢の知識の 

総合 做ｹ;�/�mｨ輾+x�ｲ�

テキスト:『現代日本語コース中級II』(名古屋大学出版会) 

日本語中級Ⅱ �.h.畏)7�,�4�4ｨ6h7�6(4饉h�,ﾉ<x��|ﾘ,ﾈ�;�/�mｨ輾+v��1 

読解.漢字 �6X4ﾈ5�6s｢ﾘ986�4�4X6r�

日本語中級Ⅲ �.h.畏)7�,�4�4ｨ6h7�6(4饉h��8ﾈ7ﾈ�ｸ6zH揵�[i9著ﾞﾉ�ﾉEﾉ|ﾘ,ﾈ�;�/��1 級 剿ﾚ指すo 

Ⅲ �<x��鞐ﾉ[b�テキスト‥『留学生のための論理的な文章の書き方』(スリーエーネットワ 

-ク)ほか適宜使用 

日本語中級Ⅲ 理系日本語 凉ﾘﾆ隗y�h,儺ｹwh,旭��)4�,夷ｩE蟹[hﾅ�9�,ﾉ&ﾘ�,ﾈ�;�/�mｨ輾+tB�2 
今年度は工学部1年次留学生のうち必要と認められる学生8名参 

加Dテキスト:ハンドアウト 

日本語中級Ⅲ 兌hﾆ隗y�h,儺ｹwh,旭��)4�,夷ｩ��饉hﾆ�,ﾉ&ﾘ�,ﾈ�;�/�mｨ輾+v��1 

文系日本語 �6X4ﾈ5�6sｸ6�986�4�4X6r�

上 級 ��8ｸ�?ｩgｸﾎ｢�大学生活に必要な高度な口頭表現力の習得を目指す○ ���口頭表現 �6X4ﾈ5�6sｨ6�986�4�4X6r�

上級日本語 読解 ��Xｧy�hｨ�,儺ｹwh,畏)7�,�<x��|ﾘ,ﾈ�;�/�mｨ輾+v��1 
テキスト:-ンドアウト 
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科目名 �>�vR�=】マ 

上 ��8ｸ�?ｩgｸﾎ｢�大学生活に必要な高度な文章作成能力の習得を目指すo ���テキスト: 

級 刔�hﾞﾉ�ﾂ�(前期)『大学.大学院留学生の日本語4論文作成編』(アルク) 

(後期)『大学生と留学生のための論文ワークブック』(くろしお出版) 

4.実施状況

初級Ⅰクラスは､前期は正規の時間割に従って実施されたが､後期は受講者の来学

が遅れ､2007年1月から3月に変則的に開講された｡初級Ⅱレベルは後期に教育学部

の交換留学生とア-ラム大学　sICEプログラム(盛岡市教育委員会とア-ラム大学との

協定による英語教育インターンシッププログラム)の学生5名を受け入れた｡中級Ⅰレベ

ル(総合､会話､漢字)でも同じくテキサス大学の交換留学生1名､農学部および教育

学部交換留学生4名とSICEプログラムの学生6名を受け入れた｡さらに中級Ⅱレベル

でもSICEプログラム生1名を受け入れた｡SICEプログラムの学生は後期前半の7週間

を受講した｡今年度より初級Ⅱ総合クラスと中級Ⅰ総合クラスは　SICE　学生の受講の便

宜をはかるため､月曜と木曜の午前中の同じ時間帯に実施することとした｡さらに､中級

Ⅰ総合の教科書は､後期は英語圏の学習者が多いため従来どおり『現代日本語コース

中級Ⅰ』(名古屋大学出版会)を使用したが､前期は漢字圏の学習者が中心となるため

『文化日本語中級Ⅰ』(文化外国語専門学校)に変更した｡各学期の時間､担当者､

受講者数は以下のとおりである｡

<前期> (4月11日～8月1日)

科目名 倬隴B�担当 假8ﾗX�)�B�
特別 俛�ﾝｲ�共通 

日本語初級Ⅰ総合 ��Xｾ��ﾓB�坂本淳子.大高久枝 �2�0 ���

日本語初級Ⅰ会話 ��2紕�ｩ��ｨ,ﾈ-ﾒ�松岡洋子 �"�0 ���

日本語初級Ⅰ表記.作文 �絣綯�松林和美 �"�0 ���

日本語初級Ⅲ総合 佇駑��ﾓB�大高久枝.大畑佳代子 �2�0 ���

日本語初級Ⅱ漢字 佇絣綯�松林和美 �"�0 ���

日本語中級Ⅰ総合 佇駑���"�松岡洋子 迭�0 ���

日本語中級Ⅰ会話 ��SR綯�尾中夏美 釘�0 ���

日本語中級Ⅰ作文 �絣綯�中村ちどり 迭�1 ���
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科目名 倬隴B�担当 假8ﾗX�)�B�
特別 俛�ﾝｲ�共通 

日本語中級Ⅰ読解 ��Sr繧�橋本学(人文社会科学部) 迭�1 ���

日本語中級Ⅰ漢字 佇�2紕�尾中夏美 �2�1 ���

日本語中級Ⅱ総合 佇絣綯��S2紕�尾中夏美 松岡洋子 途�3 ���

日本語中級Ⅱ読解.漢字 ��Sr繧�岡崎正道 免ﾂ�3 ���

日本語中級Ⅲ読解.作文 冦コ綯�中村ちどり 澱�4 ���

日本語中級Ⅱ 理系日本語 �駑ビ繧�小野寺淑 途�0 ���

日本語中級Ⅱ 文系日本語 佇�2紕�岡崎正道 迭�1 ���

上級日本語口頭表現 佇縒繧�松岡洋子 釘�0 �#B�

上級日本語読解 ��S偵���岡崎正道 �"�0 ��2�

14上級日本語論文作 成 仞�2紕�菊地悟(教育学部) 迭�0 釘�

合計 �#x5(7ﾒ� 塔��14 鼎��

受講者合計136 

<後期> (10月11日～2月　21日)

科目名 倬隴B�担当 假8ﾗY�B�
特別 俛�ﾝｲ�共通 

日本語初級Ⅰ総合 ��Xｾ��ﾓB��ﾓ8ﾈ�,們�邊�坂本淳子.大高久枝 釘�0 ���

日本語初級Ⅰ表記.作文 �絣綯��ﾓ8ﾈ�,們�邊�松林和美 �2�0 ���

日本語初級Ⅱ総合 佇駑��ﾓB�大高久枝.大畑佳代子 唐�1 ���

日本語初級Ⅲ漢字 佇絣綯�松林和美 �2�1 ���

日本語中級Ⅰ総合 佇駑���"�松岡洋子 ����4 ���

日本語中級Ⅰ作文 �絣綯�中村ちどり 釘�1 ���

日本語中級Ⅰ読解 ��Sr繧�橋本学(人文社会科学部) 釘�1 ���

日本語中級Ⅰ漢字 佇�2紕�尾中夏美 途�3 ���

日本語中級Ⅰ会話 冦�2紕�尾中夏美 唐�4 ���
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科目名 倬隴B�担当 假8ﾗY�B�
特別 俛�ﾝｲ�共通 

日本語中級Ⅱ総合 佇絣綯��S2紕�尾中夏美 松岡洋子 �"�1 ���

日本語中級Ⅱ読解.漢字 仞�r繧�岡崎正道 唐�1 ���

日本語中級Ⅱ読解.作文 冦コ綯�中村ちどり 澱�2 ���

日本語中級Ⅱ 理系日本語 �駑ビ繧�小野寺淑 途�0 ���

日本語中級Ⅲ 文系日本語 佇�2紕�岡崎正道 ��"�1 ���

上級日本語口頭表現 佇縒繧�松岡洋子 迭�0 �#��

上級日本語読解 ��S偵���岡崎正道 湯�0 ����

上級日本語論文作成 仞�2紕�金田啓子(教育学部) 迭�0 澱�

計 �#x5(7ﾒ� 涛r�20 �3r�

受講者合計154 

受講数合計は延人数

5.問題点･課題

5.1施設設備

施設面の課題(小規模教室の不足)は相変わらず改善が図られていない｡人文社会

科学部3号館の改築など大規模な改修が行われない限りは困難な状況が続くと思われ

る｡また､教室の空調ができない時期があるが､今年度は冷風機をG4-B　教室-箇所

だけだが導入し､夏期の暑さを若干しのぐことができた｡しかし､他の教室は従来のままの

状態で､学生によっては体温調整がうまく行かずに体調不良を訴えるケースも相変わら

ず見られる｡

また､昨年度に引き続きオンライン教材を利用したが､家族の受講者の場合､情報処

理センターでの利用登録が不可能なため､当該教材は利用できない｡

以上の問題は､国際交流センターの専用施設が確保できないことに起因するが､早

急に施設を作ることは不可能である｡人文社会科学部棟の空き教室の活用等､現状で

できる限りの改善策を講じていきたい｡

5.2　内容･コースの位置付け

学習者の日本語レベル､ニーズが多様であるが､それぞれの絶対数が少ないために

効果的なクラスの設置が困難である｡特に､今年度後期は､初級Ⅰレベルの受講希望
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者が学期途中から暫時集まってくる状況で､開講時期が大幅にずれ込んだ｡また､SICE

プログラムの受講生のように､学期の途中で帰国するケースも見られるようになっている｡

今後､海外との学生交流が活発になるにつれてこのようなケースは増加することが予想さ

れる｡大学の学期にあわせた開講形態たけでなく､クオーター制の導入､より短期集中型

の日本語講座の開設など､柔軟な対応を検討する必要がある｡

以上

(文責:松岡洋子)
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日本語研修コース実施概要

1.コースの日的

日本語研修コースは､大学院入学前の日本語予備教育プログラムであり､ 6ケ月間の日本語集

中コースとして開講されている｡受講対象となる学生は､岩手大学と近隣の大学の大学院-進学

する予定の留学生(大使館推薦の国費研究留学生および教員研修留学生)であるが､国際交流

センターの許可を得た場合は他の留学生も受講することができる｡毎年4月と10月に開講され､

日常生活と研究に必要な日本語の基礎を学ぶ｡

2.平成18年度前期

(1)受講生

受講生は3名で､大使館推薦国費研究留学生2名(研修終了後は秋田大学配属)と､学内募集

の学生1名である｡国籍は次の通りである｡

ミャンマー(男)

パプアニューギニア(男)

-イチ(女)

(2)授業日程

4月10日(月)

4月11日(火)

4月12日(水)

4月14日(金)

4月20日(木)

4月29日～5月7日

7月末

8月初旬～下旬

8月下旬～9月中旬

9月中旬

(3)週間時間割

プレースメントテスト

開講式

授業開始(ひらがなクラス)

留学生のためのオリエンテーション

カタカナクラス開始

連休

日本語修了発表会

夏休み

補習授業

修了式
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(月) 宙懌��(水) 忠mｒ�(金) 

Ⅰ(9:00-10:30) ��ﾘﾘy?ｩgｸﾎ｢�総合日本語 �<x��鞐ﾉ[b�総合日本語 ��ﾘﾘy?ｩgｸﾎ｢�

Ⅱ(10:30-12:00) ��ﾘﾘy?ｩgｸﾎ｢�総合日本語 �<x��鞐ﾉ[b�総合日本語 ��ﾘﾘy?ｩgｸﾎ｢�

Ⅲ(13:00-14:30) 亅�｢�漢字 �5(98788X�ｸ5��漢字 亅�｢�

Ⅳ(14:45-16:15) �� 侘)¥ｨ轌;�� ��

※漢字クラスは13:45-14:00の間は自習時間

※　日本語授業のレベルは､全て初級Ⅰ

(4)授業担当者

総合日本語

読解･作文:

漢字:

コンピュータ

個別指導:

松林和美､坂本淳子､小野寺淑(国際交流センター非常勤講師)

中村ちどり(国際交流センター専任教員)

松林和美､坂本淳子､小野寺淑(国際交流センター非常勤講師)

坂本淳子(国際交流センター非常勤講師)

中村ちどり(国際交流センター専任教員)

3.平成18年度後期

(1)受講生

受講生は4名で､学内募集の学生4名である｡

エジプト(男)

ネパール(男)

中国ウイグル自治区(女2名)

(2)授業日程

10月初旬

10月16日(月)

10月18日(水)

12月23日～1月7日

1月4日～6日

2月下旬～3月中旬

3月16日(金)

(3)週間時間割

プレイスメントテスト･オリエンテーション･面接

授業開始

留学生のためのオリエンテーション

冬休み

スキー研修旅行

補習授業

留学生送別会
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(月) 宙懌��(水) 忠mｒ�(金) 

Ⅰ(9:00-10:30) ��ﾘﾘy?ｩgｸﾎ｢�総合日本語 �<x��鞐ﾉ[b�総合日本語 ��ﾘﾘy?ｩgｸﾎ｢�

Ⅱ(10:30-12:00) ��ﾘﾘy?ｩgｸﾎ｢�総合日本語 �<x��鞐ﾉ[b�総合日本語 ��ﾘﾘy?ｩgｸﾎ｢�

Ⅲ(13:00-14:30) 亅�｢�漢字 �5(98788X�ｸ5��漢字 亅�｢�

Ⅳ(14:45-16:15) ��日本事情 侘)¥ｨ轌;�� ��

※漢字クラスは13:45-14:00の間は自習時間

※　日本語授業のレベルは､全て初級Ⅰ

(4)授業担当者

総合日本語:　　松林和美､坂本淳子､小野寺淑(国際交流センター非常勤講師)

読解･作文:　　　中村ちどり(国際交流センター専任教員)

漢字:　　　　　松林和美､坂本淳子､小野寺淑(国際交流センター非常勤講師)

個別指導:　　　中村ちどり(国際交流センター専任教員)

(担当:中村ちどり)
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全学共通教育科目(日本語)

主に新入学の1年生が履修する外国語科目としての日本語であるが､彼らはすでに入学の時点にお

いて相当程度の日本語能力を有しているので､その実情に合わせて｢上級日本語｣を3科目用意してい

る｡ (1)口頭表現(2)読解(3)論文作成である｡

週3回の授業を3人の教員が分担しているが､受講者は単位取得希望(必須)の学部留学生のほか､

高度な日本語力の習得を望む学生やその家族等も参加し､ ｢日本語特別コース｣の上級編をも兼ねるも

のとなっている｡

(1)口頭表現では､ハイレベルな話題をもとに議論したり､自分の意見を発表しかつ質疑応答も行なっ

たりする､高度な会話の訓練

(2)読解では､日本の文化･歴史･政治､現代社会の諸問題などに関する､これもレベルの高い文章

(新聞等)の読解の訓練

(3)論文作成では､研究した内容や報告する事項を日本語でまとめる訓練

この授業の受講者は原則として､過去において600時間程度の日本語学習歴を有する者に限られ

ているので､相当ハイレベルな内容にもついてこれるはずであるが､それでも中国など漢字圏の出身者

とそれ以外の者､専攻分野の違いなどにも起因する関心の度合いの高低などにより､おのずと差が生じ

てくることは避けがたい｡

授業担当者は次の通り

口頭表現:松岡洋子

読　　解:岡崎正道

論文作成:菊地　悟･金田啓子

(担当:岡崎正道)
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全学共通教育科目(日本事情･文系)

この授業では､外国人留学生が日本で学びまた日常生活を営む上で役に立つ､日本に関する諸事

情､諸文化事象等について講義する｡具体的な項目は以下の通り｡

(1)日本人の言語表現の特性

(2)日本人の精神と日本文化の特質

(3)日本の歴史､歴史上の人物､日本の思想

(4)政治･経済･社会･風俗等､現代日本の諸問題

(5)その他､日本と日本人に関するあらゆる事柄､また日本と世界の関係など

これらの中からそのつど具体的なテーマを設定して講義するのだが､当然ながら出席している学生の日

本語能力､問題関心等により､内容をいろいろ考え工夫している｡また学生の出身国についても､考慮

を払う必要があろう｡特に政治的に対立する国の学生が同じ授業に出ているような場合は､どちらか一

方にくみするような(あるいは､こちらにその気がなくてもそう受け取られかねないような)発言は､できる

だけ慎む配慮が望まれよう｡

(担当:岡崎正道)
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国際交流科目実施報告

1.概要

国際交流科目は短期留学特別プログラムの交換留学生を主な受講対象として施され

る科目である｡授業は､英語による専門レベルの授業と初･中級レベルの日本語授業が開

講されている｡平成18年度は短期留学特別プログラム学生1名および学部間協定による

特別聴講学生10名､日本語日本文化研修生2名が参加し､授業が実施された｡

2.実施状況

平成18年度の開講状況は以下のとおりである｡前期は短期留学特別プログラムの学

生が在籍しなかったため､英語による専門科目の授業は開講されなかった｡後期は､テキ

サス大学からの学生1名を迎え､英語による専門科目も開講され､学部間交流の特別聴

講生も受講した｡

<前期;4月11日～8月1日>　(国際交流科目として登録者のあった科目のみ記載)

科目名 倬隴B�担当 假8ﾗY�B�

ⅠntermediateJapaneselCompositio∩ �絣綯�中村ちどり ���

lntermediateJapaneseIReading ��Sr繧�橋本学 (人文社会科学部) ���

IntermediateJapaneseIKanji 佇�2紕�尾中夏美 ���

ⅠntermediateJapaneseⅠⅠGeneral 佇絣綯��S2紕�尾中夏美 松岡洋子 �2�

IntermediateJapaneseIJ 佇�2紕�岡崎正道 ���

forSocialScience 

IntermediateJapaneseIIReading&Kanji ��Sr繧�岡崎正道 �2�

IntermediateJapaneseII 冦コ綯�中村ちどり 釘�

Reading&Writing 

計(延べ人数) �� ��B�
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<後期;10月11日～2月　21日>

科目名 倬隴B�担当 假8ﾗY�B�

TheLawofContemporaryJapanⅡ 佇縒繧�クリアリ (人文社会科学部) ���

SportsinJapan ����"�浅見裕 (代表;教育学部) ���

GenderPerspectiVesonthePostwarJapanese ��2紕�藤原千沙 ���

Economy �(人文社会科学部) 

SchooHnternshipProgram ��S�ﾓB�山崎友子 (代表;教育学部) ���

JapaneseCultureandSocietyThroughFilm �纈����ファー (人文社会科学部) ���

CulturalDomains ��Sr繧�M.アンハ- �"�

ThePsychologicalAspectsoftheJapanese 仞�2紕�斎藤博次 (人文社会科学部) ���

ElementaryJapaneseIIGeneral 佇駑��ﾓB�大高久枝 大畑佳代子 ���

ElementaryJapaneseH 佇絣綯�松林和美 ���

ⅠntermediateJapaneseⅠGeneral 佇駑���"�松岡洋子 釘�

ⅠntermediateJapaneseⅠConVersation 佇�2紕�尾中夏美 釘�

IntermediateJapaneseIWriting �絣綯�中村ちどり ���

ⅠntermediateJapaneseⅠReading ��Sr繧�橋本学 (人文社会科学部) ���

lntermediateJapanesellGeneral 佇絣綯��S2紕�尾中夏美 松岡洋子 ���

ⅠntermediateJapaneseHReading 仞�r繧�岡崎正道 ���

ーntermediateJapaneseHReading&Writing 冦コ綯�中村ちどり �"�

ⅠntermediateJapaneseⅠI 佇�2紕�岡崎正道 ���

forSocialScience 

計(延べ人数) �� �#b�
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3.課題と今後の展望

学生交流協定校数が少なく､国際交流科目の主たる対象学生である短期留学特別プ

ログラムの学生数はごくわずかである｡そのため､英語による専門科目は毎学期の開講予

定科目リストの中から､短期留学特別プログラムの学生が受講申請した科目についてのみ

開講するシステムをとっている｡英語による授業は担当教員の負担が大きい｡そのため､開

講準備したものが無駄になることのないように､受講者ゼロの科目を開講しないための措置

である｡したがって､短期留学特別プログラム以外の学生は上記の経過によって開講の決

まった科目の中から受講科目を選択することになり､短期留学特別プログラムの学生以外

の受講が制限される結果となっている｡岩手大学の学部新入生に配布される『履修の手

引き-平成18年度-』では､国際交流科目は正規学部生が履修できると記述されている

が､実際には卒業単位として認定されない学部がほとんどであった｡このような事態に対応

するため､大学教育総合センターに事態の改善を申し入れた結果､平成19年度入学者

からは､国際交流科目の単位を専門科目の選択科目の一部として認定することとなった｡

今後はこの改定に伴い､国際交流科目の開講予定科目は短期留学特別プログラムの学

生の履修申告の有無に関わらず履修申告を受け付けるよう制度を確立していく必要があ

る｡その具体的な対応について平成19年度中に検討を行うべきである｡

さらに､登録､受講生管理､成績管理等の学務事務について学務課との協力体制が不

十分な状況が続いている｡今年度は､国際課において国際交流科目の学務事務を担当

し､学務課に報告する形態をとったが､全学部生が全学共通教育科目､専門科目､教職

科目と同様に学務が事務作業を統括するように､制度の変更が急務となっている｡

また､国際交流科目を恒常的かつ教育的価値の高い形で実施するための方策が必要

である｡具体的には国際交流科目の理念およびカリキュラムの策定と担当教員の確保で

ある｡担当教員の確保については大学教育総合センター-の申し入れの結果､担当教員

に対してインセンティブを与える方向で具体的な検討に入った｡理念およびカリキュラムに

ついては国際交流センターと大学総合教育センターとが連携をはかり､解決していくべき

である｡

以上

(文責:松岡洋子)
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夏期休暇および個別日本語補講報告

1.概要

夏期休暇日本語補講は学期中の通常クラスに参加できない学生や､通常クラスで学習したことを復

習したい学生を対象として開講した｡また､ア-ラム大学sICEプログラムの参加学生が10月の通常ク

ラスの開講までに学習予定レベルの授業に支障をきたさないように準備クラスとして利用された｡また､

学習者の個別ニーズに対応するため､担当教員およびボランティア学生による補講を実施した｡各ク

ラスの内容は以下のとおりである｡

①夏期休暇日本語補講初級Ⅱ予備クラス

期間: 2006年8月31日～9月28日　9:00-12:00 (全8回)

対象:初級Ⅰ修了者､ア-ラム大学sICEプログラム(参加者計4名)

担当:大高久枝　大畑佳代子

内容:初級前半レベルの総復習｡初級の基本文型を使って四技能を総合的に高める｡

利用教材: 『げんき1』(TheJapan Times)

『みんなの日本語Ⅰ 』(スリーエーネットワーク)ほか

②夏期休暇日本語補講中級Ⅰ予備クラス

期間:2006年8月31日～9月28日　9:00-12:00 (全8回)

対象:初級Ⅱ修了者､研修コース修了者､ア-ラム大学sICEプログラム(参加者計12名)

担当:小野寺淑

内容:初級レベルの総復習｡特に日本語の音声に慣れ､スムーズな発話に繋がるような練習

を中心に行った｡

利用教材: 『日本語作文とスピーチのレッスン初級から中級-』(アルク)

『日本語集中トレーニングー初級から中級--』(アルク)ほか

③個別補講

a.日本語能力試験対策

期間:2006年10月23日～12月1日(月～金　各2時間)

対象:農学研究科研究生1名(フィリピン)

担当:佐々木仁美･亀田智代(以上､教育研究科2年次)

大山幸子･森川歩(以上､教育学部4年次)

内容:日本語能力試験3級対策問題集に取り組み､理解できないところを解説した｡

利用教材:日本語能力試験3級対策問題集多数

b.入門日本語個別指導

期間:①2006年12月10日～2007年3月30日(全6回×2時間)

②2007年2月20日～3月6日(全6回×2時間)
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対象:①農学研究科研究生1名(バングラディシュ)

②連合農学研究科1年次家族(ネパール)

担当: ①北川あず美(人文社会科学研究科1年次)

②佐々木奈月･作間加代子･菅原ますみ(以上教育学部2年次)

内容:①大学院入試準備のため初級Ⅰレベルの授業に参加できない研究生のために､入

門レベルの生活に必要な基礎的日本語の学習をサポートした｡

②学期終了直後に来目した大学院生の家族の生活言語習得および入学準備教育

としての日本語習得のサポートをした｡

教材:『げんきⅠ 』(TheJapan Times) 1-6課

④日本語能力試験1級対策講座

期間:2006年10月24日～2007年2月20日(毎週火曜13:00-14:30)

対象:日本語能力試験1級受験希望者(6名)

担当:松岡洋子

内容:日本語能力試験1級対策問題集に取り組み､弱点を解説し克服する｡

2.課題

夏期休暇補講はSICEプログラム学生の準備コース的役割を兼ねて開講したが､学習者のレベル分

けが不明確になり､コース途中からクラスの移動が起こったり､学習内容に対する不満が起こったりした

が､コーディネーターが出張中で対応が不十分だった｡そのため､ SICEプログラム生以外の受講者に

も落ち着いた学習環境を提供できなかった｡来年度は､このコースを｢調査活動プレゼンテーショントレ

ーニング講座｣として新たに開講し､学習者のレベルを問わずプロジェクト方式の技能向上を目的とす

る改善を図る｡その際､担当講師のほかにプロジェクトをサポートする学生が不可欠となる｡

また､個別補講では､学習者の個々のニーズに対応する方策としてボランティア学生の支援を得た｡

協力した学生は日本語教育の基礎的な知識を学び､日本語教育に対して意欲や経験を持っており､

自分の経験を増やすことと留学生の支援をすることの双方に積極的である｡受講した学生たちの評判

も高く､能力試験対策の補習受講者は試験合格という成果も得られた｡このような学生の力を活用する

ことは教育的見地からも意義があると考えられるが､学習支援計画の作成､サポート方法､教材情報な

どについて担当教師のバックアップも不可欠であり､過重な負担がかからないような配慮も必要である｡

今後は､学習支援サポーターの研修の機会を国際交流センターが学生に対して提供するべきであろ

う｡

さらに､日本語能力試験1級対策講座は学生からの希望により試験実施にあわせて12月上旬まで

実施する予定で開講された｡授業では､日本語能力試験1級対策問題集から抜粋したテーマ別､技

能別､機能別問題に取り組み､解説しながら弱点の克服を図った｡受講者のうち4名が実際に受験し

3名が合格を果たした｡試験終了後も学生の希望により授業は継続され､文法､語嚢などの知識と使

用能力の向上に貢献した｡
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以上のことを鑑み､来年度以降､次のような点について対策を講じ､多様な学習者ニーズに対応し

ていきたい｡

1)通常の授業で提供できない技能､知識をテーマとした補講の提供

;能力試験対策､プレゼンテーション･論文などの技能習得対策､専門日本語講座など

2)個別学習支援サポーターの募集システムの確立と人材育成

;サポーター登録制度､オリエンテーション､研修会の開催など

また､学生の多様な日本語ニーズについて､ ｢何がしたいか｣ ｢何が必要か｣という視点だけでなく､

｢現在､何ができないか｣ ｢何に困っているか｣という方向から個別具体的な調査を実施し､留学生たち

の日本語使用の阻害要因を明らかにし､それに対応するための授業を構築していきたい｡

以上

(文責:松岡洋子)
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日本語･日本文化研修コース

1.コースの特色

本コースは日本語と日本の諸事情､すなわち日本の文化･歴史･地理･政治･経済･社会･教育等々

について､理解を深めさせることを目的とする｡

そして教室内の座学にとどまらず､様々な行事や体験学習等が豊富に用意され､楽しみながら学

べるのが本コースの特色となっている｡

2.指導体制

留学生の専門分野や興味･関心に合う専攻の教員が指導教官を務める｡

3.活動内容

周辺の名所･旧跡等を訪ねたり､学内外のイベント等に積極的に参加させて､関係者や市民と交流

を深める｡花見･バスツアーヰヤンプ･盆踊り･七夕･クリスマス･餅つき･スキーツアー･ひな祭りなど､

季節ごとの催しが数多く企画され､留学生たちはこれらを通して日本文化を実体験することができ

る｡

4.受講資格と修了要件

このコースを受講することができる学生は､中級レベル以上の日本語能力を有し､日本語･日本文

化に関する分野を専攻もしくは学習している者である｡コースの修了者には修了証を交付､また受

講科目については､成績等の条件を満たした場合に単位を与える｡

(文責:岡崎正道)
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日本語･日本文化研修生および短期留学生修了研究報告

1.対象学生と指導の概要

1.1日本語･日本文化研修生

日本語･日本文化研修プログラムは世界各国の高等教育機関において日本語･日本

学を専攻する学生が日本の大学に1年間留学し､各自の専門知識を高めることを目的と

して文部科学省が実施する制度である｡国際交流センターでは､今年度前期(平成17年

10月～18年度9月)および後期(平成18年10月～平成19年9月)にそれぞれ大学推

薦1名(中国･精華大学)の学生を受け入れた｡日本語･日本文化研修生は各専門の担

当教官が指導教官となるが､国際交流センターに所属する学生である｡

研修生は各自の専門分野の講義および日本語授業を受講し､知識･技能を高める一

方､個別研究を行い､国際交流センターが主催する｢修了発表会｣において発表し､最終

レポートを提出することが義務付けられている｡

1.2　明知大学交換留学生

韓国の協定大学から主に日本語および日本事情について学びに来た交換留学生(特

別聴講生)2名が､個別研究に取り組んだ｡これは､日本語･日本文化研修生のように義

務化されたものではないが､留学期間中に自分の関心のあるテーマについてまとまった調

査､研究に取り組むことで､留学成果の一部を形のあるものに残したいという学生の意欲

によって実施された｡

2.平成17年～平成18年の個別研究

当該年度の研修生､個別研究課題は以下のとおりである｡

氏名 偬��r�身分 侈Hｸh攣���

張継元 �(hﾙ������Xｧr��日本語.日本文化研修生 ��)�,�*�*�.�5(�ｸ7�5葵駅�d��

高永宇 亊異�洩�&ﾙ�Xｧr��特別聴講学生(交換) 亳y68鉙����

鄭浩允 亊異�洩�&ﾙ�Xｧr��特別聴講学生(交換) ��ﾙm�,ﾈ鳬�8,侈�.x.ｨ.��4��ｸ8ｸ6ｸ�ｸ7ｸ�ｸ,ﾈ帽ｻ��

学生は､国際交流センター担当教員が修了発表までのスケジュールを提示し､指導教

員の助言のもとに個別研究を進めた｡日本語･日本文化研修生は2006年4月から9月
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にかけて研究を行い､国際交流センター教員が文章の構成および修了発表用資料(スラ

イドおよび発表用テキスト作成)について指導した｡修了発表会は当該学生1名だけで実

施され､教員､学生との質疑応答や議論が活発に行われた｡発表内容も卒業論文につな

がる高度なものとなり､岩手大学の学部生たちにも知的な刺激を与えた｡また､明知大学

の交換留学生2名は2006年10月から2007年2月にかけて研究を行い､修了レポート

を作成し､提出した｡

3.平成18年～平成19年研修生の個別研究

平成18年10月に精華大学から1孝.の日本語日本文化研修生が来日した｡

氏名 倡y;�ｻ8蹴�

陳佳 亳Y&靜R綾8支ｧyYB��

学生は日本語や専門に関する授業を受講しながら､個別研究のテーマを選択するため

の資料収集を行った｡現時点では､漢字語桑についての研究を行いたいという意向である｡

レポートのテーマ決定は平成19年5月に､修了発表会は7月下旬に予定している｡

4.課題

日本語･日本文化研修生に対する1年間の研修計画が明示されていないため､研修

生は各自の研修内容について暖味な状態に置かれている｡今年度は個別研究指導教員

と国際交流センター教員が事前に打ち合わせをして1年間の研修計画の概要を立てた｡

平成19年度以降､国際交流科目に｢個別研究｣という科目が開設されることになった｡今

後は､この科目に登録を行い､担当教員の指導の下に個別研究が進められ､単位も取得

できるようになる｡短期留学のアカデミックな成果として､個別研究をより充実させたい｡

以上

(文責:松岡洋子)
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平成18年度前期日本語研修コース修了発表会

日本語研修コースの修了生を対象としたスピーチ発表会である｡日本語研修コースは1学期間

の学習を通して､日常生活と研究生活に必要な基礎的な日本語力を身につける｡また大学院での

研究発表に備えるため､日本語によるコンピュータの操作､効果的なプレゼンテーションの方法を

学んでいる｡その集大成として､地域の日本人･外国人の方々に､自国の文化や研究内容につい

ての発表を行った｡またスピーチ発表会後には､留学生と日本人学生及び地域の日本人が協力

して準備し､交流パーティーを行った｡

1.日時･参加者

平成17年7月　学生センタ一棟2階国際交流センター教員室

約20名参加(外国人留学生､教員､チューター､日本人学生､地域の外国人､留学生支援団体

の方々等)

2.発表内容

(日本語研修コース修了生)

(1)テ小ウラ･ジョ(ミャンマー) 『ミャンマーの仏教行事』

(2)ポール･モイヤ･キア(パプアニューギニア) 『パプアニューギニアの自然と文化』

(3)シェラ･カズー(ハイチ) 『ハイチの有名な所』

(担当:中村ちどり)
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平成18年度留学生向け図書館説明会実施報告

1.目的等

国際交流センターでは､岩手大学に入学した外国人留学生のための図書館説明会(ライ

ブラリー･ツアー)を毎学期行っている(資料1)｡専門の研究や日本語学習を助けるため

の施設を紹介することにより､留学生が円滑な研究･学習生活を送ることをねらいとして

いる｡中央図書館では毎年4月に各学部の新入生向けライブラリー･ツアーを行っている

が､国際交流センターの説明会ではこの内容に加え､日本語が不十分な留学生に対し､容

易な日本語･英語･中国語で施設の説明を行う｡また留学生用の図書･vcRについて詳し

い説明を与え､文献検索や図書の貸し出し､ VCRの視聴等までを実際に体験する｡

2.期日･場所･参加者

岩手大学中央図書館

前期:平成18年4月19日(水) ll:00-12:30

参加者約30名

後期:平成18年10月25日(水) ll:00-12:30

参加者約10名

3.担当者

日本語:中村ちどり

英語:尾中夏美

中国語:雀華月

4.実施内容

(1)図書館1階ロビー･レファレンス等の説明

(2)図書の貸し出し･返却･自動貸出機の使用法

(3)ビデオ･テープの貸し出しと館内での視聴法

(4)積層書庫･電動書庫の説明と電動書架の動かし方

(5) opACによる図書の検索(日本語と英語の操作)

(6)留学生用の国際交流図書の説明と日本語レベルの見方

(7)マルチメディア情報閲覧室､ビジネスコーナー､グループ学習室､新聞･雑誌コーナ

ー等の施設の説明

(8)図書館でのマナー､投書の方法について
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資料1

いわてだいがくとしょかん

岩手大学図書館　ライブラリー･ツアー

Guided Library Tour fわr the New Students

岩手大学国事儒悦明会

としょかん　せつめいかい　　　　　　　　はん　かりかた　かぇしかた　　　　　　　　　　　　　　っか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あたらしいがくせい

図書館の説明会をします｡ (本の借り方･返し方､ビデオやテープの使いかた､コンピュータルームなど)新しい学生

かならせつめいうがくぶけんきゆうかねんせいかくがくぷせつめいかいでにほんご

は､必ず説明を受けてください.学部･研究科の1年生は､各学部の説明会に出たほうがいいです｡日本語があまり
じょうず　　　　がくせい　　　りゆうがくせいよう　せつめいかい　　で　　　　　　　　えいこ　ちゆうごくご　　　せつめい　　　　　がくせい　　　した　　じかん

上手でない学生は､留学生用の説明会に出てください｡英語と中国語でも説明します｡学生は､下の時間に､

としょかんげんかんい

図書館の玄関に行ってくださいo

A guided llbrary tour wlll be organlZed for new students. You will learn about how to use the servICeS and facllltleS

avallable at the universlty llbrary, so please attend lt･ New students at the undergraduate program and a graduate

program should attendthe one sponsored by his orherownfaculty. lfyourJapanese lS not good enough, please attend

the one sponsored by International Center･ English and Chinese lnterPretatlOn lS PrOVided･ Meetlng Place for the

tour lS entrance Ofthe Universlty Library.

国13精力学生逆行国弔僅悦明会(介紹借弔及述弔方法､使用泉像机及京像帯､屯脇等的方法).新入学的同学

清一定参加o学部-年級学生和大学院一年級学生清参加各学部的脱明会o対日活没有自信的学生,清参加留学

生的圏弔精鋭明会,我n用英文和中文逆行悦明｡

想参加税明会的学生,按照下面的吋向到国事館正l､1集合｡

じんぷんしやかいかがくぶ

4/13(Thu.)16.30 - 17:15　人文社会科学部　人文社会科学部

Faculty of HumanltleS and Social SclenCeS

きょういくがくぶ

4/14(Fri.)16:30 - 17.15　教育学部　教育学部

Faculty of EducatlOn

こうがくぷ

4/18(Tue.)16:30 - 17･15　工学部　工学部

Faculty of Englneerlng

こくさいこうりゆうせんた-えいごちゅうごくこやく

4/19(Wed.)ll:00 - 12:00　国際交流センター(英語･中国語訳つき)

国防交流中心(背中英文翻韓)

InternatlOnal Center

(English and Chinese Interpretation lS provided)

のうがくぷ

4/20(Thu･) 16:30 - 17:15　農学部　衣学部　FacultyoFAgriculture

ぜんがくぷきょうつう

4/21(Frl.) 16:30 - 17:15　全学部共通　面向全校学生　AllfacultleS
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ネットアカデミー日本語版使用報告

1.概　要

ネットアカデミー日本語版は2005年3月末に情報処理センターのネットアカデミー英語版管理サー

バーに導入され､同年4月から授業での使用を始めた｡ネットアカデミーの大きな特徴は教師が学習

履歴をサーバー上で管理することで､学習上の助言を与え､より効果的な学習が可能となることである｡

コンテンツは読解､聴解､語桑､能力試験ミニテストの4つのコースで構成され､学習者の能力に応じ

て学習を進める｡今年度は昨年度までの授業での使用に加え自習用に利用を拡大した｡

2.今年度の活用概要

今年度は｢日本語中級Ⅰ総合｣および｢日本語中級Ⅱ総合｣の授業中に以下の2通りの目的で使用

した｡授業での使用では､使用している主教材では網羅できない文法事項の確認､練習や読解､聴

解､語重力の確認とレベルアップトレーニングに活用した｡さらに､授業以外での利用についての希望

があったことから､授業履修者以外の登録も認め､自習用として利用した｡登録者数は前期12名､後

期16名である｡

3.活用効果と今後の課題

授業中の活用においては､授業で不足する文法項目や語嚢をネットアカデミーを活用して取り上げ､

一定の効果が見られた｡また､教科書を通じて文法や機能項目別に分類して学習した項目を､ネット

アカデミーの使用によって統合する力が向上した｡しかしながら､授業で使用する際には､ここの学習

者の理解度や進度が異なり､教師一人での対応には限界がある｡後期授業において､日本人の学生

サポーターの協力を得てネットアカデミーを使用した際､学生の疑問や誤りについて個々に対応でき､

好評を得たが､このように授業中に個別学習要素を取り入れる際には､サポーターの存在は有用であ

る｡来年度以降もサポーターの協力を仰ぎたい｡

また､自習用としてはそれほど積極的なユーザーは現れず､ 1, 2度利用したにとどまった登録者が

大多数であった｡この原因としては､ ①学内のイントラネット内でしか利用できない､ ②利用に対するフ

ィードバックや効果について魅力が少ない､という2点が考えられる｡登録に当たっては､オリエンテー

ションを実施し､教材の有用性について説明を試みたが､継続的に利用するためには､密接なサポー

トが欠かせない｡単なる｢使いっぱなし｣にさせず､分からない点を解決し､弱点を克服する方法を提供

するような個別サポートシステムを構築することによって､より効果的な利用が可能となるだろうo授業

で行うように個別学習サポーターを広く活用できるような方策を拡大させたい｡来年度以降は､大学教

育総合センターとの連携により､個別学習ソフトとしてより活用しやすいシステムの確立を目指す｡

(文責:松岡洋子)
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日本語学習支援ネットワーク事業実施報告

1.　事業の趣旨

(1)事業の趣旨､目指した方向性について

本事業は､岩手大学国際交流センターの中期計画および年度計画に基づき実

施する地域貢献事業の一環である｡平成17年度に(財)岩手県国際交流協会

との共催で行われた｢日本語学習支援ネットワーク会議　06 in IWATE｣の参加

団体との連携を強化し､在住外国人のための日本語学習支援の実質的な活動

を展開するために､1)情報交換の場を東北一円に拡大すること､2)岩手地域で

の実質的な支援活動の基盤整備を行うこと､の　2　点を目標に､｢在住外国人の

子どもの学習支援｣に焦点をあて事業を行った｡

(2)事業内容について

目標達成のため､当初計画どおり以下の3つの事業を行った0

①　日本語学習支援ネットワーク会議06 in IWATE公開講演会

一外国出身の子どもたちのための学習支援を考える-

日　時:2006年8月　5　日(土)13:30-17:00

場　所:一関市総合福祉センター2階講義室

参加者:25名(岩手県国際交流協会主催研修会参加者および一般参加者)

講　師:(財)長野県国際交流推進協会事務局長　　春原直美氏

パネラー:秋田県子どもの学習支援ネットワーク代表　那波百合子氏

内　容:外国出身の子どもたちに対する｢ことばの学習｣や｢教科の学習｣を支えるた

めのしくみについて､先進的な取り組みを続けている長野の事例を知り､地

域に住む市民が子どもたちの成長を支える体制づくりとその方法について､

地域でできることを具体的に考える契機とした｡

②日本語学習支援ネットワーク会議06 in SENDAIシンポジウム

日　時:2006年11月　25日(土)9:30-16:30

場　所:東北大学マルチメディア教育研究棟講義室

国際交流センター講義室

参加者:100名(東北各県および北海道､関東地区の子どもの学習支援活動関係

者､行政関係者､学校関係者など)

内　容:このシンポジウムは､外国人散在地域である東北地区における現状と課題

について共通点を見出し､協力して課題解決にあたるための情報ネットワ

ークを構築することが目的であった｡午前中は東京学芸大学教育学部の

斎藤ひろみ氏による基調講演および宮城県教育委員会の佐藤俊隆氏に

よる基調報告により､現状と課題についての知識を得た｡午後は行政の役

割､支援者ネットワークの重要性､支援内容､支援者養成の4分科会に分

-68-



かれて討論が行われ､各テーマについての情報交換および､具体的な課

題-の対応方法について話し合われた｡

③外国出身の子どもたちの学習･進路支援に関する懇談会

日　時:2007年2月　8　日(木)13:30-15:30

場　所:岩手大学学生センター2階会議室

参加者:10名(岩手県および盛岡市､一関市教育委員会職員､民間支援グルー

プ代表､岩手大学教育学部および国際交流センター教員､岩手大学研

究交流部職員)

内　容:平成18年度までの岩手県の在住外国人児童生徒の在籍状況および学

習支援活動状況の報告と､子どもの学習支援にかかわる人材の育成事

業についての報告を行った｡これを受けて､次年度以降､支援者人材バン

クを中心とする外国人の子どもの学習､進路支援の組織を正式に立ち上

げることで合意を得た｡

2.経　責

今年度の本事業は､岩手大学学長最良経費｢平成18年度地域連携推進事業｣の

助成を受け実施された｡各事業の経費は以下のとおりである｡

事業名 俘�m｢�金額 儿�%9�b�

公開講演会 俎X踪�8ｾ��48460 �&闔i��ﾆy�I�倬hｼhﾆ���
講師旅費 鼎#����

シンポジウム 几yN�ﾗX蹕H��ﾗ8効蹴��304660 �&闔i��ﾆy�I�倬hｼhﾆ���

基調講演講師謝金 �3#����

アルバイト謝金(準備) 鉄C����

送料 �#3c��

消耗品 鉄��"�

会議費 �3�����

報告書印刷 ���3C#R�

アルバイト謝金(当日) �#Sc���(財)宮城県国際交流協会 

講師旅費(仙台以南) ��S#���

講師謝金(仙台以南) 鼎�����

旅費(山形講師.実行委員) �#ャ���国際ボランティアセンター山形 

講師謝金(山形地区) �#�����

懇談会 几yN��32980 �&闔i��ﾆy�I�倬hｼhﾆ���

計 都ゴS途�(岩手大学負担計¥655997) 

3.成　果

それぞれの事業成果は以下のとおりである｡
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①　公開講座を実施し､(財)岩手県国際交流協会と連携して､外国人子弟が比較的

多く存在する一関地域での意識啓発､情報提供を行った｡その結果､人材養成研

修参加者が支援グループを形成し､外国人子弟の放課後学習支援活動を始めた｡

さらに､小中学校のみならず､外国人子弟の在籍する高等学校に対して学校からの

要請を受けて支援活動を行うこととなった｡これらの活動には国際交流センターの助

言協力が行われている｡

②　東北大学におけるシンポジウムを実施し､行政機関､学校､民間団体､大学のそれ

ぞれの取り組みを相互に理解し､情報交流の機会を提供した｡その結果､シンポジウ

ム参加機関､団体､個人間の実質的な情報交流が活性化され､必要な連携につい

てさまざまなレベル､機関同士で検討されるようになった｡その一環として次年度は山

形市において情報交流および研修を目的としたワークショップが企画され､平成17

年度からはじまった情報交換が東北地域で継続的に実施されるようになった｡

③　岩手県内の関係機関の代表者があつまり､外国人子弟の学習および進路支援に

関する懇談会を岩手大学で実施した｡その結果､外国人子弟の学習･進路支援に

関する連携機関の設立について合意を得ることができ､人材バンク､教材整備､研

修等を組織的に行うための連絡協議会を平成19　年度中に設置する予定である｡

(参加予定機関;岩手県教育委員会､盛岡市教育委員会､一関市教育委員会､

ゆうの会､らむつみっこくらぶ､(財)岩手県国際交流協会､岩手大学教育学部､岩

手大学地域連携推進センター､岩手大学国際交流センター)

3.事業の評価

(1)事業に対する自己評価

3の事業成果にあるとおり3事業を展開し､事業目的である､1)情報交換の場を東北

一円に拡大すること､2)岩手地域での実質的な支援活動の基盤整備を行うこと､という2

点について成果を十分にあげることができた｡ 1)の情報交換については次年度の山形地

域での開催だけでなく､岩手県内でも継続的な研修､情報交換活動を行う計画があり､

岩手県教育委員会との協力により､学校現場の教員に対する研修の開催も検討されて

いる｡2)の支援活動については､連絡協議会を平成19年度中に設立することで､より具

体的かつ組織的な事業展開が期待できる｡

(2)自治体(地域)からの評価

(財)岩手県国際交流協会､(財)宮城県国際交流協会からは､在住外国人の子ども

の学習支援についての課題が関係者に共有され､具体的な連携につながったことに対

して高い評価を得た｡また､教育委員会からは､大学として外国人の子どもの教育支援

に組織的に関与､協力が行われることに対して同じく高い評価を得た｡さらに､地域の民

間団体からは､子どもの学習支援活動に必要な関係機関の連携の｢ハブ｣の役割を大

学に対してさらに期待する声が高まった｡
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4.連携の相手方との役割分担

各事業における連携先との役割分担は以下のとおりであり｡

事業 刋�ﾆy�b�役割分担 刋�ﾆx,ﾈﾇ����

日本語学習支援 宙ﾞ�舒(訷ﾊxﾙ�ﾝｸﾏ�zﾂ�ｺh橙�耳ｭhﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈｺh橙�企画.講師謝金旅費 兌ﾙ�ﾃ�僖�7�,ﾚ(､���

(岩手大学) ��ﾈ,ﾈ��,x.�,ﾈｧx�轤�

会場提供 况ぺ986�7X6(4�2�ﾂ�

ネットワーク会議 �(一関国際交流協会) 傲ﾂ俥ﾉ�ﾈ馼ｼh/�ｮ(薰�

06inⅠWATE 剄L報 侈xﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈｺh檍,h,ﾂ�

公開講演会 �(岩手県国際交流協会) 仄Hﾜ8,ZH齪���ﾈﾙ�ﾝｲ�嶌ｺh檍,ﾈﾞ��ﾘ辷�,��.h.溢�邵+x.��ｲ�

日本語学習支援 宙ﾞ�亶ｸ�侈xﾙ�ﾝｸﾏ�zﾂ�ｺh橙�8ﾉfｹ�Xｧxﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈ5｢�985��ｲ�?ｩgｸﾎｨｧx�辷�6ﾈ6(6x8���ｸ4陞�3�f問�4T腑�uH��ﾗ8効醜橙������ﾈﾙ�ﾝｸ7ｸ8�986X4"�4�5ｨ985��ｸ�(ﾆ��Ee鋳�企画.運営(実行委員会) 兌ﾙ�ﾃ�僖繹ﾈ�,伜(ﾆ��

県外講師謝金旅費 ��Xｧx,�*�*(,H処*ｹ��*ｲ�

(岩手大学) 倡�,x.�,ﾈｧx�辷��"�

岩手および秋田地区実行 �,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ8��ｸ4�5h8x6(7b�

委員旅費(岩手大学) �/�､ｨﾜ8+x.禰-ﾈ+ﾚH���

山形地区講師謝金旅費 俎8効醜檍,ﾈｺi|ﾘ/�;��

(国際ボランティアセンター山形) �,JHｮ(訷ﾊy>�,X.��饑��

ネットワーク会議 剋R形地区実行委員旅費 �/�ｹ�hｼh/�ﾇh枴(h,R�

06inSENDAⅠ �(国際ボランティアセンター山形) �*�.�,"�

シンポジウム 剌ﾁ耗品.印刷等(岩手大学) 宮城県内講師謝金旅費(宮 城県国際交流協会) 会場提供 (東北大学国際交流センター) アルバイト謝金(岩手大学. 宮城県国際交流協会) 

外国出身のチビ 舒(訷ﾊxｻ8支効醜橙��r�圷�8ｻ8支効醜橙�耳ｭh�8ｻ8支効醜橙�参加者(全機関) 伜���ｴ�ｭh,h,ﾉ��ﾆx/��ｾ��ﾉ4�,��ﾘ.�+ﾘ-�(､��ﾙ��ﾈ,ﾈ��,x.�,ﾈｧx���

もたちの学習.進 宙ﾞ�舒(訷ﾊxﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈｺb�企画(岩手大学国際交流セ ��刋育�y��xﾘｺhｶ2�

路支援に関する ���ンタ-) ��2�ﾈ��/��ﾙzx+ZB�

懇談会 舒(詹�Xｧxｻ8支ｧyYB�ｮ(詹�Xｧy&闔i��ﾆy�I���5ｨ985��ｲ��.円�檍ｶ8,ﾈ��邵,i�ﾂ�ﾝ�6�984�6�韜hｼh,ﾂ�､ｨ跖/�mｨ輾+v��

-71-



5.今後の課題

本事業の実施により､以下の課題が明らかになった｡

･情報交流､提供事業については単発的な財政支援事業により継続的な実施が

可能であるが､外国人の子どもに対する具体的な支援事業の実施に当たっては､

人件費､交通費などの確保が困難である｡来年度以降､これらの活動に対する財

政的基盤の確保に向けて､関係各機関での協議が早急に求められる｡
･人材研修事業については､学校現場と民間との連携が必要であるが､これまで双

方の連携が図られてこなかったことが､改めて明らかになった｡今後は､大学が国

際交流協会と協力して､各関係機関の連携のつなぎ役を果たすことが不可欠で

ある｡

･東北地区は面積が広く､かつ交通の利便性が高くないことに起因する､情報､人

材の地域格差が激しく､問題に対する一律的な対応が困難である｡その格差を解

消するための方法を検討しなければならないが､遠隔教育システムの開発･普及､

学生派遣による長期休業中の集中支援活動の実施など､全学的な取り組みが求

められる｡

*本報告書は｢平成18年度地域連携推進事業報告書｣を加筆修正したものである｡

(文責:松岡洋子)
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平成18年度岩手大学uuRRプロジェクト報告

1. UURRプロジェクトチーム

堀江　　暗

薮　　敏裕

新妻　二男

平原　英俊

書松木　章

小野寺　純治

対馬　正秋

早川　智津子

松森　康夫

高橋　良彦

雀　　　華月

プロジェクトリーダー　工学部教授･国際交流センター長

教育学部教授

教育学部助教授

工学部助教授

農学部教授

地域連携推進センター教授

地域連携推進センター技術移転マネージャー

国際交流センター助教授

研究交流部研究協力課副課長

研究交流部国際課副課長

研究交流部国際課外国語専門職員

2. UURRプロジェクトの趣旨及び経緯

成長著しい中国においては､産学連携が経済発展の一翼を担っている｡他方､日本の産業界

は市場の将来性を展望し､改めて中国-の技術･資本の進出を開始しようとしている｡

本学では､学長特命プロジェクトとして､平成15年度より､これまでの学術交流及び地域連携の

成果を踏まえ､国際的な大学間ネットワークを活用した地域企業の国境を越えたビジネス･チャンス

の場を造り出し､地域経済の発展に寄与するための事業(University and University+Region and

Region-大学･大学と地域･地域の連携事業:UURRプロジェクト)を推進してきたところである｡

本プロジェクトのもと､平成15年には､11月3日､4日の2日間にわたり､中国の最重点大学の

一つである清華大学､岩手県及び漸江省とともに､中国漸江省杭州市において｢日中中小企業

技術製品交流懇談会｣を開催するなどの活動を行ってきている｡

3.平成18年度におけるUURR事業

3.1大連理工大学とのUURR事業

(1) ｢大連理工大学･岩手大学国際連携･技術移転センター｣の設置

岩手大学･大連理工大学間の学術交流協定(平成17年5月23日)に基づき､平成18年4月

に大連理工大学内に両大学共同出資の｢大連理工大学･岩手大学国際連携･技術移転センタ

ー｣(以下､ ｢センター｣と呼ぶ｡ )を開設した｡

-73-



また､本事業推進のため､岩手大学内において､

｢岩手大学･大連理工大学国際連携･技術移転室｣

を設置し､センターの運営及び事業に係る事項に

ついて両大学で協議のうえ､国際的な産学連携､

学術交流､学生交流等の連携事業を推進してい

る｡

以上のような本学と大連理工大学とのUURR事業

の取組みが評価され､平成19年2月に､日本貿易

振興機構(JETRO)のLocal to Local事業(事前調

査案件)(以下､ ｢LL事業｣と呼ぶ｡ )に採択された｡

以下､平成18年度における大連理工大学との

UURR事業について述べる｡

9≠

～　聴　け

葺要　f金属如r.｣で来月薙義金

JETRO LL事業採択を報じ　,iy

る岩手日報平成19年2月;

19日夕刊

(写真は､平成18年5月の　Ru'芸J

センター開設調印式のもの)

大連理工大学･岩手大学国際連携･技術移転センター及び

(2)岩手大学の技術成果の中国企業への移転

岩手大学と岩手県工業技術センターが｢象朕技術｣について技術移転契約を結び､それをもと

に大連理工大学に本技術の実施権を授与することとなった｡センターは､現在､吉林省白山市の

企業-の技術移転を計画している｡
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(3)両大学の研究者交流及び共同研究の推進

① 10月14日～18日､岩手大学書松木章農学

部教授が大連理工大学を訪問し､ブルーベリー

技術について技術交流を行った｡

毒松木教授と大連理工大学環境生命科学院

乗雨時副教授は､ブルーベリーのクロロシス現象

について意見交換を行い､大連理工大学の実

験室及びブルーベリー産地である庄河､丹東を

視察し､ブルーベリーの生育状況､冬の防寒､土

壌改良及び適切な施肥などの課題及び今後の

共同研究について協議を行った｡

利賀Ej 大連闇害蓮.若手 ; 

'梵妻詣誉gRegion.感腰Region 5:SToう≡…≡-増喜鍔溜 

…買.夢慧済 

大連理工大学とのUURR事業のイメージ 

② 11月13日､岩手大学千葉則茂工学部教授をはじめとする訪問団が大連理工大学を訪問し､

CG分野等での技術交流を行った｡千葉教授は､大連理工大学のCG専門家である銭昆明教授､

何栄盛副教授と交流し､両大学のCG分野での学生の短期交流についても協議を行った｡また､

農学部鈴木幸一教授の昆虫の機能性に関する論文紹介も併せて行った｡

③平成19年3月28日､岩手大学鋳造分野の堀江暗教授､金型分野の清水友治助教授､cG

分野の千葉則茂教授及び企業参加者等16名が大連理工大学を訪問し､同大学の教員及び大

連地区の企業と､鋳造､金型､ cG分野で交流を行い､併せて今後の交流内容について協議を行

った(下記(8)に詳細)｡

(4)中国政府-の国際科学技術連携プロジェクトの申請

大連理工大学と岩手大学は連携して｢ブルーベリー産業の開発とモデル畑の推進｣をテーマとし

たプロジェクトを大連市政府(大連市外国専門家局)に申請した(採択の結果は未定)0

同プロジェクトは､大連市政府の援助を受けて､大連理工大学と岩手大学のブルーベリー領域

での交流を促進することを目的とする｡具体的には､ブルーベリーのクロロシス症状の解決､病虫

害の防止､防寒対策､土壌改良､適切な施肥など技術的課題を連携して解決する｡また､ブルー

ベリーの加工､国際市場での需要について協議し､国際市場の開発事業を共同で推進する｡

(5)両大学の研究者による企業視察

①平成18年10月5日～6日､大連理工大学代表団が岩手大学金型技術研究センター､鋳造

技術研究センター及び岩手県工業技術センターを訪問視察した｡

②上記(3)③のとおり､平成19年3月27日～30日､岩手大学代表団が大連理工大学を訪問し､

大連地区の鋳造･CG関連の企業視察を行った(下記(8)に詳細)0
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(6)学生交流の実施

平成19年3月27日～30日､岩手大学大学院工学研究科金型･鋳造工学専攻博士前期課程

の学生小山裕二と熊谷朋也2名が大連理工大学で短期の学生交流を行い､大連理工大学及び

金型研究センターの見学､材料学院の教職員及び学生との交流､日本語専攻の学生との交流を

行った｡ 2名の学生の全行程には､大連理工大学の日本語専攻及び材料専攻の学生2名が同行

し､学生同士の交流が行われた｡

(7)大規模商談会への参加

本学は､センターを活用し､大連理工大学と共同して中国各地での展示･商談会に積極的に参

加している｡センタースタッフ及び本学教職員らが以下の商談会に参加し､大連理工大学のブー

スの一角を使って岩手大学の技術の展示等を行った｡

① 2006遼寧省企業技術革新成果展覧会及び国際工業科学技術成果展示商談会

商談会期間:2006年5月18日～21日　遼寧省藩陽市にて

② 2006年山東省産学官展示商談会

商談会期間:2006年5月30日～31日　山東省済南市にて

③第3回中国済南の大学機関､科学研究院､研究所科学技術成果及び特許技術展示商談会

商談会期間:2006年6月2日～3日　山東省済南市にて

④　2006漸江玉環県科学技術活動週

商談会期間:2006年6月29日～30日　新江省台州市玉環県にて

⑤振興東北工業大連投資貿易展覧会

商談会期間:2006年7月5日～8日　大連市にて

⑥岩手県商談会

商談会期間:2006年8月14日　大連市にて

⑦第8回中国国際ハイテク技術成果商談会

商談会期間:2006年10月12日～17日　広東省深別市にて

上記⑦の｢第8回中国国際-イテク技術成果商談会｣は､中国の国立研究機関､ハイテク企業､

大学､地方政府などが取り組んでいる最新の技術を展示･紹介するもので､深別会展中心の9つ

の展示館で1週間かけて行われる中国でも最大規模の展示･商談会である｡同商談会に岩手大

学が日本の大学として唯一出展し､小野寺純治地域連携推進センター教授ら4名が参加して､岩

手大学4件､岩手県工業技術センター1件の計5件の技術シーズの紹介を行った｡

(8)大連理工大学とのUURR交流会の実施

岩手大学より鋳造分野の堀江暗教授､ cG分野の千葉則茂教授､金型分野の清水友治助教
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授ら本学関係者7名及び岩手UURRものづくり産業連

携推進協議会の企業関係者4社6名からなる訪問団が､

平成19年3月27日から3月30日の4日間､中国遼

寧省大連市を訪問し､大連理工大学において開催され

た｢大連理工大学･岩手大学国際科学技術協力交流

会｣に出席し､研究者交流及び両地域の企業間交流を

行い､あわせて､大連企業の視察､大連理工大学との　　　　参加企業によるプレゼン

協議等を行った｡なお､今回の大連理工大学とのUURR交流活動は､JETROのLL事業の採択を

受けて実施したものであり､同機構盛岡貿易情報センター若林康平係長が同行し､現地での活動

において､同機構大連事務所の支援を得た｡

このたびの大連理工大学とのUURR交流活動は､岩手大学側のU(-University､大学)が7名､

R(=Region､地域)は4社から6名が参加し､大連理工大学側はUが19名､Rが6社から8名ほか

の参加があり､UURRの関係が構築された交流事業となった｡特に､大連地区の中国側企業や､

既に中国に進出している日本の企業の方々から貴重な現地の情報が得られたことは､今後､大連

地区で技術移転を進めるに当たり､たい-ん参考になった｡

なお､本訪問に合わせて､岩手大学大学院工学研究科博士前期課程院生2名が､大連理工

大学において学生交流プログラムに参加した(上記(6)に詳述)0

4. UURRの将来展望

上述のとおり､平成18年度におけるUURRプロジェクトは中国の大学である大連理工大

学との交流を中心に行われた｡その間､他大学においても､本プロジェクトに対し関心が

示されており､以下紹介する｡

4.1韓国国立ハンバット(Hanbat)大学

平成18年12月7日～10日､堀江工学部教授､薮教育学部教授､小野寺地域連携推進セン

ター教授ら4名が韓国国立-ンバット(Hanbat)大学を訪問した｡同大学からは､南基碗国際交流

院院長､権柄撤産学協力団長､雀洋鎮新素材工学部教授らが出席し､今後の学生交流の可能

性等について意見交換を行った｡あわせて､同大学が､韓国において熱心な産学共同の取組み

を行っている大学であることから､本学から｢岩手大学の産学連携｣について説明を行ったところ､

同大学から岩手大学と大連理工大学との間で行っているUURRプロジェクトに対し関心が示され､

3カ国の大学間の連携可能性につき､今後引き続き意見交換等を行うこととした｡

(報告:早川智津子)
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短期留学プログラムによる受け入れ･派遣

1.受け入れ

今年度は後期スタートで米国の協定大学から短期留学プログラムによる学生を1名受け入れた｡日本

語科目と日本事情(多文化共生)以外は英語による開講科目であり､日本人や他の留学生との共修科

目である｡

表1.交換学生の国際交流科目履修状況

ジ工イソン 

(滞在期間:2006年10月～ 

2007年9月) 

後 期 履 修 料 目 �?ｩgｸﾎｩ(hｸ�I�ﾘﾘt��

日本語中級Ⅰ漢字 

現代日本の法律Ⅱ 

日本事情(多文化共生) 

日本のスポーツ 

日本語中級Ⅰ作文 

文化の諸相 

日本語中級Ⅰ総合B 

日本語中級Ⅰ会話 

世界の木造家屋 

この学生は岩手大学でのプログラム開始前に､近隣の県でボランティア活動をするために観光ビザで

入国をしていたため､ビザの種類切り替え手続きに困難が生じ､手続きに手間取った｡米国の協定大学

の担当者との連携をより緊密にして今後同様なことが起こらないように注意したい｡

2.派遣

今年度はテキサス大学に1名のみの派遣となった｡セントメアリーズ大学にも1名が派遣されたが､

TOEFLによる英語能力の判定が低かったため､結果的に交換学生としての派遣にはならなかった｡こ

の学生は本学を休学して私費で協定大学での語学研修を受け､数カ月後に交換学生として英語の授

業を受けられるレベルの語学力があることを受け入れ大学側で認めた場合には､その結果を受けて本

学-の復学手続きを経て本学が半年間の交換学生として認定することにしていた｡
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テキサス大学に派遣した学生は､事前に本学に交換学生として来ていた学生と引き合わせ､大変意

気投合した状態であった｡この本学の学生がテキサスに行ったときには彼が出迎え､それ以来ルームメ

イトとして同じアパートに住むなど､面倒を見てくれた｡交換学生同士が自分の大学で派遣学生の世話

をしあうことは､互いの理解が深まるととも

に､語学のよい練習相手にもなれる利点

がある｡

海外での留学や研修の希望者を増や

すために､ウェブ上で体験記を随時公開

表2.派遣学生数

派遣期間 �5ｨ986x8�4�8ｨ�ｸ5��Xｧr�テキサス大学 オーステイン校 

半年 �,�+R�なし 

1年 �,�+R�1名 

している｡帰国した時点で体験記を書い

てもらう場合もあるが､交換留学に関しては､出発前にWikiの使い方を指導してブログ形式で日々の暮

らしなどを記録するよう指導した｡今後留学を考えている学生はサイトに書き込むことにより疑問を直接

学生に問い合わせることも可能で､情報交流に役立っている｡

派遣留学期間中の危機管理については､その必要性を学生に説明した上で学生が長期休暇中にキ

ャンパスを離れる場合には､移動場所と宿泊場所などについてメールで知らせてもらうことにした｡

写真1.各種留学･研修体験記が読めるウェブ

儀･体験:】配

菓際に留学中または留学を終えたノしたちがどん瑚衣類をしたかを面憎f:iども見せliから

Wく.留学を考えていう/A､､はぜ1u蕃考にしてください

敬学院留学(米国)

㊥交換留学(韓国明知大学)

項数交換留学(韓国明知大字)

燈転換留学(韓国明知大学)出札

敬換留学(米国テキサス大学オーコテイン校)

吟交換留学〔米恩テキサス大学オーステイン校)

曙転換短期留学(米国パデュー大学)

薩藩国際ボランティアプロジェクト

ゆ交換留学(苦杯農業大学)

㊥二フランス語学留学

嘩交換留学(韓国明知大学)し狙軌

鞄換留学(カナダセント･メアリーズ大学〕

蝕換留学(カナダセント･メアリーズ大学〕

窃執臥､語学研修(カナ見目リブフックス)
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米国アーラム大学サイスプログラム関連事業報告

1. 2006年度サイスプログラム概要

岩手大学では米国インディアナ州にあるア-ラム大学と平成15年8月11日に学術協定を締結し､

昨年度はさらに学生交流の覚え書きを交わした｡本学はア-ラム大学が毎年盛岡市に学生を派遣し

て実施するサイスプログラム(SICE: Studies in Cross-Cultural Education)に対して以下の支援を行っ

ている｡

(1)サイス学生に対する日本語教育の提供

(2)サイスプログラムの引率教員がサイス参加学生に対して授業を行う教室の提供

今年度のプログラムの概要は以下の通りである｡

受け入れ期間:2006年8月23日(水)～12月8日(木)

参加人数:12名

2.日本語教育(担当:松岡洋子)

<スケジュール>

このプログラムのスケジュールが大学の授業プログラムとずれが生じるため､夏期休暇日本語補講と

国際交流科目の2種類のコースで対応した｡来日3ケ月前にア-ラム大学にて実施した日本語プレー

スメントテストの結果､ 12名の参加者の日本語能力に差が認められたことから､ 2つあるいは3つのレベ

ルの異なるクラスに分けられた｡来日後のスケジュールは以下のとおりである｡なお､日本語教育として

は原則毎週月曜と木曜の午前中2コマの授業を行った｡

①　オリエンテーション､プレースメントテスト　8月23日

②　日本語教育1期:夏期休暇日本語補講　　8月31日-9月28日(計16コマ)

③　日本語教育2期:国際交流科目(前半)　10月12日-12月7日(計36コマ)

<内容>

①　夏期休暇日本語補講

【初級後半レベル】初級Ⅱ予備クラス(3名)

【中級レベル】　中級Ⅰ予備クラス(9名)

*詳細は本報告の｢夏期休暇日本語補講報告｣の項参照のこと｡

②　国際交流科目(前半)

【初級後半レベル】日本語初級Ⅱ総合(5名)

【中級前半レベル】日本語中級Ⅰ総合十日本語中級Ⅰ漢字+日本語中級Ⅰ会話(6名)
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【中級後半レベル】日本語中級Ⅱ作文+同読解･漢字+同文系日本語+日本事情A(1名)

*教材等については本報告の｢日本語特別コース実施報告｣の項参照のこと｡

3.ハローパーティーとイングリッシュ･カフェ

岩手大学生とサイス学生との交流の場を提供する目的で､ハローパーティー(ア-ラム大学主催)と

イングリッシュ･カフェ(岩手大学主催)の2度の交流事業を実施した｡内容は表1の通りである｡

ハローパーティーは出会いを主たる目的としているので使用言語に制限がない｡一方､イングリッシ

ュ･カフェは少人数で英語での会話が楽しめるように設定し､ "カフェ"のようにお茶とお菓子を食べなが

らのリラックスした雰囲気での交流の場となっている｡サイス学生は岩大生のために全て英語で会話を

することに取り決めている｡参加者には岩手大学の留学生もいた｡

表1.事業内容

事業名 �?ｩ/b�参加人数 

ノヽローノヽー7-イー ���ﾈ��)?｢盈ｓ�c｣3�ﾓ�Ε���53名 

イングリッシュ.カフェ ���ﾈ纖?｢盈ｓ�c｣3�ﾓ�Ε���40名 

4.学内留学

サイス学生は引率教員の専門分野の講義をア-ラム大学の教育プログラムの一環として英語で受

講する｡岩大生の英語能力向上に資する為岩手大学とサイスプログラム担当者とで協議して､若干名

の日本人岩大生がサイスプログラムの引率教員の講義を聴講できることとなり､岩手大学ではこれを

｢学内留学｣と呼んでいる｡今年度の概要は表2の通りである｡ 6月に学内留学の参加者募集を行って､

参加希望者が各自の時間割に組み込みやすいように配慮した｡

これまでの事後アンケートから事前の学習オリエンテーションをして欲しいという要望に応えて､今回

は教科書を事前に入手し､予備授業などを国際交流センター教員が英語で実施した｡これは好評で

あった｡

表2.学内留学概要

開講日程 兌ﾙ�ﾃ�yD繹ﾈ�3�?｢盈ｘ*�.s�(ﾈ繦?｢盈ｙh員Im益ｩ?｣�3｣��ﾓ�c｣���

7--マ 倆�檠4�5(986X4ﾈ5�6x,�*�*�.�?ｩgｸﾎ｢�

受講の形態 �*鞅Y�h,h+X,H�ｼh,伜���+Y%�肩,ﾙDh-�,�*(*ｪH�8ﾗYUﾘ廁,ﾘ�8*�.薬�

受講条件 偖ﾉZｨ,��ﾎｩ|ﾘ,h�9w�/�tﾈ+x.��ﾉ[h��檍ｧyYH-ﾈ+ﾘ,ﾘｻ8支ｧyYH,ﾈｧyYI�h-ﾈ+ﾘ,ﾘ���b�

選抜方法 弍9eﾘ�(/���ﾎｩlｩ�ｨ+S9kﾈ/��僵"�

終了後参加者に対するアンケートをとった｡満足度は高かったが､日本人学生に見られがちな授業
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中の受動的な態度を米国の学校では普通にある能動的なものにすることの大変さが感じられた｡言語

的な違いに加えて授業スタイルの違いが予想以上に大きいので適応に時間がかかるようである｡

今回はテーマが日本語に関連するものであったことと教員が日本人であったことで､ディスカッション

に日本語が使える場面があったので､日本人学生にとってはかなり助けられたようであった｡日本の授

業では個人の意見を求められる場面が少ないため､授業形式の違いが最も大きなチャレンジになった

ようである｡

5.英語による特別講義

サイスプログラムの受け入れ期間中に一度､引率教員は岩大において特別講義を実施することにな

っているo英語での講義を受けるよい機会になるはずであるが､他の授業と時間がかぶっていたことや､

内容が難解に印象を与えたからか､参加者の数が大変少なかった.今後検討すべき課題であるo

表3.特別講義概要

開催日時 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ��9?｢以笂�c｣3�ﾓ�Ε���

講演題目 �(ﾋ靜ｨ,ﾘ敢�94�*�ｩ�ﾈ,h�9j�,ﾈｭhﾅz2�

参加人数 妬kﾂ�

6.結果と今後の課題

6.1日本語教育関連

会話の授業に日本人学生のアシスタントが入り､ペアワークの会話練習などにおいてサポートした

ことが好評であったと､引率教員からコメントが寄せられた｡手を上げて質問するほどでもない簡単な疑

問がすぐに解決できたことも､学生アシスタントの利点であったようである｡

1名の学生の日本語レベルは他の学生と比較してかなり高かったのでスケジュールを調整して中級

後半レベルの授業を取れるように配慮し､学生からも好評であった｡

6.2広範な交流

大学における通常の学生交流は1, 2名という極めて少人数の交換学生と彼らと交流できたごくわず

かな日本人学生のみに受益者が限定される傾向にある｡しかし､この事業では短期ではあるがまとまっ

た人数の学生が多くの岩大生と交流の機会を持っことにより､本来国際交流に関心の薄かった､また

は関心は持っていても交流の機会を自ら作る勇気の持てなかったかなり広範囲の日本人学生に働き

かけることが可能となったo学内留学プログラムを通してクラスメートとなった日本人学生を介して交流

の輪が広がって行ったことが今年度の特徴であったo教室内に留まらず､飲み会などでも交流があっ

た｡また､来年度から初めて1名の本学の学生をア-ラム大学に派遣できるメドが立ったので､今後さ

らに双方向の学生間の交流に努めていきたい｡
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6.3英語を使用する機会の提供

外国語として英語を履修する学生は多いが､実際に使用できる機会があまりないためモーティベ-

ションを維持できず､英語学習が構文を暗記し訳読するだけの｢死語化｣する傾向にある｡同年代の米

国大学生との交流を持つことで英語を実際に話す機会を提供することは､異文化理解と語学力維持

の両面から大変有意義と言えよう｡また､海外研修を現実にしている米国大学生に触れることで自らも

留学を決意する学生も出てきた｡ ｢留学｣を別世界の遠い存在から身近で自ら実施する可能性を持っ

た具体的な存在に変えることができた｡

6.4学内留学の単位付与にかかわる課題

学内留学は授業時間が多く英語で全ての課題をこなしていくので､その学習時間に対して単位を付

与して欲しいという要望がこれまで参加学生から出されていた｡この要望を受けて今年度は単位付与

を前提に付与に係わる書類の作成など準備を行ってきた｡しかし､手続きを進めていくうちに学内規則

との齢歯吾が発覚し､結果的に受講した学生に迷惑をかけてしまうことになった｡これから委員会等での

承認を得て単位付与が実施できるように努力したい｡

6.5英語による岩手大学生対象の特別講義受講の体験

学内留学のように､アメリカ人対象の英語による授業を連続して受けられない学生でも､英語を学ぶ

学生は日本人向けの英語による講義を少し体験することで｢生の英語と本場の授業｣を体験できる｡全

ての内容を理解することは無理でも､少しずつ理解度が増すと努力の成果が感じられ､さらなる努力に

つながる｡今回の講義は学部の授業と時間的にかぶってしまうなどしたため､参加が大変少なく残念

であった｡次年度からは時間帯に配慮し､さらに講義の内容をお願いする先生と打ち合わせ､学生が

関心を持ちやすい内容とタイトルにしていきたい｡

(報告:尾中夏美)
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群山大学サマープログラム

1.プログラム概要

昨年より実施している､岩手大学国際交流センター企画の韓国群山大学サマープログラムでは学

生8名を今年も受け入れた｡研修の概要とスケジュールは表1､表2の通りである｡群山大学は現時点

で協定校ではなく､本プログラムの運営経費は参加者が支払う参加費で全て賄った｡プログラムの内

容は日本語研修と日本文化体験である｡前回は8月下旬の実施であったが､群山大学の新学期開始

直前ということで､先方の希望によって7月下旬からの開始に変更した｡

参加学生の選抜は群山大学が行い､定員を10名としたが今年度は8名が参加を希望した｡昨年同

様にプロジェクト中心に行い1クラスで対応した｡宿舎は大学キャンパスから離れた場所にあったので､

チャーターバスで毎日往復した｡

参加者にはプログラム修了後に修了式において修了証書を授与した｡

表1プログラム概要

受け入れ期間 兌ﾙ�ﾃ�吋繆ﾈ�3�?ｨ*�.s以���?｢�

受け入れ学生数とプロフィール 亊異�ﾅ��)�Xｧy?ｨﾎ｢�?ｩ[hｧx怎�D��h��ID��c洩ﾂ�&ｨ�ｦSIkﾂ��

宿舎 舒(訷�)�(晳D靠�zﾈ,ﾈ彙頷Iih,ﾘ7ｨ�ｸ8�5�6X42�

開講日本語クラス ��4�8�5��

経費 �7h8ﾘ4�8�8��8ｾ���N�/�*X��

表2.研修スケジュール

目付 度ﾈ�3�?｢�8月1日 �)?｢�3日 的?｢�5日 

(月) 宙懌��(水) 忠mｒ�(金) 宙贅��

午前 ��Y�Hｿ8ﾖ��ﾇﾒ�*b��8ﾍ��日本語授業 �?ｩgｸﾎｨ�ｼb�日本語授業 �7ｨ�ｸ8�5�6X42�ホームステイ 

午後 ��x圸9�(R�歓迎会 俾冰"�韓国語履修 �7ｨ�ｸ8�5�6X42�ホームステイ 

チェックイン �?ｩgｹ�ﾈｧy�b�夕方:さんさ 乂y�h,h,ﾈﾏ�zﾂ�

オリエンテ- ン/ヨン �,h�9>�藕ﾟB�踊り見学 ���ﾍ�3H鳧ﾚ��7ｨ5�6x7H4�7�8｢��ｸ,i�駘｢�
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日付 妬?｢�7日 悼?｢�9日 ���?｢� 

‖一十 宙ﾈ竰�(火) 忠�R��(木) 

午前 �7ｨ�ｸ8�5�6X42�日本語授業 �?ｩgｸﾎｨ�ｼb�日本語授業 ��Y�Hｿ8ﾖ�.h.��ｴ�ﾙ�� 

午後 �7ｨ�ｸ8�5�6X42�ﾍ�3H鳧,偬���ﾒ�イーオンに てショッピン グ �(YZ��ﾈﾋ��修了式と送別 会(野外炊 飯) �� 

2.受け入れに係わる準備について

6月中旬に群山大学の担当者よりプログラム参加決定をうけて､本格的な準備に取り掛かった｡前回

は大学の宿舎を使用したが､食事の準備など大変なことが多かったので､大体同じ距離にある岩手山

青少年交流の家を使用することにした｡但し､宿舎が混んでいる時期だったのでホームステイを当初の

予定より1日増やして三泊四日とした｡

3.日本語教育(担当:松岡洋子)

内容としては昨年度同様､日本語を使ったプロジェクトワークを行った｡テーマは｢私の知りたい日

本｣である｡受講者の日本語による情報収集､分析､発表などアカデミックな能力を向上させるため､プ

ロジェクトサポーターが期間中継続して個々の受講者についた｡昨年度はこのサポーターを｢日本語

教授法｣受講者に授業の一環として担当させたが､今年度は希望者を募り実施した｡

回 冦ｩWB�内容 �5H7ﾈ�ｸ5��ｸ,ﾉo�ｨB�

1 嶋ﾈ��?｢�竰�自己紹介&日本語で話し合おう ��(7��ｸ6x6��ｲ�
プロジェクトのテーマを決める �6X�ｸ7ﾘﾈ�.�,ﾈ4�6�6�485X�ｲ�

2 嶋ﾈ�)?｢��R��テーマについで情報収集 ��饑�ﾉ�X,ﾉ_ｹd�,ﾈ�ﾋ��>�vY�騫ﾒﾘ,ﾈ�ﾋ��

3 嶋ﾈ�9?｢盈ｒ�意見を聞こう �48985�7(8X�ｸ5h�ｸ6xﾞﾉ�ﾈ�ﾋ��

(ホームステイ先でのアンケート準備) �48985�7(8X�ｸ,ﾉUﾈﾋｸｵｩd��ﾋ粳5俥ﾒ�

4 嶋ﾈ繦?｢以竰�意見をまとめる �8ﾊ��騫ﾘ,ﾉ_ｹd��ﾋ��Zｩ�ﾙ_ｹd�,ﾈ�ﾋ��

5 嶋ﾈ繪?｢�竰�追加情報の収集 ��饑�ﾉ�X,ﾈ�ﾋ���饑��騫ﾘ,ﾈ�ﾋ��

6 嶋ﾈ纖?｢��R��調査結果と考察方法 �+(ﾛ以ｸ惓�騫ﾘ5H7ﾈ�ｸ6r�:)�7��ｸ6x6��ｲ�
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7 嶋ﾈ���?｢�発表資料の作成と準備 �7�8��ｸ7ﾈ48986x7H4�488ｸﾞﾉ�ﾈ5H7ﾈ�ｸ6r�

(木) 剩ｭ表表現指導 

同日午後 ��ﾈ惓JﾙUﾈ橙� 

群山大学の学生はそれぞれテーマを決め､日本についての知識を整理する活動を行った｡選ばれ

たテーマは､柔道､ドラマ､漫画､音楽視聴行動､物価､サッカーであった｡テーマ選定に当たっては､

単にインターネットなどで情報を収集しそれを発表するのではなく､調査した対象や現象についてアカ

デミックな分析を取り入れるよう指示した｡まず､知りたいテーマについて項目を挙げ､それを整理し､

文献､インターネットなどから情報を収集した｡さらに､ホームステイ先でそれぞれのテーマについて知

りたいことをインタビューし､その結果と収集した情報を分析し､パワーポイントファイルにまとめて発表

を行った｡

4.日本文化体験活動

毎口午後を日本文化体験活動に充てた｡活動には日本人学生との交流の機会を増やすために岩

手大学生に交流の参加募集を行ったが夏休み中という時期的な問題から､参加した学生はそれほど

多くなかった｡

ちょうど盛岡のさんさ踊りの時期と重なったので､今回は祭り見学ができた｡この体験は参加者に大

変好評であった｡

5.宿舎について

宿舎には韓国留学の体験がある日本人学生1名を常時配置した｡部屋割りがかなりきつかったよう

で､特に男子学生から少し不満が聞かれた｡また､夕方は比較的早い時間に宿舎に戻らざるを得なか

ったため､活動に制限ができてしまった｡

6.ホームステイ

語学研修･日本文化体験の目玉はやはりホームステイである｡ポスターを作り､ 6月いっぱいでホスト

ファミリーの募集を行った｡群山大学からホームステイ用の参加者プロフィールが届いてからホストファ

ミリーとのマッチングを行い､ 7月上旬にホストファミリーのためのオリエンテーションを実施した｡女子学

生を希望するホストファミリーが多く､電話などで調整を行った｡ホストファミリーには学生の到着までに

可能な限りメールや葉書などで連絡を取っていただくようにお願いした｡

7.参加者アンケートの結果

プログラム終了時に参加者全員に対してアンケート調査を行った｡正確を期するために韓国語で実

施した｡

個別の活動に関する評価は表3の通りである｡ 5が最高評価､ 1が最低評価である｡
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表3.個別の活動評価

2　　　　4　　　　6

b4□3□2 �����

プログラム全体の満足度については八人中七人が｢とてもよかった｣ ､一人が｢だいたいよかった｣とし

ているので､全体として満足度の高いプログラムが提供できたことがわかった｡

8.成果と今後の課題

8.1日本語研修(担当:松岡洋子)

参加学生は昨年同様､学年､日本語力､興味分野に差があり､決められたテーマに対する研究の取

り組み姿勢も異なった.その対策として､今年度は各学生がそれぞれのテーマで個別にプロジェクトに

取り組むようにした｡幸いサポーターは学生だけでなく､卒業生､中学校教員などから計10名の協力

が得られ､連日ほぼマンツーマンで対応できた｡しかし､プロジェクトワークそのものに対する抵抗感を

抱く学生や､アカデミックな視点での分析について理解が不十分な学生もおり､事前の説明や基礎知

識の提供などにもう少し時間を割く必要があったことは大きな反省点である｡

来年度は､サポーターをより多く確保すること､学部生だけでなく､大学院生､留学生､社会人など広

く呼びかけること､サポーターに対するオリエンテーションを実施し各自の役割に対する認識を深めるこ

とを心がけたい｡
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8.2宿舎

今回は岩手山青少年交流の家を使用することで､食事つきの安全､清潔で安価な宿舎を提供する

ことができた｡しかし､その反面午後4時過ぎに毎日実施されるリーダーの打ち合わせや､門限など活動

を制約される場面が多々あって対応に苦慮した｡また､施設全体が繁忙期であったため､男子が狭い

和室に詰め込まれて､不満が出た｡来年度はコストを抑えつつ参加者の利便性も考えた宿舎を手配

するよう心がけたい｡

8.3プログラム構成

前回の反省を踏まえて､今回は自由時間を設定しスケジュールに余裕を持たせた｡今回はホームス

テイが三泊四日になって､前回より一泊増えたが､その分ホストファミリーとはゆっくりとすごすことがで

きたようで､ホストファミリーにも概ね好評だったようである｡

9.継続に向けての取組と今後の展望

海外からの日本語･日本文化の研修プログラムを2年続けたことからノウハウも蓄積できたので､将来

的に海外の他大学にも提供する方法を検討していきたい｡

(報告:尾中夏美)
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石河子大学学生派遣プログラム実施報告

1.岩手大学派遣メンバーと石河子大学担当者

派遣学生は以下の5名の学生である｡今年度は8名の応募者(うち1名は選考手続き前に辞退)の中

から学年､参加動機等を考慮して選考した｡今年度は､中国語研修が中心となるプログラムに変更さ

れ､日程が2週間にわたること､派遣学生のうち大学院生が中国吉林農業大学に1年間留学経験を

持ち､リーダーの役割を担う能力があるという2点を勘案し､教員が全行程を引率せず､国際課の雀職

員が石河子大学まで引率し､帰国時は北京にて学生を出迎え一緒に帰国する､という形態をとった｡

岩手大学学生交流訪問団メンバー

学生:目陰舘　周平

松田　健作

金子　智志

望月　貴絵

草　明生

引率:雀　華月

人文社会科学部国際文化課程3年

人文社会科学部国際文化課程3年

農学部農業生命科学科2年

教育学部中学校教育･書道1年

農学研究科農林環境学専攻1年

研究交流部国際課国際企画グループ外国語専門職員

2.日程および交流概要

<準備>

参加学生は出発前の約1カ月半､訪問のための準備を行った｡準備期間中3回の打ち合わせを実

施した｡訪問期間中に岩手大学および岩手､日本事情紹介のプレゼンテーションを行うため､担当項

目を分担し､発表用スライド作成と発表練習を行った｡また､歓迎会でのアトラクションの練習を行った｡

打ち合わせは国際課雀職員と尾中教員､松岡が担当した｡なお､今回の派遣事業の学生参加費用

は20万円で半額は昨年同様教育支援施設戦略経費から支出し､半額は参加者の自己負担であっ

た｡

【準備日程】

日付 �>�vR�

7月上旬～ 伜����)^X�､ｨ趙�

7月20日 冤ｩ�ｩ�俟ﾂ�

8月8日(火) ��c����X+�x.ﾘ+萄8�986��ｸ��樓I?ｩ/i��k鶇�詹��*ｹ9��

9月14日(木) ��c(���X+�x.ﾘ+萄7h8ﾈ986Rﾘ5h8�98*�.h-�4�6x8�4�5h8x98��OR�

9月16日(月) ��c8���X+�x.ﾘ+道?ｩ/hﾜX�ｦﾙDjH7h8ﾈ986Rﾘ5h8�98*�.h-�4�6x8�4�5h8x98��OR�
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【訪問日程】

日付 �>�vR�

9月19日(火) �ｩ:羯�x圓ﾙ�Y�Bﾙfｸｹ竕fｸｹ飆���

9月20日(水) �ｩ:羯fｸｹ籀4X8ｸ8�6�ﾙ�陷ﾘ���+�+�*�.y�陷ﾘ��I���

9月21日(木) �6x4X8ｸ7H4�9:H4X8ｸ8�6�ﾊ乂r�

9月22日(金) �4�8ｨ4x986X�ｸ5h8x9:Hｧy>�ﾊ乂zI?ｩgｸ��櫁,hｧy�hﾜ�&ｸ橙�

9月23日(土) 倡9>�ﾊ乂zHｧy�h��ﾊ乂r�

9月24日(目) ��陷ﾘ��E��ｨﾊ乂r�

9月25日(月) �(hﾙ�ﾎｨﾗXﾜ���Xｧx���h,ﾙE�xﾊH�:H決岔:�+b唏ｧyYHﾊ乂r�

9月26日(火) �(hﾙ�ﾎｨﾗXﾜ�I?ｩgｸﾎｨ�ｼhﾊ乂r�

9月27日(水) �(hﾙ�ﾎｨﾗXﾜ�Hｧy�hﾜ�&ｸ橙�

9月28日(木) �(hﾙ�ﾎｨﾗXﾜ�IH8*)Z芥ｧy�hﾏ�zﾂ�

9月29日(金) 乂yYIdｹn"�

9月30日(土) �ｩ:羯�陷ﾘ��ﾘ4X8ｸ8�6�ﾙfｸｹ竕fｸｹ飆���

10月1日(日) �ｩ:羯fｸｹ籐�Y�Bﾙ�x圓�

3.交流実績､効果

今年度は中国語研修が中心であったが､集中して学習したことで一定の成果が上がった｡中国事

情の説明などもあり､実用的だったという評価を学生から得た｡さらに､各研究分野の研究室訪問では､

それぞれの興味分野について担当教員や学生たちとの質疑応答が交わされ､非常に有意義だったと

いう報告があった｡また､昨年に引き続き､参加学生たちは積極的に石河子大学の学生たちと交流し､

双方に刺激を与えあうことができた｡参加学生たちは中国人学生たちの勉学に対する真筆な態度や

将来に対する具体的な展望など驚きを感じたと同時に､これまでの学生生活を反省し帰国後の勉学

に対する意欲を掻き立てられたようである｡また､石河子の生活の様子から､日本で自分たちがいかに

恵まれた環境に住んでいるのかを実感したという感想もあり､短期間ながら異なる生活環境に身をお

いたことによって自らを振り返る機会を得たようであった｡

4.今後の課題

本プログラムは2回の実施で学生交流について一定の効果が認められた｡しかし､継続の必要性に

ついては､費用､期間､研修内容と効果､単位化の課題などを総合的に勘案し､詳細に検討を行う必

要がある｡

(文責:松岡洋子)
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石河子大学日本語教師派遣事業報告

派遣期間:平成18年8月16日～平成19年8月15日(1年間)

派遣教師:菅原睦(国際交流センター嘱託コーディネーター)

1.概要

平成16年度に猪内前学術担当理事が石河子大学を訪問した際に石河子大学学長と交わした覚書

に基づく日本語教師派遣事業が､平成18年度も引き続き実施された｡派遣された教師は､石河子大

学の主に英語専攻の学生に対して第二外国語としての日本語の授業を担当する｡

2.派遣前研修

2.1日本語教育研修

派遣前3ケ月間､国際交流センターにおいて､日本語教育研修を実施した｡研修内容は以下のと

おりである｡日本語教育の知識と技能を速習するため､実習を多く取り入れ､即戦力となる知識､技

能の養成を目指した研修を実施した｡

1)　日本語教育基礎知識習得研修:日本語教育概論､教科書分析､教案作成方法講義等(週1回)

2)授業見学:日本語特別コースの⇒受業見学と見学レポート作成(週2-3回)

3)授業実習:日本語特別コースの中級前半レベルの授業実習(週2回｡見学含む)

4)カリキュラム作成:授業使用予定教材による1学期間のカリキュラム作成

2.中国語研修

教育学部の交換留学生が担当した中国語レッスンを週2回各1. 5時間受講した｡

2.2任期中の担当業務

1)前期の担当授業科目名と時間帯･単位数･受講対象･受講者数

日本語(-)単位数　4　-学期72時間19週(週に2コマ　計4時間)

受講者　外国語学院英語専攻　3年生　60名

日本語(≡)単位数　3　-学期54時間(週に3コマ　計6時間)

9･12月の2ケ月(10-11月は4年生が教育実習のため授業なし)

受講者　外国語学院英語専攻　4年生　60名

日本語促成班　2ケ月間

週末1日3時間の初級クラスと中級クラス　約50人
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2)後期の担当授業科目名と時間帯･単位数･受講対象･受講者数

日本語(二)前期の日本語(-)の続き

受講者外国語学院英語専攻3年生58人

単位数　4　-学期72時間19週

日本語(二)受講者科技学院英語専攻3年生30人

単位数4　-学期　72時間19週

3)その他の業務

成績管理など授業に付帯する業務｡

3.課題と展望

2年度にわたり日本語教師派遣事業を実施したが､以下の検討課題が明らかになった｡

◎日本語教師派遣事業の位置づけと意義

交流協定の覚書に基づいた日本語教師派遣事業であるが､その日的､意義､効果につい

て不明確である｡英語専攻科の第二外国語科目としての日本語科目が開講されているが

正規のカリキュラムに定期的に位置づけられている語学授業担当者として岩手大学の関

係者が継続的に赴任する必要性について検討が必要である｡

◎人選と期間

岩手大学の大学院教育では日本語教育はほとんど取り扱われておらず､大学院生や卒業

生などから大学レベルで教育するための日本語教師を人選することには限界がある｡また､

日本語教育に関心のある大学院生を派遣する場合､ 1年間休学して派遣される形態は学

生の負担が大きい｡卒業生が派遣する場合にも､派遣中の身分や帰国後の処遇などで

課題がある｡

今後も日本語教師派遣を継続するためには以上の課題について具体的､かつ有用な対応を見出す

必要がある｡

(文責:国際交流センター松岡洋子)
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石河子大学学生受け入れプログラム実施報告

1.概　要

協定大学との学生交流事業の一環として､昨年度に引き続き11月に石河子大学からの訪問団

受け入れ事業を行った｡今年度は昨年度より訪問日程が長く､日本語学習を取り入れたプログ

ラムが実施された｡

<訪問学生>

王探(男) WangChen　水利建築工程学院　学部2年

関　暁虎(男) GuanXiaoHu　水利建築工程学院　学部2年

王興博(男) WangXingBo外国語学院　学部4年

肖　佳楽(女) ⅩiaoJiaLe　生命科学学院　学部2年

馬　燕(女) MaYan　医学院　学部2年

<引率教職員>

李孝光(男) LiXiaoGuang　学工部長副部長

郭　偉(男) GuoWei　　　対外交流与合作処主任

<日程および交流概要>

受け入れ準備は7月から国際交流センター教員と国際課職員によって進められた｡また､プログラム

の実施に当たり､情報メディアセンター(図書館､ミュージアム)､農学部､工学部､人文社会科学部の

協力､支援を得た｡さらに､学生同士の交流を深めるため､歓迎会､交流会等で石河子大学派遣事業

に参加した学生たちを中心に､本学サークル(アカペラサークルVOIVOI､ストリートパフォーマンスクラ

ブ) ､派遣日本語教師経験者､ボランティア等の多くの学生がプログラムの運営に協力した｡

今年度の交流事業は､岩手大学の学生派遣事業と同様午前中の日程は日本語研修が中心となっ

た｡日本語講座は小野寺淑(センター非常勤講師) ､坂本淳子(センター非常勤講師) ､松岡洋子の3

名で対応した｡そのほかの交流事業については昨年度と同様で､学生交流､岩手県内見学､研究室

訪問などが行われた｡また､学生交流の新たな試みとして､座談会を実施し､日本と中国との関係につ

いて学生の意見交換を行った｡

なお､昨年度は全日程を大学そばの第一ホテルに滞在したが､今年度は経費の都合上､岩手県青

少年交流の家に7泊､第一ホテルに3泊滞在した｡岩手県青少年交流センター宿泊中は､教育学研

究科1年次の夏から1年間石河子大学に日本語教師として派遣された佐々木仁美および同じく寧波

大学に派遣された亀田智代が通訳として宿泊した｡

-93-



<スケジュール>

日付 乖�:�>�vR�

11月2日(木) �ｩ:罠fｸｹ籐�Y�Bﾙ�x圓�

11月3日(金.祝) 亶ｸﾌ8ﾊ乂r�

11月4日(土) ��x圷ﾊ乂r�

11月5日(日) 兌ﾙ�(ﾊ乂zHｫﾘﾇﾙuｹ����

11月6日(月) �?ｩgｸﾎｨﾗXﾜ�H7�8X�ｸ5x4�8�*�.h-��ﾘ��ｭ侈乂zH4ｨ8�4�5��

11月7日(火) �?ｩgｸﾎｨﾗXﾜ�I�陷ﾘ���Xｧx��櫁*�.h-�ｧy�hﾜ�&ｸ橙�

11月8日(水) �?ｩgｸﾎｨﾗXﾜ�IH8*)Z��

11月9日(木) �?ｩgｸﾎｨﾗXﾜ�I(YZ��ﾈﾋ�Hﾏ�zﾈ橙�

11月10日(金) �?ｩgｸﾎｨﾗXﾜ�HﾊHｸh�dｹn"�

11月11日(土) 僣8*)Z蟹�y¥ｨ橙�

11月12日(臼) �ｩ:罠�x圓ﾙ8ﾈｹ竕?ｩgｹ�Xｧydｹn"��

3.交流効果と今後の課題

プログラムの運営にあたって昨年度と今年度の石河子大学訪問学生が中心的な役割を果たし､交

流がより深まったのが何よりの効果といえる｡学生たちは昨年と同様､研修終了後も電子メール等で連

絡を取り合い､交流を継続させている｡また､石河子大学で日本語を履修した学生1名が今回の研修

中に他の学生の通訳の役割を果たして学習の成果を発揮し､日本語学習に対する動機がさらに高ま

ったようであった｡学生座談会では､岩手大学に在学する留学生も交えた活発な意見交換が行われ､

日中関係について学生たちはそれぞれ新たな展望を見出したようである｡

本事業は､派遣事業と同様に2年間実施され､一定の効果を挙げた｡事業の継続については､費用､

効果､意義などを検討し､新たな形での学生交流事業を展開させていきたい｡

(文責:松岡洋子)
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海外派遣のための語学支援

1.スーパー･イングリッシュ

スーパー･イングリッシュは留学準備のための英語集中コースとして位置づけ､大学の教室を使用するが大学

のカリキュラムには組み込まれていない｡短期間での効果を上げるために受講資格を設けた｡概要は以下の

通りである｡

開講期間(11週間):前期　4月18日～7月8日､後期10月5日～12月21日

授業時間:月､水､金の18時20分～19時50分

受講資格:学部は問わない｡ ①英語検定2級以上､ ②TOEFLまたはTOEFLITPで480点以上､

③TOEIC700点以上のいずれかを満たすこと

募集定員:15名

受講料:前期は有料､後期は予算がついたため無料

教員は外部から雇用した､英語を母国語とする英語教育の専門教員で､英語圏で実施されているESLプロ

グラムに準じた構成である｡授業は全て英語のみで実施した｡今年度よりインターネット版TOEFLへの対応を

視野に入れた構成に変更し､曜日毎に聴解とノート筆記､読解と口頭表現融合､読解と作文表現融合とした｡

受講者数は表1の通りである｡

表1.受講者数
2006年度前期 劔�#��iD�7夷8ｯ｢�

所属学部 �?ﾈ���教育 儘逢r�農学 俘xﾇb�入社 仆8屍�工学 僞�r�合計 

人数 迭�2 ���1 唐�4 釘�1 ���10 

終了後のアンケート調査では内容についてほぼ全員が満足であると答えているが､受講資格が英検2級で

は低すぎるという指摘が見られた｡しかし､英検準1級を最低条件とした場合､受講できる資格のある学生数が

激減することが予想されるので､指摘に妥当性があると推察されるものの今後も受講資格はこのままで据え置く

こととする｡

プログラム終了後には成果を見るために直近のTOEFL(ペーパー版)を受験するようにと受講者に指導して

いたが､講師から教えている内容と実際に受験する試験の内容にギャップが大きいため､どちらに照準を合わ

せた授業にすればいいかに迷うとの苦情が寄せられていた｡これについては､来年度より盛岡でもインターネ

ット版TOEFLが受験できるようになるので､解決するものと思われる｡

2.リーディング･マラソン

今年度4月から新規事業としてリーディング･マラソンを開始した｡これは難易度によって6レベルに分けられ

た読み物をそれぞれ最低400ページずつ読破していき､ 1年間で6レベルの読み物を読み終えるというプログ

ラムである｡事業の目的は600語程度で書かれた易しい読み物から少しずつ英語で読むことに慣れていき､最

終的には3000語程度で書かれた小説を読めるようになることで英語の読解力をつけることにある｡各自のペー

スと都合に合わせて読むことができる上に､幅広く沢山用意された本の中から各自の好みにあった本を借りる

ことができるのがこのプログラムの利点である｡用意された本は表2のように分類され色分けしている｡

表2.本の難易度

Orange1 田��ﾎｨ������ﾎｩ/i7��

Orange2 �����ﾎｨ���

Green1 ��#��ﾎｨ���

Green2 ��S��ﾎｨ���

Green3 �#���ﾎ｢��

Blue �3���ﾎｨ���

周知は学内掲示のポスターとウェブで行った｡ 1ケ月に3度の公開貸出日を設定し､登録者にはメールで開
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催日を案内した｡登録者数の増加は表3の通りである｡

表3.登録者数の推移

登 劔録者数 

60 50 40 雪30 20 10 0 �� ��LCtl.､案. �� 佇��

rL-._.∫ ��

4 劍���"�

3.英語学習支援のためのホームページ

英語力を付けたいと考えている学生は多いが､具体的にどこから始めればいいかわからず相談に来る学生

がいることから､英語学習支援のためのページを立ち上げた｡ここには聴解､速読練習などができるウェブペ
ージ-のリンクの他､学内で実施される英語学習にかかわるイベントの紹介などもしている｡

写真1.英語学習支援のウェブページ

Fl研芦甲

このぺ-ソ(3大学4年間の間に英語をモノにしたい人のための支援′＼ト, /です｡英語を

学ぶ方法は色々ありますが､自分の目的やしヘルにあったものを見つけてくだ乱､｡

英語学習に役立つウェブペ-ジ

手刀扱L/(ル

抄　　ErlgllSh Ll皇†帥｢三g FLlL仰

>l lnter'act've ､3arnをS hJbt⊂卜IrSl紬rdS_

Eミ｣〔舶rs

歩き　　ESL Leamllg Centre

中･上級レベル

P H∴二i-11=_:上./･二･..日- ]･J

lby　(･ulirJrdE Pr(.frks Prqe･こ'

妙　　KJd 3口舌Ce

抄　t--pee=｢･ Dy V矧.ga｢･ Maalnヨ川IOL.el rn=e VW柑~∠札iSi

C…1ウ⊂･1.NI什■ Enzl■Sh

英語を芋ぶ高枠木学生向ナのE'テオをウェブで見ることわ､できます

P　{tHomL'･n､ノaPan

色々なレベルの教材が用意されているサイト

･ ･　LL上i.こし｣

Feヨ_CTLurliEgae_プ

4.課題と今後の取組について

リーディング･マラソンは順調に登録者数が増加している｡ゴールをはっきりする意味で1年間のプログラムと

位置づけたが､ 1年にこだわらずマイペースに継続する学生もいる｡本の貸し出しは研究室で行っているが､

手狭なため､今後の対応を考える必要がある｡また､英語の聴解能力が依然として低い学生が多いので､英語

を聞く機会を増やすとともに､スキル別に学習ができる新たなプログラムを今後立ち上げていきたい｡

(報告:尾中夏美)
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海外留学情報提供

海外の大学との学生交流や様々な海外研修プログラムに関心をもってもらう目的で以下の事業を実

施した｡

1.海外留学･研修オリエンテーション

実施日程と参加人数は以下の通りである｡

実施日程:5月11日(木)午後4時30分～午後7時15分

参加人数:63名

前目には大学生協主催のTOEIC体験も催され､この二日間を大学生協との国際教育共催事業と位

置づけた｡オリエンテーションの内容は､表1の通りである｡

表1.プログラム

時間 �>�vR�

16:30--16:40 丶8､��r靆H�8,ﾈ�8ｶ�,hｮ(詹�Xｧx,X,ﾈ辷��ﾉ�x,�,(*(,B�

16:40--18:35 �8ﾘ5h4�7h8ﾘ4�8�8���ﾉ[h��檍怦ｧyYI���ｲ��

オーストラリア短期語学研修(工学部対象) 

カナダ.オーストラリア短期語学研修(全学対象) 

米国短期研修(農学部対象) 

国際ボランティアプロジェクト､TOEFL(全学対象) 

フランス語学研修(人文社会科学部対象) 

カナダ.米国交換留学(全学対象) 

韓国交換留学(全学対象) 

18:40/-19:10 ��ﾈﾋ��(,�.h.價ﾙUﾂ�4ｨ6�5ⅸｭ異���

19:10-19:15 俯�陌�9ｪH4�985��ｸ6xｴﾉ?ﾂ�

19:15 做几��

アンケートは36名分回収できた｡参加者の関心事項はプログラムの内容と全体の費用であった｡

2.個別留学相談

個別留学相談は学生それぞれの授業時間との兼ね合いもあるので､不定期に実施している｡相談受
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付のポスターは常時掲示しているので､希望者は国際課を通すか直接メールで相談時間の予約を入

れてくる｡

相談内容は語学研修､ワーキングホリデー､交換留学と多岐に渡るが､学生側の情報収集不足がか

なり見られる｡人生設計や将来の希望職種などについても話を聞きながら相談に応じている｡また､高

い語学力を求められる留学に関しては､準備方法などについても助言している｡

表2.相談者所属別留学相談のべ件数

年 �2006年度 劔劔劔年度合計 

月 �4 迭�6 途�8 湯�10 免ﾂ�12 ���2 �2�

入社 ��D�� �� �"� ��2 �� �� ���5 

2年 ��� ��� �� �� �� �� �"�

3年 ���1 ���2 �� ��� �� �� 澱�

4年 ��� �� �� ��� �� �� �"�

院 �� �� �� �� ��� �� ���

教育 ��D�� �� �� �� �� �� ��0 

2年 ��� �� �� �� �� �� ���

3年 �� �� �� �� �� �� ���

4年 �� ��1 ��� �� �� �� �"�

院 �� ��1 �� ��� �� �� �"�

工学部 ��D�� �� �� �� �� �� ��0 

2年 �� �� �� ��� ��1 �� �"�

3年 �� �� �� �� �� �� ���

4年 �� �� �� �� �� �� ���

院 �� �� �� ��1 �� �� ���

農学部 ��D�� �2� ��� �� �� ��� ��5 

2年 �� �� �� �� ��1 ��1 �"�

3年 �� �� �� �� �� ��1 ���

4年 �� ��� �� �� �� �� ���

院 �� �� �� �� �� �� ���

合計 ��4 釘�3 途�1 ���6 ���1 �2�0 �2�33 

3.留学･研修体験の展示

今年度初めて海外留学や研修の体験者に声をかけて､大学祭で｢世界-飛び出せ岩大生｣と銘打っ

て､海外プログラムの紹介を行う展示を行った｡大学祭では同時にオープンキャンパスが開催されてお

り､岩手大学に県内外から多くの高校生が訪問する｡そういった高校生や在学生に岩手大学が積極的
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に海外派遣を実施していることをPRする機会とした｡会場にはプログラム紹介や写真･物品展示を行い､

海外のお茶やお菓子を用意し､体験者が交代でプログラムの解説などを実施した｡二日間で約60名が

参加した｡

写真1.会場の様子
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国際交流センターの海外向け広報活動報告

1.海外でのPR活動と情報収集の意義

日本の大学への留学希望者の多くは､東京などの大都市圏に留学を希望する｡生活費がかかるも

ののアルバイトが地方に比べて豊富にあるし､日本語学校などが集中していることもその要因であろう｡

しかし､地方大学の実情についての情報不足や偏見なども多分に作用していることが留学フェアなど

に参加してみて推測される｡岩手の地理上の位置がわからないだけでなく､ ｢先生はなまりがひどいの

ではないですか? ｣などといった質問が沢山寄せられる｡卒業生から｢せっかく学位まで取ったのに､

友達からは『そんな大学は知らない』と言われで悔しい思いをするので､もっと知名度を上げて欲しい｣

と言われたことがある｡知名度が低く偏見を持たれた大学に､熱意ある質の高い留学生が出願してくれ

ることを期待するのはあまり現実的ではないだろう｡大学についての正確な情報を発信するとともに､

留学を希望する学生にどのようなニーズがあるのかを把握し､的確に必要な情報を提供することが重

要である｡

2.多言語ホームページへの取り組み

国際交流センターではセンターのホームページ上に多言語のウェブページを載せている｡現在日本

語､英語を含めて10カ国語対応となっている｡

多言語ホームページの立ち上げに関しては､留学生対象にホームページ作りのワークショップを実

施し､その研修受講者を各国別チームに編成してアルバイトとして雇用し､あらかじめ指定した内容を

翻訳してもらった｡更新の手間がかからないようにパスワードがあればどこからでも簡単に編集できる

wikiと似たシステムを工学部院生に開発してもらい､フォーマットも統一した｡内容は概要や学部､生

活環境､自分が留学してみての印象など簡単なものである｡

多言語ウェブページ

静多言語のウェブページ

ベンガル語

タイ語

中国喜吾

繕Ef]語

ロシア語

マレーシア語

ベトナム語

:･岩,: ∴喜

スペイン語

静岩手大学曾学生の声

留学生の*ンセージ

韓国語のウェブページ
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3.日本留学フェア

3.1韓国

韓国で開催されたJASSO(日本学生支援機構)主催の日本留学フェアは釜山とソウルの二会場で

一目ずつ開催された｡釜山は教員1名､事務職員1

名で対応し､ソウルは帰国中の大学院生が応援に入

ってくれたので韓国語対応者は1名増員で2名になっ

た｡事務職員は昨年同様に朝鮮族の中国人であっ

た｡

入社系と教育に関心分野が偏っていた｡

今回､学部概要に加えて細かい学科の説明なども

韓国語で用意できた｡

日本留学についての手続きにはかなり知識があるよ

うで､来訪者の質問はかなり具体的な内容であった｡

3.2　タイ

(1)日本留学フェア

教員1名､事務職員1名で参加した｡今回から本学

卒業生で毎年通訳などで手伝ってくれる人に国際交

流コーディネーターを正式に委嘱し､両会場で通訳

をしてもらった｡資料は本学紹介のチラシ､ CDの他､

ポスター､日本語授業時間割､大学人試案内の他に､

学科の詳しい内容を韓国語版を基にしてタイ語で準

備した｡別の卒業生も一家で応援に来て会場の設営

などを手伝ってくれた｡

今回のフェアの問題点は主催者であるJASSOの日

程調整や事前pRの不手際から来場者が前年に比べ

て極端に少なかったことである｡国際交流センターと

してもPRに改善を加えていくことは当然であるが､

JASSO側の対応については当日担当者に改善を申

し入れておいた｡

3.3　NAFSA(米国国際教育学会)

日本留学フェア(韓国)概要 

開催日程 乘亥#｣佇纖?｢�7丁H5ﾈ4R�

ル:9月10日(目) 

開催場所 乘亥#ｨｩ亥)5x麌5(987�985b�
ヨンセンター 

ソウル:展示コンベンション 

センター 

来場者数 乘亥#｣�S妬kﾂ�
ソウル:2918名 

岩手大学ブース -の来訪者数 乘亥#｣SYkﾂ�

ソウル:124名 

日本留学フェア(タイ)概要 

開催日程 �6�4h987ﾘ43｣��ﾈ紕�7丁B�

バンコク:6日(日) 

開催場所 �6�4h987ﾘ43ｨ6�4h987ﾘ42�4��

-キッドホテル 

バンコク:ソフイテル.セン 

トラルプラザホテル 

来場者数 �6�4h987ﾘ43｣�C)kﾂ�
バンコク:421名 

岩手大学ブース -の来訪者数 �6�4h987ﾘ43｣#9kﾂ�

バンコク:61名 

-101-



前年に引き続きの参加である｡JASSOが用意した日本の大学の集合展示ブースで､本学に割り当

てられた時間帯にブースにおいて説明を行った｡会

場では事前申し込みを必要とするワークショップ､当

日参加の研究発表などが数多く用意されていて､国

際教育関係者の研鎖の場ともなっていた｡

日本留学フェア(北米)概要 

開催日程 �#��YD綛ﾈ�#�?｢盈｢����

26日(金) 

開催場所 �4ｨ6�5ⅸ8(986x8ｨ4��ｸ8ｸ5"�

ンペンションセンター 

3.4 EAIE(欧州国際教育学会)

EAIEはNAFSAに比べて規模は小さいものの､最近大きく変革しつつある欧州の国際教育の動向を

知るために最も良い場である｡日本との学生交流を

希望する大学の担当者-の説明もブースで行った｡

アイスランド大学が最近日本語･文化の学科を新設し

たので交流先を求めているという担当者に会い､帰

国後教員と資料交換した｡今後本学の各学部の意向

を伺って交流に結び付けていきたい｡

日本留学フェア(欧州)概要 

開催日程 �#��YD纔ﾈ��2盈ｘ���b�

(土) 

開催場所 �5�485芥6��ｸ5ｸ8ｸ�2�

4.活動の評価と今後の課題

4.1岩手大学の知名度を上げる努力

海外でリクルート活動をしていて痛感するのは､現地での知名度の低さである｡ ｢岩手はどこにあるの

か｣から始まって､ ｢先生はなまりが強くて標準的な日本語が話せないのではないか｣といったことに至

るまで､魅力ある留学先としてのイメージができるまでの道のりが遠いことを感じる｡

一方で以前東京の進学説明会において日本の語学学校に通う就学生が岩手大学という名前をあら

かじめ知った上でブースに来てくれた｡本学が毎年参加している海外の日本留学フェアにおいて本学

ブースでの説明を聞いたようである｡今後も名前を聞いたことがあるというレベルまで持っていく地道な

努力が引き続き必要である｡

5.2多言語による情報提供の充実

留学生-の情報提供は英語は言うまでもなくできるだけ多言語での対応をめざす必要がある｡多く

の留学生はインターネット･カフェなどから本学のウェブにアクセスしてくるようであるが､そのような環境

では日本語フォントが入っていないことが多い為､文字化けなどが生じて十分な情報を得ることができ

ないようだ｡英語ではこのようなことが避けられるので､最低限英語での情報提供を充実させるとともに､

大まかな情報は多言語で対応していきたい｡

(報告:尾中夏美)
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タマサート大学生との交流会報告

タイのタマサート大学で日本語学科に所属する学生が日本研修として10月に岩手県八幡平市にホ

ームステイした｡この期間中に日本の大学祭を見学する目的で本学を訪れた｡

目時:平成17年10月22日(土)午前10時すぎ～(｢不来方祭｣開催中)

来学者人数:学生17名､引率教員1名

本学の参加学生数: 6-7名

会議室で本学のタイ人留学生が日本での学生生活などについてタイ語で説明した後､日本人学生

が小グループに分かれたタイ人学生を案内した｡今回は事前に数名の学生にこの案内役を頼み､都

合のつく時間帯にそれぞれ小グループを連れて大学祭を案内してもらった｡集合時間になって会議

室に戻ってきたときには親しげに話し合っていたので､よい交流ができたと思われる｡
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会話パートナー制度

渡日間もない留学生には日本語での会話に不安を持つ学生がいる｡そのような留学生に対して日

本語の会話の練習相手になってあげる日本人学生ボランティアを会話パートナーと呼んで､登録制度

を実施している｡今年度の登録者は14名であった｡

登録者に必要に応じて担当教員から一斉送信で登録者の携帯電話やメールに連絡がいくようにし

ている｡会話パートナーには個別対応のほか､留学生とのペアワークの相手として日本語の授業に入

ってもらう場合もある｡授業を通して親しくなり友人関係になる場合も見受けられた｡留学生との交流を

希望しながら接点が自分ではなかなか見つけられない日本人学生にとっては便利な制度と言える｡

(報告:尾中夏美)
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平成1 8年度岩手大学留学生実地見学旅行報告

実施要項

目　的　岩手大学に学ぶ留学生に対する教育活動の一環として､我が国の現状を実際に

見学し､留学生の日本に対する視野を深める｡更に留学生相互と留学生活の適

応と留学生教育の効果を高めることを目的とする｡

期　日　平成18年9月6日(水)～9月8日(金) (2泊3日)

旅行先及び見学場所(南北海道)

函館明治館､赤レンガ倉庫群､函館山､五稜郭公園､昭和新山､

アイヌ民族博物館､北海道大学(ポプラ並木､クラーク銅像) ､

札幌大通公園(時計台)

内　　容

宿泊地

参加者
統導者

交通機関

日　程表

南北海道の名勝･文化施設の見学

9月6日(水)万惣ホテル

9月7日(木)フェリー泊

外国人留学生　　4 0名

国際交流センター　　岡崎正道

国際課　　　今野和男･大矢　真

借上げバス､フェリー

月日 倬靼�� 行程 

1日目 塔｣���岩手大学学生センター前集合 

8:40 ��Xｧx�Jﾙ8ﾉfｸ齷:竟I;��

ll:30 ��)�椅�(R�(ｹ�云�9b��

12:30 ��)�椅��Jﾒ�7H4h8ｨ�ｲ��

16:10 僮�俟�(R�

9月6日(水) ��c｣3��ベイエリア､函館明治館､赤レンガ倉庫群見学 

17:30 �7�484x8ｨ4�II�冖韭�ｭ唔�H8ﾈ984ｹ��ﾌ佛��Jﾒ�

18:00 伜)�遥9�(R�8ﾘ�ｸ7h4X4x48,�,II�伜"ﾒ��

18:05 僮�伜)n佝宙ﾊ乂x鳧ｭC#�Z｢��

18:30 伜)�踊�Jﾒ�

19:00 �9(,ﾉ�ﾈ孳�)9�(X7ｨ6X8ｹiﾉ��6�4h6(4�4892�

函館市湯川町1丁目15-3(TelO138-57-5061) 

2日目 塔｣���ホテル出発 

8:10 佻ﾉ|Xｧ8ﾏh���

8:40 佻ﾉ|Xｧ8ﾏh���Jﾒ�

ll:40 傴ｩ���h�"位乂r�(ｹ�ｒ�

12:40 傴ｩ���h�(�Jﾒ�

9月7日(木) 3日目 ��3｣S��アイヌ民族博物館見学 

14:50 �4�486ｹj���H饂渥偬�ﾒ�

16:30 冉ｸ､9;��Xｧxﾊ乂r�7ﾈ7h8兔�m芥4�8��ｸ4��ﾂ��

17:30 冉ｸ､9;��Xｧx�Jﾒ�

19:00 �<�ﾉg�ﾖ�9�(R疫ｹ�ｒ�

21:15 �<�ﾉg�ﾖ��Jﾒ�7H4h8ｨ�ｸ,�,H鋹(iI���

4:15 價ｨﾌｸﾖ�9�(R�

9月8日(金) 田｣3��岩手大学学生センター前到着 
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平成1 8年度岩手大学外国人留学生スキー研修

実施要項
目　　　的

内　　　容

期　　　日

実施場所
宿泊場所

講　　　師

参　加　者

統　尊　者

移　　　動

準備する物

岩手大学に学ぶ外国人留学生が､スキーを通じて雪国である岩手の冬に親しむ｡更に

留学生相互､並びに教職員との交流を図り､留学生活の適応と留学生教育の効果を高

めること｡

スキー実技指導

平成19年1月4日(木)～1月6日(土) (2泊3日)

安比高原スキー場(岩手県八幡平市安比高原　TEL　0195-73-5111)

安比グランドホテル(岩手県八幡平市安比高原　TEL　0195-73-5011)

工学部教陵　　　　　藤田尚毅

安比高原スキー場スキー指導員　　7名

外国人留学生　　　　　4 0名

工学部教授　　　　　　藤田尚毅

国際交流センター助教授　　中村ちどり

国際課　　　　　　　今野和男､高田千住

借上バス(安比高原スキー場所有)

スキーウェア･手袋･帽子･ゴーグル(借りる人は不要)

スキー用具一式(借りる人は不要)

着替え

そ　の　他　　※ 1月4日(木) 9時までに学生センター前に集合

※　昼食は各自でとること

日　程　表

【第1日目】 涛｣���学生センター集合(時間厳守) 

1月4日(木) 涛｣#��学生センター出発 

10:30 ��NH4�8�986�7ｨ6X8ｹ9�(R�

ll:00 �4�8ｨ4x986X�ｸ5h8x92愛ｨﾕｨ���

ll:30 �5�4ﾈ�ｸ��ｵｨ��OR�

12:00 �(ｹ�ｈｦX齟��

13:00 們�ｵ｢育y;�蹴��

16:00 俾冰"�?ﾉx�,�,r��

18:00 冰ｹ�りﾏ�zﾂ�

【第2日目】 都｣3��朝食 

1月5日(金) 涛｣���実技(指導員) 

12:00 �(ｹ�ｈｦX齟��

13:00 們�ｵ｢育y;�蹴��

16:00 俾冰"�?ﾉx�,�,r��

18:00 冰ｹ�りﾏ�zﾂ�

【第3日目】 都｣3��朝食 

1月6日(土) 涛｣���実技(指導員) 

12:00 �(ｹ�ｈｦX齟��

13:00 偬�ﾘ��OR噂(ﾕｨ���

13:20 ��NHﾘ(ﾋH5�4ﾈ�ｸ�ｨ�Jﾒ�

14:30 乂y�h5ｨ985��ｹ9�(R陝�薐�
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北東北国立3大学外国人留学生合同合宿研修会報告

1.実施概要

秋田大学､岩手大学､弘前大学の国立大学法人3大学は北東北連携推進会議を結成し､ 3大学連

携事業を実施している｡この一環として､留学生教育の連携を図ることを目的とし北東北3大学合同合

宿を平成16年度から行われている｡今年度は第3回目となり､秋田大学を幹事大学として次のような

内容で実施された｡なお､今年度の研修会は｢平成18年度北東北国立3大学連携推進研究プロジェ

クト:多言語･多文化状況における実践的コミュニケーション教育･評価方法の開発(研究代表者:弘前

大学･小山宣子)の研究の一環として日本人学生も参加した｡そのため､留学生が参加した過去2回の

研修とは内容が異なり､コミュニケーション教育として位置づけられた｡

実施期間: 2006年7月15日(土)～7月17日(月･祝)

場　所:秋田県青少年活動交流センターユースパル(秋田市)

参加大学:秋田大学14名(学生12名　引率2名)

弘前大学13名(学生12名　引率1名)

岩手大学18名(学生16名　引率2名)　計　45名

2.研修内容

<スケジュール>

l7月15日(土)1

13:30-14:00　受付(弘大･岩大は借上バスで現地集合)

14:10-17:30　①オリエンテーション(約15分) ･事前アンケート実施

②アイスブレーク(約50分)

③多文化グループワーク(約60分)

17:40-18:40　夕食(レストラン　ユースパル)

19:00-21:00　共同作業(ビデオスキット作成)(1) ･グループ分け･テーマ選択･アイデア作成

21:00-22:00　自由時間･入浴

22:30　　　　　就寝

l7月16日(R)l

6:30　　　　　起床･洗面　宿泊室清掃

7:30-8:30　　朝食

9:00-12:00　共同作業(2)スキット作成･練習
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12:00-13:00

13:00--17:30

17:40--18:40

18:40-21:30

21:30-22:00

22:30

17月17日(月)E

6:30

7:30-8:30

9:00-9:20

9:30

昼食

共同作業(3)ビデオ撮影(2回)

夕食

発表会･表彰(賞品あり)･振り返り

入浴

就寝

起床･洗面　宿泊室清掃

朝食

まとめ･事後アンケート実施

解散

<研修の目的>

多文化状況におけるコミュニケーションに必要な知識､技能や具体的な課題について参加者に体験

的に学ばせるために合宿研修を実施した｡その意味で､過去2回の合宿研修と比較すると､研修目的

が単なる交流からアカデミックな体験学習-とシフトした｡特に､日本人学生が参加することによって大

学を超えた交流が深化したことが特徴である｡

<合宿の様子>

初日は作業グループに分かれてそれぞれのメンバーと知り合うことが活動の中心となり､グループの

シンボルを作り､これからグループ作業で完成させるビデオ劇のアイデアを練った｡ 2日目はよりビデオ

劇の作成作業を行い､夜には成果発表をした｡参加者は途中､アンケートに回答する形で各自の作

業やグループについて内省し､多文化状況でのコミュニケーションに対する各自の技能や態度につい

て学んだ｡なお､参加者のうち､秋田大学と岩手大学は全学共通教育科目｢日本事情｣の履修者であ

り､多文化コミュニケーションについて授業を通じて基礎的な知識を得ていた｡岩手大学の学生につ

いては合宿参加が単位認定の条件の一部となっていた｡一方､弘前大学の参加者は自由参加であり､

交流に意欲のある学生が参加した｡

3.参加者の反応(アンケート結果より)

合宿終了後､各大学でアンケートを実施した｡全体的には､参加者はどの活動に対しても肯定的に

捉えており､好評だった｡以下にアンケート結果を示す｡
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<アンケート結果> (回答数　40名-100%)

1.合宿の時間中長さはどうでしたか..- 忠�ﾂ��(%) 

a.ちようど良かつた �#��50 

b.時間が長すぎたので,もつと短いほうがよかつた �"�5 

C.短すぎたので,もつと長いほうがよかつた ����45 

2.泊まった輯所はどうでしたか. �� 

a.よかつた �3��75 

b.まあまあよかつた 唐�20 

C.他の場所のほうがよかつた ���2.5 

d.場所はどこでもよい ���2.5 

3.研修内容はギうでしたか1 �� 

a.よかつた �#r�67.5 

b.まあまあよかつた ����25 

C.ちがう活動をしたほうがよい ���2.5 

d.どんな活動でもよい �"�5 

･4.異文化コミユ土ケ--シヨシゲームはどうでしたかや �� 

a.よかつた �3B�85 

b.まあまあよかつた 迭�12.5 

C.ちがうゲームのほうがよかつた ���2.5 

5.感想(自由記述) 

･とても楽しく,いろんな国の人とコミュニケーション出来て良かつた○ 

･いろいろな国,学校の人たちと話をして,さまざまな考え方を肌で感じたo短い間だつたが,自分とは 

どういうものか来る前よりもわかった気がするo楽しかつた○ 

･他の国の学生との合宿は思つたより楽しかつたo若いから何でも話題があった○ 

･共同作業では同じ目標をもって頑張れた○最後自分の作品が認められたとき感動した○ 

･一緒に撮った写真をみながら,最後の日本の思い出だけど,美しく忘れられないと思った○ 

･別の国の人とただ付き合うことと一緒に作業することは違うことが分かったo作業はいろいろな 

トラブルが生じ,どのようにうまくやるかは重要な課題となってくるo全体として非常に面白く勉強になったo 

･異文化と地域の特徴がわかりましたo 

･Iwaspleasedtomeetstudentsfromothercountries.Ithoughtitwouldbe斤.ighteningiffaminlanguage 

problems,butitdidn'tmatter/problemtous. 
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･活発な性格の人と一緒になったのでよかった｡

･すごくよかった｡研修期間はちょうどよいと思います｡

･他の人とのふれ合いの時間や機会が少し足りないと感じた｡

･　とても楽しかった｡参加してよかった｡最初のゲームでたくさんの人と話せて楽しかった｡

グループワークも協力して出来てよかった｡他大学との違いに驚いたり,とても楽しい2泊3日でした｡

･新しい経験だった｡すごく嬉しかった｡なごりおしい｡他の大学の話を聞いていろいろ話をしてよかった｡

･本当におもしろかった｡他の大学の人と交流する機会はほとんどないので,貴重でした｡

場所も環境もいつもと違い,本当によい経験でした｡

･皆が違う場所から来て,日本語を共通語として一緒に話せることは本当によかったと思います0

新しい友達ができて,すごくうれしかったです｡

･いろんな学生と触れ合い,楽しく面白かった｡

･他大学の学生というよりも,留学生と一緒に合宿できて良かった｡

アジア圏だけでなく,もっと欧米の学生とも交流したい｡

･楽しかった｡グループを作るとき,個々の性格を配慮して作れば本当の意味でみんなが楽しめたと思う｡

留学生と一緒に生活する機会はめったにないので,貴重な体験ができたoありがとうございました｡

･寝食を共に過ごすことですぐ打ち解けられて良かった｡皆がもともと国際交流に興味を持っているので

上手くいった部分が大きいと思う｡自分が日本人ということで,記録係を率先してやらなければと感じた｡

･他大学の国際に興味のある日本人学生や留学生と集まる機会があまりないので貴重な体験だった｡

･とてもよかった｡

･普段は出来ない体験でとても楽しかった｡もう2-3日長ければよかった｡

･本当に楽しかったが,このような合宿は別れがかなしい｡いろんな国と大学の学生と会えて良かった｡

･新鮮で良かった｡留学生が多かったこともあり,夜23:00以降は静かにするなどのルールをあらかじめ

明示しておくべきだと思うo施設側に｢良識のない団体｣と認識されると施設利用を拒否されて困ると思うo

･楽しく騒ぐのはいいが,うるさかった｡もっと周りに配慮すべきであると思う｡

特定の人とばかり一緒にいる人も目立った｡もっとバラついて話をすべきだと思う｡

･岩大生,秋大生は単位が出るのでうらやましいと思う｡期末試験時期に行わないで欲しい｡心が落ち着かない｡

総合してよい経験になった｡ありがとうございました｡

･新しい友達が出来てよかった｡いい経験でした｡楽しかった｡

･とても良かった｡チャンスがあればぜひ参加します｡とても楽しかった｡

･とても楽しかった｡チームが他の大学･他の国の人と本当にバラバラだったので,交流できたことが自分にとって

大きいo全員とは話すことが出来なかったのが残念Q

･他大学の人とも留学生とも交流する機会がなかったのでとてもおもしろかった｡

･合宿の体験がないのでおもしろかった｡

･自分の大学だけでなく,他大学の留学生,大学生と会っていろいろな話ができてすごく良かった｡

時間が短すぎて残念oまたこういう機会があればぜひ参加したい｡
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･自分の大学だけでなく,他大学の留学生,大学生と会っていろいろな話ができてすごく良かった｡

時間が短すぎて残念｡またこういう機会があればぜひ参加したい｡

･今まで一番楽しい時間だった｡忘れられない思い出を作った｡

･短い時間だったけど,他の国の人,地域の大学生と一緒に合宿しながら多くの経験したから良かった｡

･他大学の学生と一緒に合宿できて他の国の文化などを勉強できて良かった｡

･すごく楽しかった｡同じ大学の学生,留学生だけでなく,いろいろな人と仲良くなり,多くの文化を知ることができ

てすごく勉強になった｡自分の国,母語について正確に伝えることの難しさを改めて実感した｡

･寝食,活動を通じて他大学と仲良くなれた｡ルームメイトと一緒にフロに入ったり,楽しい時間を過ごした｡

また同じメンバーで合宿したい｡同じ班員でグループワークをしたいと思う｡

･面白かった｡

･いろいろの国の人と会って楽しかった｡

･同じ大学の中に知り合いがいないが,どの大学関係なく,日本人･留学生と話せてよかった｡

･いろんな国の人と友達になれてよかったです｡

4.経費

今回の合同合宿は先述したように｢平成18年度北東北国立3大学連携推進研究プロジェクト経費｣

を活用し､留学生経費とあわせて使用した｡

支出 俘�m｢�金額 

留学生経費 凛�y�i{yN�冖ﾉZ｢��90,000 

引率教員旅費(2名) �3�ﾃC���

北東北3大学連携推進研究プロジェクト経費 �?ｩgｹ�ﾈｧy�i{yN�ykﾂ��70,000 

バス借料(盛岡⇔秋田) ����ﾃ#���

合計 ��302,600 

5.今後について(3大学引率教職員の話し合いより)

今回の合宿は3大学としてはじめての試みであったが､今後も合宿は継続する旨､申し合わせができ

た｡合宿当日の引率教職員の話し合いでは以下のようなことが協議された｡

･来年度は岩手大学が幹事大学として実施を検討する｡

･実施場所は岩手県青年の家とする｡

･来年度も多文化コミュニケーション教育の一環として日本人学生との合同研修とする｡

3年間事業を継続し､その意義が確認されたが､予算の確保や事業の位置づけなどについて検討

課題が残る｡今後の継続については3大学での協議を要する｡

(文責:松岡洋子)
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国際交流センター組織図

○　岩手大学国際交流センター組織図

研究交流部国際課
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平成1 8年度留学生関連行事

実施月日 行　　　　　事　　　　　名

､ヽ_

､10日(月)

～11日(火)

5日(木)､10日(金)

11日(水)

学年開始､ 2年次以上前期授業開始
4月入学留学生の諸手続き
特別コースプレースメントテスト
岩手大学入学式
新入生オリエンテーション
日本語研修コース開講式
1年次･編入生授業開始
日本語研修コース前期授業開始
国際交流科目(日本語)前期授業開始
外国人留学生オリエンテーション
スーパーイングリッシュ(7月7日まで)

国際交流会館オリエンテーション
チューター･会話パートナーオリエンテーション(日本人学生)

海外留学オリエンテーション(日本人学生)
着物着付け体験
関学記念日
オープンキャンパス
留学生ガーデンパーティ
岩手県留学生交流推進協議会運営委員会及び総会･交流懇談会
北東北国立三大学合同合宿研修(秋田)
日研生コース修了発表会
日本語研修コース修了発表会
2006年度韓国群山大学サマープログラム(8月10日まで)
盛岡さんさ踊り

ih　　　,ゝ　｡,　　　　　　日

ア-ラム大学SICEプログラム(12月7日まで)

外国人留学生見学旅行(南北海道)
日本留学フェア(釜山､ソウル)
石河子大学(派遣) (10月1日まで)

日本留学フェア(欧州)
岩手県留学生交流推進協議会留学生合宿研修会(県内留学生)
日本語研修コース及び日本語･日本文化研修コース修了式
後期授業開始
スーパーイングリッシュ(12月まで)

特別コースプレースメントテスト
日本語研修コース及び目研生コース開講式
国際交流科目(日本語)後期授業開始
日本語研修コース､日研生コース後期授業開始
SICEハローパーティ

外国人留学生オリエンテーション(後期)
学長と岩手大学外国人留学生代表との懇談会
国際交流会館オリエンテーション
留学生ライブラリーツアー
外国人留学生のための進学説明会(東京)
タイ･タマサート大学との交流会
不来方祭(オープンキャンパス)
中国石河子大学との受入れ･交流
日本留学フェア(タイ)
''' ㌫∩ぎ丘　　　　　　　　　≡ ＼-i

外国人留学生スキー研修旅行(安比高原スキー場)
大学入試センター試験
個別学力試験(前期日程)
個別学力試験(後期日程)
学長と岩手大学外国人留学生代表との懇談会
外国人留学生卒業(修了)生送別会
卒業式･修了式
u fナノ′言､J　　三;/三三　-呈-　　　　　3
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岩手大学留学生集計表(平成19年　5月1日現在)
《種別》
【学部所属】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( )は女子で内数

嘉≡~.- .-..藩款..,/=.-:. �� �� ��車重孝 �����(�5ｨ��ｨ"����� 唏ｹh��� 

人文社会科学T, � ���14(7) ��Bビ��1(1) ��迭�"��3(2) � 湯コ���#2��"��

教育学部 �1 ���2(1) �2���� �����4(4) � 迭ィ��唐コ��

工学部 �1 ��rヲ���22(6) 鼎���R�� ��澱�2�� � 澱�2��鼎b��ｒ�

農学部 � ���6(4) 澱ィ�� ���2���� � �2����湯コ��

国際交流センター � ��� �� ���� � ����

合計 �2 ��rヲ���44(18) 田2�#r��1(1) ����Rッ��7(6) � �#2��2��塔bイ���

【大学院所属】

*=;~…-摩…… �� �� � �� �� �� �� �� �� � 儖�jxｴｸ�9�b��� � �� �� 冰陷2苒��合訂 …≡さ擁詐 �� �� �� 侈Hｸi�b� �� 弔｢�鱒 侭5�ﾙx艀ｧxｶ���* 抱�8鍈� 倆Izb�～ ��ザ 

･_;潤常､.至､ ���� �� �� �� �� 劒X�ﾈ�ﾂ��ﾈ��>X������ﾘ���2� 凛b� ��芳賀-.≡ ����2褪�iN���粐粐���� 亦ｲ�儂�������ﾒ褪�� 刳ﾇ/;/ 

3(2) ��剴ｃb��冤l(8) � 劔�� 剪��� 劔 剪�ll(8) 

教育学研究科 �2(2) ��剴rィ���9(6) � 劔�� 剪��� 劔 剪�9(6) 

_1二学研究科(M) �1 ������剴�"ィ���14(5) �1日) 劔�� 剪��� 劔 剴�?ｨ�ｲ�15(6) 

工学研究科(D) �8 ��剴�2�2���21(3) � 劔�� 剪��� 劔 剪�21(3) 

農学研究科(M) � ��剴r�"���7(2) � 劔��1(1) 剪��"�"�� 劔 剴2�2��10(5) 

連合農学研究科 �27(9) ��剴�rコ���44(14) � 劔�� 剪��� 劔 剪�44(14) 

国際交流センター � ��剪�� � 劔�� 剪��� 劔 剪� 

合計 �41(13) ��?｢��剴cB�#B���106(38) �1(1) 劔��1(1) 剪��"�"�� 劔 剴Bィ��110(42) 

※別科､専攻科については外国人留学生の在籍者がいないため､省略する｡

【国際交流センター所属】

◆◆留学生総数◆◆

〔連合農学研究科配属別内訳〕
(岩手大学18名､他大学配属26名) 劔劔 

ノ由.:-.X �� �� �� 

若■ ��Ej55.当日 �13(6) ��5(1) ��ｃr��

6(2) ��7(3) ��2コ��㌢2.チ 

･Jfj還.≡ 劔5(1) ��3 唐����
:当｡::. ��ri宅. 

# �� ��3 ��2(1) 迭����
詔潅.3Fo…鈍強弱■'弱き.汚, 劔27(9) ��17(5) 鼎B��B��

22　ヶ国　198人

(1)､エジプト1､

〔連大他大学配属分除いた留学生数〕
172　(76)

HW.肖蓑芳…萱宍 �.彰 + ��説き �� 調�ll:1 ���� �� �� �� �� �� �� ��� �+ 倬Vﾆﾂ� 定4ｲ�����辻� 

良:.〈白∈ 劔劔�� �� �� �� �� �� ���� 劔 劔 劔 

苦学 ��g< �� 調�笥L～:r<笥 ��a 凩�� 舒ﾈ�8凾� �� ��ほ≡ 調� �� �� �� �� �� �� �� �� 

インドネシア 劔4 刄xトナム 劔�4(1) 劔アメリカ 劔���劍7ﾘ5�4ｸ5�4ｨ8ｲ�劔1 劔�8ﾘ5h4��3(3) 

韓国 劔9(4) 刄}レーシア 劔�25(12) 劔ブラジル 劔���劍5h4x8�8ﾈ4�6ﾂ�劔1 劔�5�8ﾘ6�4ﾈ4��1 

カンボジア 劔1 刄ｃ塔Sル 劔�6(5) 劔ハイチ 劔���劍4x5x7h6r�劔1 劔�4ﾈ8ｸ4ﾘ5��1(1) 

タイ 劔4(2) 刄~ャンマー 劔�1(1) 劔アルゼンチン 劔���剪�劔 劔�� 

中国 劔115(51) 刄lパール 劔�1 劔ホンジュラス 劔���剪�劔 劔�� 

スリランカ 劔3(1) � 劔� 劔 劔��剪�劔 劔�� 

バングラデシュ 劔9(2) � 劔� 劔 劔��剪�劔 劔�� 

フィリピン 劔3 � 劔� 劔 劔��剪�劔 劔�� 
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外国の大学との交流Academic Cooperation between Universities/Faculties

大学間協定universities

国名大学等名 剋蛯ﾈ交流内容 初締結年月日ContentsofEXchanges 

Country 疲�ﾖV�V謨fW'6宥��FirstDateof Agreement 乂x��ﾏ�zﾂ��6�FVﾖ�2�U�6��誚R�学生交流 Student EXchane 

中華人民共和国 People'sRepublicof 伜)�ﾉ�Xｧr�6��蜀彪謨fW'6宥��2001.10.ll ��ﾂ��g 

曲阜師範大学 QufuNormalUniversity �#��"ﾃ偵#R�○ ��ｲ�

北見大学.石河子大学 PekingUniVersity.ShiheziUniverslty �#��2ﾃ�"絣�○ ��

西北大学 �#��2��"纈�○ ��

China 疲�'F�W7EV謨fW'6宥��

大連理工大学 DalianUniVersityofTechnology 士 �#��R絣�#2�⊂) ��

ロ林農業大学 JilinAgriculturalUniVersity �#��bﾃ���2�○ 宙�ﾒ�

寧波大学 NingboUniversity �#��b����#��○ ��ｲ�

大韓民国 俛�繁E��Y�Xｧxﾕ｢�薮7T��F柳��ﾅV謨fW'6ﾇG��2001.10.17 ��ｲ� 明知大学校 �#��B縒��2�○ ��ｲ�

RepubllcofKorea 蕃柳誚ｦ彪謨fW'6宥��

ハンバット大学校 HanbatNationalUnlversity �#��b繧�#2�(⊃ ��

タイ王国 �5H484�8��Xｧr�2002.7.2 ��ｲ� 

KlngdomofThailand ロシア連邦 �6ﾆ�ﾕV貮fW'6ﾇG��

サンクト.ペテルブルグ国立文化芸術大学 �#����2ﾃ#��(⊃ ��ｲ�

RussianFederation �7B��WFW'6'W&u7F�FT�6�FVﾗ柳d7VﾇGW&R�

アメリカ合衆国 UnitedStatesof �4��ｸ6�99�Xｧr��V'W&薹譌fW'6宥��1998.ll.6 宙�ﾒ� 

ア-ラム大学 �#��2繧貳ﾂ�(⊃ ��ｲ�

America 之�&ﾆ��ﾔ6�ﾆVvR�

アキサス大学オーステイン校 TheUniVersityofTeXasatAustin �#��B����#��○ 宙�ﾒ�

カナタ �5ｨ986r�8�4�8ｨ�ｸ5��Xｧr�2003.7.31 ��ｲ�○ 

Canada �6�ﾆ蹤��'蜘5V謨fW'6宥��

部局間協定FacultleS

部局名 Faculty 俛�kﾂ�大学等名 傀�/xﾈｹD霾�?｢�主な交流内容 

in Charge �6�蹠'��NameofUniVersity 杷�'7DF�FV���w&VVﾖV蹌�学術交流 Academic EXchange 乂y�hﾏ�zﾂ�7GVFV蹌�U�6��誚R�

EZ教 【=太 r)日 芝学 芸●部 コ �(h揄�ﾉj�I��ﾙ��北京大学哲学系(宗教学系) PeklngUniVersity DepartmentofPhllosophy(Religion) ��涛ゅゅ#��○ ��

清華大学中文系 �#�����"��R�○ ��ﾂ��

People'sRepublicof 膝6ﾆ誚Ⅲ�V譌fW'6宥柳f6�觚6Tﾆ�誣V�vW2�

China 壇ﾆ友W&�GW&R�

山東工芸美術学院国際交流与合作処 ShandongUniversityofArtandDeslgn OfficeofⅠntemationalEXchangeand Cooperation �#��b絣����○ ��

インド �5x888�8ｸ8�8ｲ�6ﾈ�ｸ8ｹ�Xｧxﾋ靜｢饉hｧr饉b�嶌ﾊHｸh���2006.9.28 ��ｲ� 

India 幡�v���&ﾆ�ﾄ觀�'UV譌fW'6宥��66���ﾆ�誣V�vRﾄﾆ友W&�GW&Rd7VﾇGW&R�7GVF妨2�

イタリア共和国 �4ｨ8��ｸ8��Xｧr�2005.10.5 宙�ﾒ� 

Republlcofltaly ��66�FVﾖ��F�&VﾆﾆT�'F芳�6�'&�&��

アメリカ合衆国 �6ﾘ�ｸ5り5ｨ986x8�8ｲ�4ｨ8ﾈ6(5r�2002,9.6 ��ｲ�(⊃ 

UnitedStatesofAmerica 疲�'F�6V蹠&�ﾄ6�ﾆVvR�
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カナダ �7X8ｨ6X4(6(5h8R�5(8ﾘ987(4��Xｧr�2001.7.17 宙�ﾒ� 

Canada 彦�V謨fW'6宥柳d'&友�6�6�Vﾖ&���

ぎ工 已.学 弓部 √つ トづ コ Uq �(h揄�ﾉj�I��ﾙ���V��ﾆRw5&W�V&ﾆ�6��西安建築科技大学 XianUniversityofArchitectureand Technology ��涛偵b�#R�(⊃ ��

中国科学院蘭州化学物理研究所 Lan∠houlnstituteofChemicalPhysics, ChjneseAcademyofSciences �#��"纈�#b�○ ��

北京大学化学与分子工程学院 PekingUniversityCoHegeofChemlstryand MolecularEnglneering �#��2�2����○ ��

新彊農業大学 �#��2貳ﾂ����○ ��

China 膚紋ｦ��誥�w&�7VﾇGW&��ﾆ謨fW'6宥��

華南理工大学 SouthChinaUniVersltyofTechnorogy �#��B縒綯�○ ��

新瞳大学機械工程学院 ⅩinjiangUniversityeo11egeofMechanicaユ Engineering �#��B縒����○ ��

西北農林科技入学信息工程学院 NorthwestA&FLniversity CollegeoflnformationEngineering �#��b繧�#2�○ ��

大韓民国 RepubllcofKorea 亊異�ﾋH��|ﾘ4x6ﾈ8ｸ4ﾘ�ｸﾊHｸh��ｶ�&V��F��8耳蔕觚&w�&W6V�&6��7F宥WFR�╋�U(uB��2006.i.2Lt ��ｲ� 

安東大学校工科大学 AndongNationa1Lniversity CoHegeofEngineering �#��b絣���○ ��

タイ王国 �6�8h8�8ﾘ985(99�Xｧr�2002.1.10 ��ｲ� 

KingdomofThailand �6Ⅲﾆ�ﾆ�vｶ�&薹謨fW'6宥��

ハナンク.ラデシユ人民共和国 �6���984���8�6h5h8hﾔ���Xｧxﾔ逢yYB�2003.12.23 ��ｲ� 

People'sRepublicof 杷�7VﾇG柳dV誚ﾆ觀W&匁rﾄ&�誚ﾆ�FW6��

Bangladesh 彪貮fW'6ﾇG柳dV誚ﾆ觀W&匁v�襴FV6�����

ドイツ連邦共和国 �7h8�8ｴｦg#srﾙO�Fｨ�8ﾉ�扱ｨ��ﾊHｸh��2004.3.12 ��ｲ� 

FederalRepublicof 波&�V諞�W"ﾘuF�7F宥WFVf�$踐襷W7G'V7F庸R�

Germany 彦W7F匁r�

フランス共和国 �784x�ｸ8ｲ�4r�7ﾘ8ｨ�ｸ4ﾈ8X�ｸ8ｩ�Xｧr�1997.4.19 ��ｲ� 

RepubllcofFrance ��妨'&Rdﾖ�&ﾆT7W&剖V譌fW'6宥��

ポーランド共和国 �7ﾈ�ｸ8�986�逢x4�4ｨ6h7��ｲ�1995.3.3 ��ｲ� 

RepubllcofPoland ����6��6�FVﾗ柳e66坊�6R�

=oq>農 ⊂ri学 �4�8�8ｨ4ｨﾘx�ﾙ��パデュー大学 ��涛b紕紕�○ ��ｲ�

ト1ト一, 乃昌部 彪貮FVE7F�FW:�d�ﾖW&�6��PurdueUniVersityーSchoolofAgriculture 

岩'ocl地 �(h揄�ﾉj�I��ﾙ��L海高分子材料研究開発センター �#����2���○ ��

刀王城 謡等連 g叫携 ヨ弓推 T刀遭 D3品セ 己冒,ン rT'宕タ EEL一一 BP ｢トト一 ト一.ド.J Iご コF lニ トづ 二~ r十 lニ :⊃ ��V��ﾆRw5&W�V&ﾆﾆ6��6����ShanghaiResearchandt〕eVelopmentfor PolymericMaterials 

大韓民国 RepublicofKorea 佝9fｹ�Xｧxﾕｨ6x8�487ｸ8ﾘ5x�ｸﾊHｸh��V誚匁VW&匁uG&�&���&W6V�&6��7F宥WFR�G遊誣��ｴ��F柳��ﾅV謨fW'6宥��1996.5.31 ��ｲ� 

東亜大学校産学協力研究センター CenterforCooperatiVeResearchand DeVelopmentDong-AUniverslty �#��"�2�#R�○ ��
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平成1 8年度岩手大学海外派遣･留学プログラム一覧

プログラム名 僥位ﾙ�b�約 僥位ﾘﾙ��協定の 有無 冦ｩ4��単位 認定 僥位ﾘ鳧ｯ｢�派遣期間 侘)�ﾉX�%8ﾆ��2�担当学部 

*サンクトペテルブ ルグ交換留学プログ ラム �5H984�6r�7�6X8ｸ7X8ｸ4��ﾙ�zy[h嶌ﾇﾈ���Xｧr�入社2- 4年生.院 生 �8ﾘ5h4��あり 佰�ｫyz�r�あり 滴ﾈ�-ﾈ+ﾘ,ﾒ�佇�.h.��3ケ月～1 年間 冩���iﾈ冷�人文社会科学部 

英語研修 �7X8ｨ6X4(6(5h8R�5(8ﾘ987"�4��Xｧx��ﾎｨﾊH�85ｨ92�5��ｲ�全学 �4ｨ6�5��なし ��ﾎｨﾊH�2�あり �8ﾈ�-ﾈ+ﾘ,ﾒ�以���佇��28日間 冩�CYiﾈ冷� 

モナシユ大学英語研 修 �8(6�5h8i�Xｧx��ﾎｨﾊH�2�5ｨ985��ｲ�全学 �4��ｸ5�6x8�8ｨ4��なし 凾｠り �8ﾈ�,c以��ﾚ��5週間 冩�CYiﾈ冷�

国語科実地研修 俛�ﾎｨ,ﾈｻ8怦��,偬�,H*ﾒ�.��ｨ�,�,r�教育 �(hﾙ��＼ 侏ｹ&靆乂r�あり �8ﾈ靺��10日間 們�N��%2�教育学部 

短期中国語研修 ��H揄�Xｧr�全学 �(hﾙ��あり �(hﾙ�ﾎｨﾊH�2�なし 嶋ﾈ靺��1ケ月 冩�#�iﾈ冷閲yN�ﾂ��

日本語教育実習 ��H揄�Xｧr�教育 �(hﾙ��あり �?ｩgｸﾎｨｻ8支���f��あり �8ﾈ靺��2週間 冩��Yiﾈ冷閲yN�ﾂ��

*短期派遣 ��H揄�Xｧr�教育 �(hﾙ��あり 佰�ｫyz�r�あり 嶋ﾈ靺��1年間 ��hｨ丑��教育学部 

曲阜師範大学 仆8屍�中国 �*�.���*�.��8月頃 ��D隴B�生活費 

吉林農業大学 僞�r�中国 �*�.���*�.��8月頃 ��D隴B�約24万円 僞�yYB�

テキサス大学オース テイン校 ��8ｧr�米国 �*�.���*�.��8月頃 ��D隴B�生活費 俛�ﾝｸﾏ�zﾈ5ｨ985��ｲ�

ア-ラム大学 ��8ｧr�米国 �*�.���*�.��8月頃 ��D隴B�生活責 俛�ﾝｸﾏ�zﾈ5ｨ985��ｲ�

セントメアリーズ大学 ��8ｧr�カナダ �*�.���*�.��8月頃 ��D隴B�生活費 俛�ﾝｸﾏ�zﾈ5ｨ985��ｲ�

国際研修 �8(6�5h8i�Xｧx��ﾎｨﾊH�2�5ｨ985��ｲ�工学(応 化2年生) �4��ｸ5�6x8�8ｨ4��なし ��ﾎｨﾊH�2�あり 嶋ﾈ靺��4週間 冩�39iﾈ冷�工学部 

パデュー大学学生派 遣 �7�6h8X�ｹ�Xｧr�農学 兔Hﾙ��あり 佰�ｫyz�r�なし 嶋ﾈ靺��1ケ月 田#X6�8ｸ,i{yN���ｧyYH.h.���ﾃYiﾈ冷�^(��農学部 

*表示のプログラムは協定校との交換プログラムなので･岩手大学で授業料を払えば･派遣先での授業料免除と月額8万円の奨学金(大学から推薦され､採用された場合)がつきま

す｡休学した場合は､単位認定はされません｡

岩手大学国際交流センター作成



平成1 8年度海外学生派遣実績

短期語学.文化研修 (部局名は主催部局) �+xｯｩF位ﾒ卯ﾉD����D竰�インターンシップ 

人文社会科学部 �4��ｸ5�6x8�8ｨ4�#b�米国1 ロシア1 ��

教育学部 �(hﾙ����米国2 中国2 ��

農学部 兔Hﾙ�2�中国1 ��

工学部 �4��ｸ5�6x8�8ｨ4��2� �(�#��

国際交流センター �(hﾙ�R� ��
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岩手大学外国人留学生地域派遣実績一覧(平成18年度)

-一派遼発 唳F位ﾙ?ｩ/b�交流鹿妻.生徒数 抱��¥�韋xｧy�i�B�･層別人数.-.㌔ 沌褶����ｨ自L冖�.)>�vW褪��

1 ��x圷6�984�8ｸ/�ｧx-H橙�4月15日 的�ﾈ��Y�ﾂ�1 亊異����ﾂ��語学講師 

2 倩yFy*ﾈⅸﾔ���4月19日 �3�ﾓC��ﾂ�3 �6�984�8�6h5h8R�9�ﾂ��留学目的 

3 �Hﾊ檀6�484ﾈ984��4月29日 冩�s�kﾂ�多数 ��市民との交流 

4 俛Y�)�ｹ8ﾈ抦ｧxﾕｨ*H,Y�r�6月3日 冩�C�kﾂ�4 �(hﾙ��)�ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏8ﾘ5h4����ﾂ��農業体験山菜取り 

5 �4�8ﾘ�ｸ4ｨ8ｲ� ��1 �8(98588ｲ���ﾂ��盛岡の水事情についてインタビュー 

6 舒(訷ﾊy�)D鞁�ﾝｸﾏ�zﾈｴ�ﾕﾂ�6月11日 �3�ﾓC��ﾂ�2 �(hﾙ����ﾂ唏8ﾘ5h4����ﾂ��日本､自国の祭りの紹介 

7 ��ｩ�(ｼ驗ｩ�(晳D�7ｨ�ｸ8��6月22､29日 ����ﾂ�2 �5�42�)�ﾂ��料理講座 

8 ��x圷���ﾘ)9乂xﾕ｢�6月29日 冩����kﾂ�6 �7ﾘ8ﾈ�ｸ5h4��)�ﾂ唏7H4(8ｨ7892�)�ﾂ咤�6�984�8�6h5h8R�)�ﾂ��語学講師 

9 �4ｸ�ｸ6h987��ｸ6X4"�7月1日 冩�#��kﾂ�多数 ��市民との交流 

10 ��ﾈ鯖�ｨｻ8支効醜橙�7月13,14日 丿S����ﾂ�1 亊異����ﾂ��通訳 

ll �6�8ﾈ8ｸ8I]ｸ支���7月から10月まで の毎月4回 �3��ﾂ�5 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏�ﾈ��5H985�8�6h5h8b��)�ﾂ唏7H4(8ｨ7892���ﾂ��出身国紹介 

ー2 儻9x雲ｸﾘ)9乂xﾕ｢�7月25,26日 ��9kﾂ�2 �(hﾙ��)�ﾂ��語学講師 

13 ��Y,ｨ.���H�5��8月卜5日 ��ﾙ�B�2 �8ﾘ5h4����ﾂ唏6�984�8�6h5h8R���ﾂ��市民との交流 

14 ��I��j��ﾘﾇﾉEﾉ&8+8/�+9w�.�7��8ﾈ�ｸ6��8月4日 ��10 �(hﾙ�����ﾂ��さんさ踊りパレードへの参加 



15 几�ﾘｻ8��8月5日 冩�C�kﾂ�3 �6�984�8�6h5h8R�9�ﾂ��料理講座 

16 處�*ｨｷSI)ｩmｩ*ﾉ>�橙�8月25日 ����ﾈ���)kﾂ�3 �(hﾙ����ﾂ唏6�984�8�6h5h8R�)�ﾂ��出身国紹介 

17 處�*ｨｷS�)ｩmｩ*ﾉ>�橙�8月25日 ���kﾂ�1 �6�984�8�6h5h8R���ﾂ��出身国紹介 

18 �8H7ﾘ6阯�ﾎｨｻ8��8月27日 鉄�kﾉ/i7��2 �7H4(8ｨ7892�)�ﾂ��語学講師 

19 兩ｩ�y�Xｧr�8月31日 ���kﾉ/i7��1 �4ｨ987ｸ5x4��出身国紹介 

20 ��x圷�9zy8ﾈ鉙��抦ｧxﾕ｢�9月1日 田Ikﾂ�1 亊異����ﾂ��出身国紹介 

21 ��x圸��ﾉ�Xｧr�9月12日 鼎洩ﾂ�1 �7�7h4�6ｨ8X�ｸ4ﾘ6ｨ4����ﾂ��出身国紹介 

22 ��x圷�9zyM�圸(hｧxﾕ｢�9月20日 的kﾂ�3 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏7�7h4��6ｨ8X�ｸ4ﾘ6ｨ4����ﾂ��留学生から見た岩手について 

23 �484�99�x圓�9月20日 冩���kﾂ�1 �(hﾙ����ﾂ��イオン講座 

24 傅ﾈﾇ兔I(hｧxﾕ｢�9月22-24日 冩�c�kﾂ�5 畑�(6ﾒr�7I)ｨ5ﾈ8dﾅｩ�ﾂ唏�88ﾈ�ｸ98�ﾅR��ﾂ唏7ﾘ8ﾈ�ｸ5h4����ﾂ唏7H4(8ｨ7892����ﾃ��英語交流とホームステイ 

25 ��x圷�9zxﾊ���>ﾈ抦ｧxﾕ｢�9月28日､10月11 日 ��c�kﾂ�4 �5�42���ﾂ唏ｭ異��)�ﾂ唔(hﾙ����ﾂ��出身国紹介 

26 ��x圷�9zx��>ﾈ抦ｧxﾕ｢�9月30日 冩�S��kﾂ�9 汎絢S�紵�ﾈ6ﾚI��D霄Y?ｩ�ﾂ咾�6ﾙfﾘ48��5ﾄ｢r����ﾂ唏8ﾘ5h4����ﾂ唏7ﾘ8ﾂﾘ5h4��"��3��出身国紹介 

27 �9|9�hｺb�10月1日 ��ﾙ�B�4 �6�984�8�6h5h8R�)�ﾂ唏8ﾘ5h4����ﾂ咤�8(98588ｲ���ﾂ��健康祭り 

28 ��x圷�9zygｸｷｸ抦ｧxﾕ｢�10月6日 ����kﾂ�2 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ��出身国紹介 

29 亊ｨ*ｩ��4��ｸ4馮��｢�10月8日 冩����kﾂ�7 �(hﾙ��9kﾂ唏7ﾘ8ﾈ�ｸ5h4�オkﾂ��出身国紹介 

30 舒(訷ﾊxﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈｺh橙�10月8日 �3�kﾂ�2 �(hﾙ��出身国紹介 

-

　

)

2

2

I



31 舒(詹�Xｧxｻ8支ｧyYIXﾙ�駢ｸﾎﾈｧxﾕ｢�10月12日 等kﾂ�2 �6�984�8�6h5h8R�)�ﾂ��語学講師 

32 俘)[i��6ﾙ|ｸﾘ(ﾕ｢�10月13日 冩�c�kﾂ�ー7 亊異����ﾂ唏8(98588ｲ���ﾂ唔(hﾙ�ヲ��ﾂ唏6�984�8�6h5h8R���ﾂ唏48986�6ﾈ5b�4����ﾂ唏7H4(8ｨ7892���ﾂ唏8ﾘ5h4�����ﾂ唏7ﾘ8ﾈ�ｸ5h4��)�ﾂ��高校生カルチャーキャンプ 

33 ��x圸(h匣婪HH�8�｢� ��kﾂ�1 亊異��翻訳 

34 俛Y�)�ｹ8ﾈ抦ｧxﾕｨ*H,Y�r�10月21日 冩�C�kﾂ�4 �8ﾘ5h4��)�ﾂ唔(hﾙ��)�ﾂ��稲刈りと餅つき 

35 ��x圷�9zy�ﾘ唏抦ｧxﾕ｢�10月30日 塔ikﾂ�5 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏6�984�8�6b�5h8R�)�ﾂ唏7H4(8ｨ7892���ﾂ��出身国紹介 

36 �.�.�*�*刔i�ﾉ�Xｧr�10月31日 �3�kﾂ�1 �6�984�8�6h5h8R���ﾂ��出身国紹介 

37 �484�99�x圓�11月2日 冩��Ykﾂ�1 �8ﾘ5h4����ﾂ��イオン講座 

38 ��ｩ�)�ｨｻ8支効醜檍駟k�ｼy�h･R�ｧx�擺�11月4日､11月 11日､11月18 日､12月2日 ��ｩ�)�ｩj�#��ﾂ�2 �8(98588ｲ�)�ﾂ��出身国紹介 

39 ��x圷���ﾘ)9乂xﾕ｢�11月9日 冩����kﾂ�4 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏8ﾘ5h4�����ﾂ唏6�486����ﾂ��語学講師 

40 ��x圷�8�968ﾏij���11月11日 �3�kﾂ�4 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏7�6x6�8�����ﾂ唏48986�6ﾈ5h4����ﾂ��各国のお茶についての紹介 

41 ��x圷�9zy�ﾘ唏抦ｧxﾕ｢�11月14日､11月 22日 丿Sナkﾂ�6 ��I?ｩ(hﾙ����ﾂ唏7H4(8ｨ7892���ﾂ��#�?ｩ(hﾙ����ﾂ唏7H4(8ｨ7892����ﾂ唏6�984�8�6h5h8R�)�ﾂ��出身国紹介 

42 ��x圷�9zx��>ﾈ抦ｧxﾕ｢�11月17日 冩����kﾂ�4 �(hﾙ����ﾂ唏48986�6ﾈ5h4����ﾂ唏7ﾒ�8ﾈ�ｸ5h4��)�ﾂ��出身国紹介 

43 ��x圷�9zx�冉ｸ抦ｧxﾕ｢�11月22日 妬D��c��)kﾂ�4 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏6�984�8��6h5h8R���ﾂ唏6ﾈ7�ﾘ8ｲ���ﾂ��出身国紹介 

44 �5ﾘ985�4�8�7R�11月24日 冩�S�kﾂ�4 �(hﾙ�オ�ﾂ��日本語スピーチコンテスト参加 

-
)
2
3
1



45 ��x圷�9zy��68抦ｧxﾕ｢�11月27日 田ykﾂ�5 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏6�984�8��6h5h8R���ﾂ唏7H4(8ｨ7892���ﾂ唏42�986�6ﾈ5h4����ﾂ��出身国紹介 

46 亶h鯤�9zy+y>�抦ｧxﾕ｢�11月29日 鉄�kﾉ/i7��5 �(hﾙ����ﾂ唏6�984�8�6h5h8R����ﾂ唏48986�6ﾈ5h4����ﾂ唏7H4(8ｨ7892����ﾂ唏6�486����ﾂ��出身国紹介 

47 ��x圷�9zx��>ﾈ抦ｧxﾕ｢�11月30日 �#��1 亊異����ﾂ��出身国紹介 

48 舒(訷ﾊyE�h檍ｶ2�12月6日 ��)kﾂ�1 �5�42���ﾂ��通訳 

49 ��x圷�9zy�ﾘ唏抦ｧxﾕ｢�12月12日 塔ikﾂ�2 �(hﾙ����ﾂ唏6�984�8�6h5h8R���ﾂ��出身国紹介 

50 佶8鉙��抦ｧxﾕ｢�12月13日 田�kﾂ�1 兔Hﾙ����ﾂ��出身国紹介 

51 舒(詹?ｩ�ｻ8橙�12月15日 �#�kﾂ�3 �8ﾘ5h4��9�ﾂ��∃-ルカ祭 

52 凛�y�h橙�12月16日 冩�S�kﾂ�約16 �(hﾙ�ズ�ﾂ唏8(98588ｲ���ﾂ唏8ﾘ5b�4��)�ﾂ唔¥Hﾙ����ﾂ唏7H4(8ｨ7892����ﾂ��ﾂ� 

53 冏�,ﾉ}�+x+�,ﾈ尸]ｸ支���12月26日 ��3洩ﾂ�3 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏6�984�8�6b�5h8R���ﾂ��出身国紹介 

54 �&雕X�9j�,ﾈ橙�1月3日 冩�C�kﾂ�約16 �(hﾙ�����ﾂ唔¥Hﾙ��)�ﾂ唏6ﾈ7��ｲ�8ｲ���ﾂ唏8ﾘ5h4����ﾂ��ﾂ�餅つき会 

55 舒(詹�Xｧxｻ8支ｧyYIXﾙ�駢ｸﾎﾈｧxﾕ｢�1月18日 ��ikﾂ�2 �6�984�8�6h5h8R���ﾂ唏7H4(8ｨ7892����ﾂ��餅つき体験 

56 ��x圷ﾙ�ﾝｸﾏ�zﾈｻ8橙�1月20日 冩�C�kﾂ�5 �7ﾘ8ﾈ�ｸ5h4�ズ�ﾂ��料理講座 

57 ��x圷���ﾘ)9乂xﾕ｢�2月8日 冩����kﾂ�4 �(hﾙ����ﾂ唏ｭ異����ﾂ唏6�486�����ﾂ唏8ﾘ5h4����ﾂ��語学講師 

58 �(hﾙ�z�y�hｧyth橙�2月17日 冩����kﾂ�約40名 �(hﾙ�イ�ﾓS��ﾂ唔¥Hﾙ����ﾂ唏8ﾒ�5h4��)�ﾂ��春節 

59 ��x圷�9zy�X鯤鮑抦ｧxﾕ｢�2月20日 ���kﾂ�1 �7ﾘ5�4ｸ5�4ｨ8ｲ���ﾂ��出身国紹介 

-
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4
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60 ��x圷7�488ﾘ6(6x4�8�7R�3月8日 冩�#Ykﾂ�8 �(hﾙ�オ�ﾂ唔¥Hﾙ��)�ﾂ唏6�984�8��6h5h8R���ﾂ唏8(98588ｲ���ﾂ��和食と茶の湯"ひな祭りお茶会" 

61 �9nﾈ�9j�5ｨ985��ｲ�3月11日 儻9k��1 �8ﾘ5h4����ﾂ��料理講座 
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t
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5

-
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